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令 和 ６ 年 度 １ ０ 月 補 正 予 算 （ 知 事 専 決 処 分 ） の 概 要  
 
 

一般会計補正予算（第４号）（議案第６号）は、  
 

衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の実施に必要な予算１２億８３百万円を計上。  
 

[内容 ] 

(1) 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の実施          1,283 百万円  
・第 50 回衆議院議員総選挙の実施                            1,270 百万円  
・第 26 回最高裁判所裁判官国民審査の実施                   13 百万円  

 
 

令 和 ６ 年 度 １ １ 月 補 正 予 算 の 概 要  
 
 

一般会計補正予算（第５号）（議案第１号）は、  

 
災害復旧関連事業や知事マニフェストの実現に向けて取り組む事業のほか、当初予算編成後の状況変化に伴

い対応が必要となった事業に係る予算６０億１７百万円を計上。  
 

[主な内容 ] 

(1) 災害復旧関連事業                         4,657 百万円  
  ・令和 6 年台風第 10 号等への対応                     2,667 百万円      

 
(2) マニフェスト関連事業                        24 百万円  

・観光誘客プロモーション推進事業                      4 百万円  
・「食のみやこ熊本県」の創造                        5 百万円  
・畜産営農継続に向けた取組み                        12 百万円  

 
(3) その他                            1,336 百万円  
  ・公費負担医療におけるＤＸの推進                      51 百万円  
  ・旧優生保護法補償金等支給法成立に伴う対応                        5 百万円  
  ・職員の時間外勤務手当の増額                              811 百万円  
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一般会計補正予算（第６号）（議案第３４号・追加提案分）は、  
 

人事委員会勧告に基づく職員の給与改定等に必要な予算５２億６６百万円を計上。  
 

[主な内容 ] 
(1) 職員給与費                          4,550 百万円  
  ・給料                                   2,381 百万円    

・期末・勤勉手当                               1,671 百万円  
 
(2) 会計年度任用職員報酬等                                   716 百万円  

・報酬                                                                427 百万円  
・期末・勤勉手当                                                      195 百万円  

 
 
１０月補正予算（知事専決処分）及び１１月補正予算（追加提案分含む）の合計は、一般会計で１２５億  

６５百万円の増額補正であり、補正後の予算規模は、８，７４０億９６百万円となる。  
 

                                           （単位：百万円） 

 10月補正額

10月9日専決
（第４号）

冒頭提案分
（第５号）

追加提案分
（第６号）

計

861,531 1,283 6,017 5,266 11,282 874,096

港湾整備事業特別会計 4,055 7 7 4,062

育英資金等貸与特別会計 580 4 4 583

国民健康保険事業特別会計 190,764 0 0 190,764

下水道事業会計 6,498 1 1 6,499

電気事業会計 4,965 19 19 4,985

工業用水道事業会計 2,189 3 3 2,192

有料駐車場事業会計 97 1 1 98

病院事業会計 2,064 32 32 2,096

(注) １各項目についての計数は、表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と一致しない場合がある。

２企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合算額である。

　企　　業　　会　　計

会 　　　計　　　 名 補 正 前 の 額

11月補正額

合　計

　一　　般　　会　　計

　特　　別　　会　　計
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第６号　  令和６年度熊本県一般会計補正予算（第４号）
第１号　  令和６年度熊本県一般会計補正予算（第５号）
第34号　  令和６年度熊本県一般会計補正予算（第６号）

　　　歳 入 歳 出 予 算 補 正

（歳　入）

冒頭提案分
（第5号）

追加提案分
（第6号）

計

1 県 税 163,988,650 163,988,650

2 地 方 消 費 税 清 算 金 87,356,233 87,356,233

3 地 方 譲 与 税 31,012,193 31,012,193

4 地 方 特 例 交 付 金 4,710,504 4,710,504

5 地 方 交 付 税 229,346,281 3,020,000 3,020,000 232,366,281 普通交付税 3,020,000

6 交通安全対策特別交付金 247,388 247,388

8 使 用 料 及 び 手 数 料 9,037,772 9,037,772

4,240,115

　（単位：千円）

合　　計 補 正 額 の 説 明区　         　 分 補正前の額

7 分 担 金 及 び 負 担 金 4,240,115

10月補正額
（第4号）

11月補正額



冒頭提案分
（第5号）

追加提案分
（第6号）

計

11 寄 附 金 638,096 638,096

13 繰 越 金 953,108 1,342,378 1,799,174 3,141,552 4,094,660 繰越金 3,141,552

861,530,908 1,282,522 6,016,511 5,265,757 11,282,268 874,095,698

土木債

930

1,578,789

1,399,435

農林水産債

440,261

公立学校情報機器整備基金繰入金

補 正 額 の 説 明

　（単位：千円）

合　　計

災害復旧債

2,542,451

930

2,080,000

58,474,829

2,413
雑入

受託事業収入

県 債

2,033,772

67,056,963 50,752

1,417,000

385,000

278,000

81,567,998

合　　　　　　　計

15

諸 収 入14

79,487,998

67,110,128

58,469,990

区　         　 分

127,217,079

財 産 収 入 2,033,772

12 繰 入 金

国 庫 支 出 金

10

1,282,522

補正前の額

1,287,010

10月補正額
（第4号）

9 122,951,845

3,909

国庫補助金

国庫負担金

国庫委託金

52,330

835

こどもの読書環境整備基金繰入金 2,649

地域福祉基金繰入金 1,260

11月補正額

2,982,712

4,839

53,165

2,080,000

4
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（歳　出） （単位：千円）

冒頭提案分
（第5号）

追加提案分
（第6号）

計

1 一 般 行 政 経 費 561,119,520 1,282,522 1,353,343 5,257,284 6,610,627 569,012,669

491,542

5,257,284
その他の人件費 710,168

補 正 額 の 説 明

114,051,735

合　　計

185,526,789

49,623

812,178
5,367,813

8,519

1,093,203

10月補正額
（第4号）

180,80037,283,304

扶 助 費

(1) 人 件 費 179,448,808

区　         　 分

(2) 114,051,735

補正前の額

そ の 他 230,335,673

(3) 物 件 費 37,513,727

(4)

11月補正額

6,069,462

49,623

491,542

171,721

18,410

12,064

63,001

職員給与費

衆議院議員総選挙費

海域漂流・海岸漂着物地域対策事業

畜産営農継続検討事業

231,920,418

衆議院議員総選挙費

後期高齢者医療保険基盤安定負担金

奨学のための給付金事業

1,089,529

319,309



（単位：千円）

冒頭提案分
（第5号）

追加提案分
（第6号）

計

2 投 資 的 経 費 182,080,893 4,663,168 8,053 4,671,221 186,752,114

(1) 普 通 建 設 事 業 費 149,403,619 2,691,214 8,053 2,699,267 152,102,886

(3) 国 直 轄 事 業 負 担 金 12,969,914 10,100 10,100 12,980,014 現年直轄災害復旧事業負担金 10,100

3 公 債 費 101,495,414 101,495,414

4 繰 出 金 16,835,081 420 420 16,835,501 国民健康保険事業特別会計繰出金 420

861,530,908 1,282,522 6,016,511 5,265,757 11,282,268 874,095,698

1,579,430 840

1,961,854

24,667

補 正 額 の 説 明

1,111,784 7,213 1,118,997

合　　　　　　　計

(2)

58,129,101

19,707,360災 害 復 旧 事 業 費

補 助 分

区　         　 分 補正前の額
10月補正額
（第4号）

59,709,371

緊急治山事業

単県治山事業（県営事業）

合　　計

単 独 分

91,274,518

11月補正額

1,580,270

1,961,854

2050くまもとゼロカーボン推進事業
92,393,515

単県河川等災害関連事業費

21,669,214

1,080,000

河川掘削事業費 395,900

1,087,117

103,530

過年発生河川等補助災害復旧費 1,059,320

現年治山災害復旧事業 327,677

現年林道災害復旧事業 291,336

6
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知事公室

一般会計 （単位：千円）

冒 頭 提 案 分

職 員 給 与 費
会 計 年 度 任 用
職 員 報 酬 等 国支出金 地 方 債 そ の 他

知 事 公 室 付 78,359 1,097 79,456 1,097

秘 書 課 227,433 2,963 230,396 2,963

広 報 課 314,602 3,518 1,260 319,380 4,778

危機管理防災課 1,328,017 6,356 4,620 1,338,993 10,976

国 際 課 218,872 1,126 840 220,838 1,966

く ま モ ン 課 476,554 1,905 840 479,299 2,745

一 般 会 計 計 2,643,837 16,965 7,560 2,668,362 24,525

部 局 計

部 局 合 計 2,643,837 16,965 7,560 2,668,362 24,525

令和６年度１１月補正予算総括表

課 名 補 正 前 の 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般財源

補　　　正　　　額

追 加 提 案 分



議 案

頁 数

令和６年度１１月補正予算県議会説明資料

債務負担行為（追加）

広 報 課 （単位：千円）

議 案 頁 数 事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　項 期　　　　　間 限　　度　　額

8 広報関係業務 令和７年度 39,741

繰越明許費（追加）

危 機 管 理 防 災 課 （単位：千円）

款 項 目 繰越明許費 事　　　　　　　項

5 総 務 費 防災情報通信基盤整備事業

8 首都圏広報業務 令和７年度 10,014

防 災 費 防災総務費 591,844

5 総 務 費 防 災 費 防災総務費 124,312 九州広域防災拠点強化整備事業

8
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令和６年度１１月補正予算県議会説明資料

72,786
年次別内訳　　　　　　　　　

24,262
24,262
24,262

債務負担行為（追加）

国 際 課 （単位：千円）

議 案 頁 数 事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　項 期　　　　　間 限　　度　　額

8 旅券発給業務

令和７年度～令和９年度

令和７年度
令和８年度
令和９年度

く ま モ ン 課 （単位：千円）

議 案 頁 数 事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　項 期　　　　　間 限　　度　　額

8 くまモン利用許諾審査業務 令和７年度 23,554

10 くまモン隊管理運営事業 令和７年度 186,682



国 支 出 金 地 方 債 そ の 他

広報諸費

 広報課諸費（人件費）

　　会計年度任用職員報酬等改定に伴う増

314,602 1,260 315,862 1,260

国 支 出 金 地 方 債 そ の 他

危機管理対策費

　危機管理対策費

　　会計年度任用職員報酬等改定に伴う増

防災対策費 3,780

　(1)防災対策費 1,260

　(2)地域防災力強化事業 840

　(3)防災センター展示・学習室運営事業 1,260

420

　　会計年度任用職員報酬等改定に伴う増

1,328,017 4,620 1,332,637 4,620

12

令和６年度１１月補正予算県議会説明資料
（追加提案分）

広 報 課 （単位：千円）

事項別

目 名 補正前の額 補 正 額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

広 報 費 211,913

説　　　　　　　　　　　　　　明明細書 特　　　定　　　財　　　源
一 般 財 源

頁 数

課　計

危 機 管 理 防 災 課 （単位：千円）

1,2601,260 213,173

事項別

目 名 補正前の額 補 正 額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

39,85739,017

明細書 特　　　定　　　財　　　源
一 般 財 源

頁 数

11 一般管理費 840

説　　　　　　　　　　　　　　明

1,292,780

840

課　計

1,289,000 3,78022 防災総務費 3,780

　　会計年度任用職員報酬等改定に伴う増

　　会計年度任用職員報酬等改定に伴う増

　　会計年度任用職員報酬等改定に伴う増

　(4)「世界津波の日」2024高校生サミットin熊本
　　開催事業

10
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令和６年度１１月補正予算県議会説明資料
（追加提案分）

国 支 出 金 地 方 債 そ の 他

旅券発給事務費

　旅券発給事務費

　　会計年度任用職員報酬等改定に伴う増

218,872 840 219,712 840

国 支 出 金 地 方 債 そ の 他

開発促進費

　くまモン活用熊本PR事業

　　会計年度任用職員報酬等改定に伴う増

476,554 840 477,394 840

国 際 課

事項別

目 名明細書 特　　　定　　　財　　　源

頁 数

補正前の額 補 正 額 計

131,19684014

61,924

諸 費

62,76416 計画調査費

課　計

130,356

課　計

く ま モ ン 課

事項別

目 名 補正前の額 補 正 額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

明細書 特　　　定　　　財　　　源
一 般 財 源

頁 数

840

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　　　明

840

（単位：千円）

一 般 財 源
説　　　　　　　　　　　　　　明

840

補　正　額　の　財　源　内　訳



総務部

一般会計 （単位：千円）

冒頭提案分

職 員 給 与 費
会 計 年 度 任 用
職 員 報 酬 等 国支出金 地 方 債 そ の 他

人 事 課 5,335,783 502,215 9,551 15,406 5,862,955 527,172

財 政 課 103,499,714 4,896 420 103,505,030 5,316

県政情報文書課 1,755,447 3,917 4,618 1,763,982 8,535

総 務 厚 生 課 926,245 6,889 12,174 945,308 19,063

財 産 経 営 課 3,180,054 5,239 912 3,186,205 6,151

私 学 振 興 課 13,530,776 63,051 3,266 2,100 13,599,193 22,136 46,281

市 町 村 課 4,615,775 49,004 517 4,665,296 49,521

消 防 保 安 課 1,014,765 4,433 2,950 1,022,148 7,383

税 務 課 92,313,111 42,621 25,974 92,381,706 68,595

一 般 会 計 計 226,171,670 565,266 129,816 65,071 226,931,823 22,136 738,017

公債管理特別会計

財 政 課 116,744,586 116,744,586

市町村振興資金貸付事業特別会計

市 町 村 課 1,285,136 1,285,136

部 局 計

部 局 合 計 344,201,392 565,266 129,816 65,071 344,961,545 22,136 738,017

令和６年度１１月補正予算総括表

課 名
補 正 前 の 額

計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般財源

補　　　正　　　額

追 加 提 案 分

12
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国 支 出 金 地 方 債 そ の 他

職員給与費

　時間外勤務手当等保留分

　　時間外勤務手当等保留分

人事管理費

　人事給与システム等改修費

5,335,783 502,215 5,837,998 502,215

令和７年度～令和９年度

年次別内訳

令和６年度１１月補正予算県議会説明資料

人 事 課 （単位：千円）

事 項 別

目 名 補 正 前 の 額 補 正 額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

説　　　　　　　　　　　　　　明明 細 書 特　　　定　　　財　　　源
一 般 財 源

頁 数

9 人事管 理費 4,491,622 　　制度改正等に伴う人事給与システム等の改修に要
　　する経費

9 一般管 理費 844,161 496,060 1,340,221 496,060

課　計

6,1556,155 4,497,777

債務負担行為（追加）
人 事 課

議 案 頁 数 事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　項

3,514

期　　　　　間

8 　秘書事務委託業務

56,688

　　　令和７年度

　　　令和８年度

　　　令和９年度

8 　行政職員初任者研修バス等賃借 　　　令和７年度

（単位：千円）

限　　度　　額

170,064

56,688

56,688



令和６年度１１月補正予算県議会説明資料

議 案

頁 数

繰越明許費（追加）

財 産 経 営 課 （単位：千円）

款 項 目 繰越明 許費 事　　　　　　　項

5 総 務 費 総務管 理費 財産管 理費 717,815

(1)庁舎維持補修費
(2)県庁舎等LED導入事業
(3)総合庁舎等施設整備事業（臨時分）
(4)ＦＭ推進県有施設集約化事業

14



15

令和６年度１１月補正予算県議会説明資料

国 支 出 金 地 方 債 そ の 他

１　私学振興助成費 63,001

　　定額減税の実施に伴う所要見込額の増

２　国庫支出金返納金 50

　国庫支出金返納金

　　奨学のための給付金の過年度返還に伴う増

13,530,776 63,051 13,593,827 21,000 42,051

私 学 振 興 課 （単位：千円）

事 項 別

目 名 補 正 前 の 額 補 正 額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

説　　　　　　　　　　　　　　明明 細 書 特　　　定　　　財　　　源
一 般 財 源

頁 数

23 私学振 興費 13,521,835 63,051 13,584,886 21,000 42,051

　奨学のための給付金事業

課　計

債務負担行為（追加）

私 学 振 興 課 （単位：千円）

議 案 頁 数 事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　項 期　　　　　間 限　　度　　額

11 就学支援金相談窓口関係業務 令和７年度 17,053

11 海外チャレンジ推進事業 令和７年度 14,501



令和６年度１１月補正予算県議会説明資料

議 案

頁 数

債務負担行為（追加）

消 防 保 安 課 （単位：千円）

議 案 頁 数 事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　項 期　　　　　間 限　　度　　額

8
消防学校施設整備事業
　 益　城　町

令和７年度 60,497

8 救急安心センター関係業務 令和７年度 20,895

繰越明許費（追加）

消 防 保 安 課 （単位：千円）

款 項 目 繰越明 許費 事　　　　　　　項

5 総 務 費 防 災 費 消防指 導費 295,519 消防学校教育訓練機能強化事業

16



17

国 支 出 金 地 方 債 そ の 他

人事管理費 15,406

　(1)人事課諸費 9,233

　(2)障がい者チャレンジ雇用事業 5,875

　(3)障がい者就業環境整備事業 298

5,335,783 15,406 5,351,189 15,406

国 支 出 金 地 方 債 そ の 他

財政管理費

　管理運営費

103,499,714 420 103,500,134 420

令和６年度１１月補正予算県議会説明資料
（追加提案分）

人 事 課 （単位：千円）

事項別

目 名 補正前の額 補 正 額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

説　　　　　　　　　　　　　　明明細書 特　　　定　　　財　　　源
一 般 財 源

頁 数

4,507,028人事管理費 4,491,62211

課　計

　　会計年度任用職員報酬等改定に伴う増

　　会計年度任用職員報酬等改定に伴う増

　　会計年度任用職員報酬等改定に伴う増

15,40615,406

12

財 政 課 （単位：千円）

事項別

目 名 補正前の額 補 正 額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

説　　　　　　　　　　　　　　明明細書 特　　　定　　　財　　　源
一 般 財 源

頁 数

420 1,631,639財政管理費 1,631,219

　　会計年度任用職員報酬等改定に伴う増

420

一般会計　計



令和６年度１１月補正予算県議会説明資料
（追加提案分）

国 支 出 金 地 方 債 そ の 他

文書事務費 4,618
　(1)文書事務費 3,358

840

420

1,755,447 4,618 1,760,065 4,618

国 支 出 金 地 方 債 そ の 他

庁費

　共済組合事業費

１　人事管理費 9,234
　総務事務集中化運営費

２　職員福利厚生費 1,680

　(1)職員住宅管理等事業 420

　(2)心の健康サポート等事業 1,260

926,245 12,174 938,419 12,174

頁 数

文 書 費 89,962

11

11

570,622

　　会計年度任用職員報酬等改定に伴う増
1,260

　　会計年度任用職員報酬等改定に伴う増

10,914

課　計

1,260 343,194一般管理費 341,934

　　会計年度任用職員報酬等改定に伴う増

　　会計年度任用職員報酬等改定に伴う増

人事管理費

12

　　会計年度任用職員報酬等改定に伴う増

　(2)情報公開・個人情報保護推進事業

　　会計年度任用職員報酬等改定に伴う増

　(3)公益法人制度推進事業

　　会計年度任用職員報酬等改定に伴う増

4,6184,618 94,580

目 名

事項別

（単位：千円）県 政 情 報 文 書 課

総 務 厚 生 課 （単位：千円）

事項別

目 名 補正前の額 補 正 額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

説　　　　　　　　　　　　　　明明細書 特　　　定　　　財　　　源
一 般 財 源

頁 数

課　計

一 般 財 源
特　　　定　　　財　　　源明細書 説　　　　　　　　　　　　　　明

補　正　額　の　財　源　内　訳

計補 正 額補正前の額

10,914 581,536

18



19

令和６年度１１月補正予算県議会説明資料
（追加提案分）

国 支 出 金 地 方 債 そ の 他

１　財産管理費 420

　財産管理費

　　会計年度任用職員報酬等改定に伴う増

２　財産管理処分費 420

　普通財産管理処分費

　　会計年度任用職員報酬等改定に伴う増

３　庁舎等管理費 72

　庁舎管理費

　　会計年度任用職員報酬等改定に伴う増

3,180,054 912 3,180,966 912

国 支 出 金 地 方 債 そ の 他

宗教法人指導事務費

　宗教法人指導事務費

　　会計年度任用職員報酬等改定に伴う増

１　私学振興事務費 840

　私学振興事務運営費

　　会計年度任用職員報酬等改定に伴う増

２　私学振興助成費 840

　私立高等学校等就学支援金事業

　　会計年度任用職員報酬等改定に伴う増

13,530,776 2,100 13,532,876 1,136 964

財 産 経 営 課 （単位：千円）

事項別

目 名 補正前の額 補 正 額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

説　　　　　　　　　　　　　　明明細書 特　　　定　　　財　　　源
一 般 財 源

頁 数

財産管理費 2,972,39513 912 2,973,307

課　計

私 学 振 興 課 （単位：千円）

事項別

目 名 補正前の額 補 正 額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

説　　　　　　　　　　　　　　明明細書 特　　　定　　　財　　　源
一 般 財 源

頁 数

912

諸 費 8,94114

1,680

420420 9,361

87 私学振興費 13,521,835 716 964

課　計

13,523,515



令和６年度１１月補正予算県議会説明資料
（追加提案分）

国 支 出 金 地 方 債 そ の 他

政治資金関係等事務費
　政治資金関係等事務費
　　会計年度任用職員報酬等改定に伴う増

知事選挙執行経費
　県知事選挙費
　　会計年度任用職員報酬等改定に伴う増

4,615,775 517 4,616,292 517

国 支 出 金 地 方 債 そ の 他

防災対策費
　防災消防ヘリコプター管理運営費
　　会計年度任用職員報酬等改定に伴う増

１　消防費 420
　消防費（経常）
　　会計年度任用職員報酬等改定に伴う増
２　消防学校費 1,690
　(1)消防学校管理運営費 840
　　会計年度任用職員報酬等改定に伴う増
　(2)消防学校教育訓練機能強化事業 420
　　会計年度任用職員報酬等改定に伴う増
　(3)消防学校寄宿舎管理事業 430
　　会計年度任用職員報酬等改定に伴う増

高圧ガス取締指導費
　高圧ガス取締費
　　会計年度任用職員報酬等改定に伴う増

1,014,765 2,950 1,017,715 2,950

市 町 村 課 （単位：千円）

事項別

目 名 補正前の額 補 正 額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

説　　　　　　　　　　　　　　明明細書 特　　　定　　　財　　　源
一 般 財 源

頁 数

選挙管理委
員 会 費

19,75121

97

420420 20,171

21 知事選挙費 28,799 97

一般会計　計

28,896

消 防 保 安 課 （単位：千円）

事項別

目 名 補正前の額 補 正 額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

説　　　　　　　　　　　　　　明明細書 特　　　定　　　財　　　源
一 般 財 源

頁 数

防災総務費 465,46022

2,110

420420 465,880

22 消防指導費 498,129 2,110

74
火薬ガス等
取 締 費

51,176 420

課　計

420 51,596

500,239

20



21

令和６年度１１月補正予算県議会説明資料
（追加提案分）

国 支 出 金 地 方 債 そ の 他

税務管理費 7,136

　(1)税務管理費（経常分） 2,938

3,358

　(3)ふるさとくまもと応援寄附金推進費 840

賦課徴収費 18,838

　(1)賦課徴収費 17,148

　(2)税収確保強化対策事業 1,690

92,313,111 25,974 92,339,085 25,974

18

税 務 課 （単位：千円）

事項別

目 名 補正前の額 補 正 額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

説　　　　　　　　　　　　　　明明細書 特　　　定　　　財　　　源
一 般 財 源

頁 数

7,136 3,029,835税務総務費 3,022,699

　　会計年度任用職員報酬等改定に伴う増

　(2)税務管理費（法人二税等関係業務嘱託）
　　会計年度任用職員報酬等改定に伴う増

　　会計年度任用職員報酬等改定に伴う増

　　（嘱託分）

7,136

賦課徴収費 5,036,17818
　　会計年度任用職員報酬等改定に伴う増

　　会計年度任用職員報酬等改定に伴う増

課　計

18,83818,838 5,055,016



総務部

一般会計 （単位：千円）

国 支 出 金 地 方 債 そ の 他

人 事 課 5,335,783 5,335,783

財 政 課 103,499,714 103,499,714

県政情報文書課 1,755,447 1,755,447

総 務 厚 生 課 926,245 926,245

財 産 経 営 課 3,180,054 3,180,054

私 学 振 興 課 13,530,776 13,530,776

市 町 村 課 3,333,253 1,282,522 4,615,775 1,282,522

消 防 保 安 課 1,014,765 1,014,765

税 務 課 92,313,111 92,313,111

一 般 会 計 計 224,889,148 1,282,522 226,171,670 1,282,522

公債管理特別会計

財 政 課 116,744,586 116,744,586

市町村振興資金貸付事業特別会計

市 町 村 課 1,285,136 1,285,136

部 局 計

部 局 合 計 342,918,870 1,282,522 344,201,392 1,282,522

令和６年度１０月専決予算総括表

課 名 補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

22



23

国 支 出 金 地 方 債 そ の 他

衆議院議員総選挙執行経費

　衆議院議員総選挙費

最高裁判所裁判官国民審査執行経費

　最高裁判所裁判官国民審査費

3,333,253 1,282,522 4,615,775 1,282,522一般会計　計

12,77543
最高裁判所
裁判官国民
審 査 費

1,269,7471,269,747

12,775

42

　　10月15日公示、10月27日投開票の第50回衆議院
　　議員総選挙の執行に要する経費

1,269,747
衆議院議員
総 選 挙 費

専決処分の報告及び承認について
（専第２８号　令和６年１０月９日専決）

　　10月15日公示、10月27日投開票の第26回最高裁
　　判所裁判官国民審査の執行に要する経費

市 町 村 課 （単位：千円）

事項別

目 名 補正前の額 補 正 額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

説　　　　　　　　　　　　　　明明細書 特　　　定　　　財　　　源
一 般 財 源

頁 数

12,775



企画振興部

一般会計 （単位：千円）

冒頭提案分

職 員 給 与 費
会 計 年 度 任 用
職 員 報 酬 等 国支出金 地 方 債 そ の 他

企 画 課 770,441 12,511 1,726 784,678 14,237

地 域 振 興 課 1,639,720 3,553 840 1,644,113 4,393

阿蘇草原再生・世界遺産推進課 365,069 5,251 840 371,160 6,091

交 通 政 策 課 2,513,129 5,168 2,518,297 5,168

空港アクセス鉄道整備推進課 435,743 1,637 437,380 1,637

統 計 調 査 課 478,509 4,670 2,682 485,861 7,352

デジタル戦略推進課 561,045 3,213 564,258 3,213

システム改革課 1,359,829 3,817 889 1,364,535 4,706

球磨川流域復興局付 1,512,330 6,495 1,518,825 6,495

一 般 会 計 計 9,635,815 46,315 6,977 9,689,107 53,292

部 局 計

部 局 合 計 9,635,815 46,315 6,977 9,689,107 53,292

令和６年度１１月補正予算総括表

課 名
補 正 前 の 額

計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般財源

補　　　正　　　額

追 加 提 案 分

24
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議 案

頁 数

空港アクセス鉄道整備推進課

議 案

頁 数

5 総 務 費

（単位：千円）

款 項 目 繰越明許費 事　　　　　　　項

301,000 阿蘇くまもと空港アクセス鉄道整備調査検討事業企 画 費 計画調査費

被災住宅移転促進宅地整備受託事業企 画 費 計画調査費5 総 務 費

132,0755 総 務 費

158,640

計画調査費

水俣・芦北地域重点施策課題解決推進事業企 画 費 計画調査費

5 総 務 費

令和６年度１１月補正予算県議会説明資料

繰越明許費（追加）

地 域 振 興 課 （単位：千円）

款 項 目 繰越明許費 事　　　　　　　項

227,283 「環境首都」水俣・芦北地域創造事業企 画 費



令和６年度１１月補正予算県議会説明資料

庁用自動車賃借 令和７年度 4,680

球磨川流域復興局付 （単位：千円）

議 案 頁 数 事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　項 期　　　　　間 限　　度　　額

債務負担行為（追加）

シ ス テ ム 改 革 課 （単位：千円）

議 案 頁 数 事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　項 期　　　　　間 限　　度　　額

8 熊本県総合行政ネットワーク等管理運営事業 令和７年度 142,272

10

26
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国 支 出 金 地 方 債 そ の 他

東京事務所費

　管理運営費

　　会計年度任用職員報酬等改定に伴う増

企画推進費

　ＳＤＧｓ推進事業

　　会計年度任用職員報酬等改定に伴う増

770,441 1,726 772,167 1,726

国 支 出 金 地 方 債 そ の 他

企画推進費 840

　(1)移住定住加速化事業 420

　　会計年度任用職員報酬等改定に伴う増

　(2)土地利用対策事業 420

　　会計年度任用職員報酬等改定に伴う増

1,639,720 840 1,640,560 840課　計

840

一 般 財 源
頁 数

1,499,55916 計画調査費

課　計

地 域 振 興 課 （単位：千円）

事項別

目 名 補正前の額 補 正 額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

説　　　　　　　　　　　　　　明

1,498,719 840

明細書 特　　　定　　　財　　　源

420153,150152,730 42016 計画調査費

1,3061,30614 382,578諸 費 381,272

令和６年度１１月補正予算県議会説明資料
（追加提案分）

企 画 課 （単位：千円）

事項別

目 名 補正前の額 補 正 額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

説　　　　　　　　　　　　　　明明細書 特　　　定　　　財　　　源
一 般 財 源

頁 数



令和６年度１１月補正予算県議会説明資料
（追加提案分）

国 支 出 金 地 方 債 そ の 他

文化企画推進費

　世界文化遺産登録推進事業

　　会計年度任用職員報酬等改定に伴う増

365,069 840 365,909 840

国 支 出 金 地 方 債 そ の 他

統計諸費

　統計諸費

　　会計年度任用職員報酬等改定に伴う増

478,509 2,682 481,191 2,682

国 支 出 金 地 方 債 そ の 他

情報管理運営費

　ICTを活用した働き方改革等推進事業

　　会計年度任用職員報酬等改定に伴う増

1,359,829 889 1,360,718 889

阿蘇草原再生・世界遺産推進課

課　計

889776,254775,365 88911 人事管理費

補　正　額　の　財　源　内　訳

説　　　　　　　　　　　　　　明明細書 特　　　定　　　財　　　源
一 般 財 源

頁 数

課　計

シ ス テ ム 改 革 課 （単位：千円）

事項別

目 名 補正前の額 補 正 額 計

2,682223,378220,696 2,68224
統 計 調 査
総 務 費

補　正　額　の　財　源　内　訳

説　　　　　　　　　　　　　　明明細書 特　　　定　　　財　　　源
一 般 財 源

頁 数

課　計

統 計 調 査 課 （単位：千円）

事項別

目 名 補正前の額 補 正 額 計

840199,610198,770 84016 計画調査費

補　正　額　の　財　源　内　訳

説　　　　　　　　　　　　　　明明細書 特　　　定　　　財　　　源
一 般 財 源

頁 数

（単位：千円）

事項別

目 名 補正前の額 補 正 額 計
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29

出納局

一般会計 （単位：千円）

冒 頭 提 案 分

職 員 給 与 費
会 計 年 度 任 用
職 員 報 酬 等 国 支 出 金 地 方 債 そ の 他

会 計 課 1,187,137 6,311 6,367 1,199,815 12,678

管 理 調 達 課 135,860 2,189 2,519 140,568 4,708

一 般 会 計 計 1,322,997 8,500 8,886 1,340,383 17,386

収入証紙特別会計

会 計 課 2,600,000 2,600,000

部 局 計

部 局 合 計 3,922,997 8,500 8,886 3,940,383 #REF! #REF! 17,386

令和６年度１１月補正予算総括表

課 名 補 正 前 の 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

補　　　正　　　額

追 加 提 案 分



令和10年度

令和６年度１１月補正予算県議会説明資料

管 理 調 達 課 （単位：千円）

議 案 頁 数

債務負担行為（追加）

限　　度　　額

161,233

期　　　　　間事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　項

期　　間 限　度　額 期　　間 限　度　額

令和７年度

16,868

令和７年度

59,391

50,921

50,921

7,910,584～令和10年度 ～令和11年度

令和７年度～令和９年度

年次別内訳　　　　　　　　　

令和７年度

令和８年度

令和９年度

債務負担行為（変更）

年次別内訳 年次別内訳

令和11年度 37,743

令和９年度 1,490,172

4,217 令和10年度

令和７年度 4,569,656

令和８年度 4,217 令和８年度 1,771,053

令和７年度 4,217

令和９年度 4,217

令和７年度

4,447,242～令和９年度

41,960

令和８年度 1,604,110

～令和10年度

年次別内訳 年次別内訳

令和７年度 1,872,433 令和７年度 2,273,880

令和８年度 1,597,807

令和７年度

4,028,414

令和９年度 558,174 令和９年度 566,780

令和10年度 2,472

管 理 調 達 課 （単位：千円）

11

補　正　前 補　正　後
議 案 頁 数

給食業務

事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　項

県有施設等管理業務

情報処理関連業務13

12

30



31

令和６年度１１月補正予算県議会説明資料

管 理 調 達 課 （単位：千円）

債務負担行為（変更）

限　度　額 期　　間 限　度　額

令和13年度 9,754 令和13年度 9,754

令和７年度

2,781,765

令和７年度

3,608,787～令和16年度 ～令和16年度

年次別内訳

540,853 令和９年度 692,192

令和10年度

令和７年度 667,552 令和７年度 814,144

令和８年度 541,181

690,687

補　正　前 補　正　後

期　　間

令和16年度 1,446 令和16年度 1,446

令和15年度 2,891 令和15年度 2,891

令和11年度 289,994 令和11年度 441,333

令和12年度 185,855 令和12年度 260,929

令和14年度 2,891 令和14年度 2,891

13

議　　案　　頁　　数 事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　項

事務機器等賃借

令和８年度 692,520

年次別内訳

令和９年度

539,348 令和10年度



国 支 出 金 地 方 債 そ の 他

会計管理費 6,367

　(1)会計管理費 912

　　会計年度任用職員報酬等改定に伴う増

　(2)総合財務会計システム管理事業 5,455

　　会計年度任用職員報酬等改定に伴う増

1,187,137 6,367 1,193,504 6,367

国 支 出 金 地 方 債 そ の 他

管理調達費

　管理調達費

　　会計年度任用職員報酬等改定に伴う増

135,860 2,519 138,379 2,519

令和６年度１１月補正予算県議会説明資料
（追加提案分）

会 計 課 （単位：千円）

事項別

目 名 補正前の額 補 正 額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

説　　　　　　　　　　　　　　明明細書 特　　　定　　　財　　　源
一 般 財 源

頁 数

13 会計管理費 6,367959,385953,018 6,367

一般会計　計

管 理 調 達 課

13 会計管理費

一 般 財 源
頁 数

（単位：千円）

事項別

目 名 補正前の額 補 正 額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

説　　　　　　　　　　　　　　明明細書 特　　　定　　　財　　　源

45,20242,683 2,519 2,519

課　計
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33

人事委員会事務局

一般会計 （単位：千円）

冒頭提 案分

職 員 給 与 費
会 計 年 度 任 用
職 員 報 酬 等 国 支 出 金 地 方 債 そ の 他

人事委員会事務局 179,844 3,314 645 183,803 3,959

一 般 会 計 計 179,844 3,314 645 183,803 3,959

部 局 計

部 局 合 計 179,844 3,314 645 183,803 #REF! #REF! 3,959

令和６年度１１月補正予算総括表

課 名 補 正 前 の 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

補　　　正　　　額

追 加 提 案 分



国 支 出 金 地 方 債 そ の 他

運営費

　事務局運営費

　　会計年度任用職員報酬等改定に伴う増

179,844 645 180,489 645課　計

64564525 174,260事 務 局 費 173,615

令和６年度１１月補正予算県議会説明資料
（追加提案分）

人 事 委 員 会 事 務 局 （単位：千円）

事項別

目 名 補正前の額 補 正 額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

説　　　　　　　　　　　　　　明明細書 特　　　定　　　財　　　源
一 般 財 源

頁 数
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35

監査委員事務局

一般会計 （単位：千円）

冒頭提案分

職 員 給 与 費
会 計 年 度 任 用
職 員 報 酬 等 国 支 出 金 地 方 債 そ の 他

監査委員事務局 182,147 2,661 420 185,228 3,081

一 般 会 計 計 182,147 2,661 420 185,228 3,081

部 局 計

部 局 合 計 182,147 2,661 420 185,228 3,081

令和６年度１１月補正予算総括表

課 名
補 正 前 の 額

計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

補　　　正　　　額

追 加 提 案 分



国 支 出 金 地 方 債 そ の 他

　　会計年度任用職員報酬等改定に伴う増

182,147 420 182,567 420

令和６年度１１月補正予算県議会説明資料

（追加提案分）
監 査 委 員 事 務 局 （単位：千円）

事項別

目 名 補正前の額 補 正 額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

説　　　　　　　　　　　　　　明

26

明細書 特　　　定　　　財　　　源
一 般 財 源

頁 数

事 務 局 費 161,248 161,668

　事務局運営費

運営費

課　計

420420
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37

議会事務局

一般会計 （単位：千円）

冒頭提案分

職 員 給 与 費
会 計 年 度 任 用
職 員 報 酬 等 国支出金 地 方 債 そ の 他

議 会 事 務 局 1,865,614 7,515 5,743 1,878,872 13,258

一 般 会 計 計 1,865,614 7,515 5,743 1,878,872 13,258

部 局 計

部 局 合 計 1,865,614 7,515 5,743 1,878,872 13,258

令和６年度１１月補正予算総括表

課 名
補 正 前 の 額

計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

補　　　正　　　額

追 加 提 案 分



議 案

頁 数

国 支 出 金 地 方 債 そ の 他

　　会計年度任用職員報酬等改定に伴う増

1,865,614 5,743 1,871,357 5,743

　管理運営費

課　計

887,918

（追加提案分）
議 会 事 務 局 （単位：千円）

事項別

目 名 補正前の額 補 正 額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

説　　　　　　　　　　　　　　明明細書 特　　　定　　　財　　　源
一 般 財 源

頁 数

運営費

5,743

県議会棟改修事業

10 事 務 局 費 882,175 5,743

486,084議 会 費 事 務 局 費

令和６年度１１月補正予算県議会説明資料
繰越明許費（追加）

議 会 事 務 局 （単位：千円）

款 項 目 繰越明許費 事　　　　　　　項

5 議 会 費
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第 ７ 号 

   熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

 熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに制定することとする。 

  令和６年１１月２９日提出 

                          熊本県知事 木 村 敬 

   熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例 

熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例（平成１１年熊本県条例第５８

号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１９号市町村等の欄中「海岸保全区域に係るものにあっては熊本市、八代市」の

次に「、水俣市」を加え、同表中第６７号を第６８号とし、第４５号から第６６号までを

１号ずつ繰り下げ、同表第４４号市町村等の欄中「上天草市」の次に「、氷川町」を、「

和水町」の次に「、南小国町」を加え、同号を同表第４５号とし、同表中第４３号を第４

４号とし、第２５号から第４２号までを１号ずつ繰り下げ、第２４号の次に次の１号を加

える。 

２５ 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号。 各市町村（熊 

  以下この号において「法」という。）及び宅地造成及び特定盛土等 本市を除く。 

規制法施行規則（昭和３７年建設省令第３号。以下この号において ） 

「省令」という。）に基づく事務のうち、次に掲げるもの 

(1) 法第１５条第１項（法第１６条第３項において準用する場合 

を含む。）の規定による知事に対する協議の受付に関する事務 

(2) 法第１６条第２項の規定による知事に対する届出の受付に関 

する事務 

(3) 法第１７条第１項の規定による知事に対する申請の受付に関 

する事務 

(4) 法第１７条第４項の規定による知事に対する申請の受付に関 

する事務 

(5) 法第１８条第１項の規定による知事に対する申請の受付に関 

する事務 

(6) 法第１９条第１項の規定による知事に対する報告の受付に関 

する事務 

(7) 法第２１条第３項の規定による知事に対する届出の受付に関 

する事務 
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(8) 法第２１条第４項の規定による知事に対する届出の受付に関 

 する事務 

(9) 法第２７条第１項の規定による知事に対する届出の受付に関 

する事務 

(10) 法第２８条第１項の規定による知事に対する届出の受付に関 

する事務 

(11) 法第３４条第１項（法第３５条第３項において準用する場合 

を含む。）の規定による知事に対する協議の受付に関する事務 

(12) 法第３５条第２項の規定による知事に対する届出の受付に関 

する事務 

(13) 法第３６条第１項の規定による知事に対する申請の受付に関 

する事務 

(14) 法第３６条第４項の規定による知事に対する申請の受付に関 

する事務 

(15) 法第３７条第１項の規定による知事に対する申請の受付に関 

する事務 

(16) 法第３８条第１項の規定による知事に対する報告の受付に関 

する事務 

(17) 法第４０条第３項の規定による知事に対する届出の受付に関 

する事務 

(18) 法第４０条第４項の規定による知事に対する届出の受付に関 

する事務 

(19) 省令第７条第１項及び第２項の規定による知事に対する申請 

 の受付に関する事務 

(20) 省令第３７条第１項及び第２項の規定による知事に対する申 

請の受付に関する事務 

(21) 省令第６３条第１項及び第２項の規定による知事に対する申 

請の受付に関する事務 

(22) 省令第６７条第１項及び第２項の規定による知事に対する申 

請の受付に関する事務 

 附 則 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

２ この条例の施行の際この条例による改正後の熊本県知事の権限に属する事務処理の特

例に関する条例（以下「新条例」という。）別表事務の欄に掲げる事務に係るそれぞれ
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の法令又は条例（以下「法令等」という。）の規定により知事がした処分その他の行為

で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に

法令等の規定により知事に対してされた申請その他の行為（いずれも施行日以後におい

て新条例別表市町村等の欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務

に係るものに限る。）は、施行日以後においては、当該市町村の長のした処分その他の

行為又は当該市町村の長に対してされた申請その他の行為とみなす。 

 （提案理由） 

 熊本県知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理することとしたことに伴い、関係

規定を整備する必要がある。 

 これが、この条例案を提出する理由である。 
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熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例（案）の概要 

議案番号 条 例 名 内         容 

第７号 熊本県知事の権

限に属する事務

処理の特例に関

する条例の一部

を改正する条例 

 

１ 条例改正の趣旨 

  熊本県知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理することとした

こと等に伴い、関係規定を整備する必要がある。 

 

２ 主な改正内容 

  次に掲げる事務について、それぞれに掲げる市町村が処理することと 

する。 

ア 海岸法及び熊本県海岸保全区域及び一般公共海岸区域の占用料等

徴収条例に基づく事務のうち、海岸保全区域の占用の許可等に関す

る事務（別表第１９号関係） 

    移譲先：水俣市 

  イ 宅地造成及び特定盛土等規制法及び宅地造成及び特定盛土等規制 

法施行規則に基づく事務のうち、宅地造成等に関する工事の許可申

請等の受付に関する事務（別表第２５号関係） 

     移譲先：各市町村（熊本市を除く。） 

  ウ 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく事務のうち、農用 

地利用集積等促進計画の認可等に関する事務（別表第４５号関係） 

     移譲先：南小国町、氷川町 

 

３ 施行期日 

  令和７年４月１日から施行する。 
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第 ８ 号 

   熊本県職員等退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定について 

 熊本県職員等退職手当支給条例の一部を改正する条例を次のように制定することとする。 

  令和６年１１月２９日提出 

                          熊本県知事 木 村 敬 

   熊本県職員等退職手当支給条例の一部を改正する条例 

熊本県職員等退職手当支給条例（昭和２８年熊本県条例第５６号）の一部を次のように

改正する。 

 第１０条第１１項第４号中「職業」を「安定した職業」に、「もの」を「者」に改め、

同条第１４項中「次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める」を「雇用保険法

第５６条の３第１項第１号に該当する者に係る就業促進手当について同条第４項の規定に

より基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する」に改め、同項各号を削る。 

 附則第６項第１号中「日本電信電話株式会社法」を「日本電信電話株式会社等に関する

法律」に改める。 

附則第２６項中「日本電信電話株式会社の職員となり」を「日本電信電話株式会社（日

本電信電話株式会社等に関する法律第１条の２第１項に規定する日本電信電話株式会社を

いう。以下この項において同じ。）の職員となり」に改める。 

 附則第３５項中「附則別表第１」を「附則別表」に改める。 

 附則第３６項中「第３５条」を「第３５条の２」に改める。 

附則第３８項中「令和７年３月３１日」を「令和９年３月３１日」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、附則第６項、第２６項、第３

５項及び第３６項の改正規定は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の熊本県職員等退職手当支給条例第１０条第１１項（第４号に

係る部分に限り、同条第１５項において準用する場合を含む。）の規定は、退職職員等

（退職した熊本県職員等退職手当支給条例第２条第１項に規定する職員等（同条第２項

の規定により職員等とみなされる者を含む。）をいう。以下同じ。）であってこの条例

の施行の日（以下「施行日」という。）以後に安定した職業に就いたものについて適用

し、退職職員等であって施行日前に職業に就いたものに対する熊本県職員等退職手当支

給条例第１０条第１１項第４号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給につい

ては、なお従前の例による。 

 （提案理由） 

 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）等の一部改正に伴い、関係規定を整備する必

要がある。 
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これが、この条例案を提出する理由である。 
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熊本県職員等退職手当支給条例の一部を改正する条例（案）の概要 

議案番号 条 例 名 内         容 

第８号 熊本県職員等退

職手当支給条例

の一部を改正す

る条例 

１ 条例改正の趣旨 

雇用保険法等の一部改正に伴い、関係規定を整備する必要がある。 

 

２ 主な改正内容 

（１） 就業促進手当に相当する退職手当の対象となる者を改める。 

（２） 地域延長給付に相当する退職手当の対象となる期限を延長する。 

（３） その他規定の整理を行う。  

 

３ 施行期日 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、（３）の一部は、

公布の日から施行する。 
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第 ９ 号 

熊本県手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 熊本県手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定することとする。 

  令和６年１１月２９日提出 

熊本県知事 木 村 敬 

熊本県手数料条例の一部を改正する条例 

熊本県手数料条例（平成１２年熊本県条例第９号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項第１７７号中「第１８条第４項ただし書」を「第１８条第５項ただし書」

に改め、同項第１７９号の２中「第１８条第４項」を「第１８条第５項」に改め、同項第

１８０号中「第１８条第１６項」を「第１８条第２０項」に、「第１１条第１項」を「第

１０条第１項」に改め、同項第１８１号中「第１８条第１６項」を「第１８条第２０項」

に改め、同項第１８２号中「第１８条第２０項」を「第１８条第２９項」に、「第１８条

第１６項」を「第１８条第２０項」に、「第１１条第１項」を「第１０条第１項」に改め、 

同項第１８３号中「第１８条第１６項」を「第１８条第２０項」に、「第１８条第２０項」 

を「第１８条第２９項」に改め、同項第１８４号中「第１８条第１９項」を「第１８条第

２８項」に改め、同項第１８５号中「第１８条第１９項」を「第１８条第２８項」に改め、

同項第１８６号中「第１８条第２４項第１号若しくは第２号」を「第１８条第３８項第１

号若しくは第２号」に改め、同項第２１９号中「第１８条第１６項」を「第１８条第２０

項」に改め、同項第２２０号中「第１８条第１９項」を「第１８条第２８項」に改め、同

項第２２３号ア中「１７，０００円」を「２２，０００円」に改め、同号イ中「１２，０

００円」を「１７，０００円」に改め、同項第２９７号中「２，０００円。ただし、」を

「２，３００円（」に、「４，０００円」を「４，３００円）。ただし、情報通信技術を

活用した行政の推進等に関する法律第６条第１項の規定により同項に規定する電子情報処

理組織を使用する方法により当該発給の申請をする場合には、１，９００円（旅券法第２

０条第２項の規定の適用を受ける場合には、３，９００円）」に改め、同項第３０２号及

び第３０３号中「３３，０００円」の次に「（当該申請を情報通信技術を活用した行政の

推進等に関する法律第６条第１項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用す

る方法により行う場合における当該申請に係る審査にあっては、２６，５００円）」を加

え、同項第４０３号の２ア中「大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に

係る検査」を「大型自動車仮運転免許、中型自動車仮運転免許又は準中型自動車仮運転免

許を受けている者に対する道路交通法第８９条第３項の規定による検査（以下この号にお 

いて「検査」という。）」に、「３，９００円」を「３，９５０円」に、「６，４００円」 

を「６，９５０円」に改め、同号イ中「普通自動車免許に係る」を「普通自動車仮運転免

許を受けている者に対する」に、「３，７５０円」を「３，８５０円」に、「４，５５０
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円」を「４，６５０円」に改め、同項第４０４号中「第９２条第１項」の次に「又は第９

５条の２第１１項」を加え、「免許証の交付」を「運転免許証（以下この号、第４０５号、

第４０５号の２、第４１１号及び第７項において「免許証」という。）の交付」に改め、

同号アを次のように改める。 

ア 第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証の場合 次の(ア)又は(イ)に掲

げる区分に応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に定める額 

(ア) 道路交通法第９２条第１項の規定による交付を受ける場合 ２，３５０円（

道路交通法施行令（昭和３５年政令第２７０号）第３３条の６の２第６号に掲げ 

るやむを得ない理由のため免許証又は同法第９５条の２第２項第１号に規定する 

免許情報記録（第４０５号の２、第４１１号及び第７項において「免許情報記録」 

という。）の有効期間の更新（第４１１号、第４１１号の２、第７項及び別表第

１８において「免許証等の更新」という。）を受けることができなかった者であ

って、同法第９７条の２第１項第３号に該当して同項の規定の適用を受けたもの

（以下この号及び第４０５号の２において「特定試験免除者」という。）に対す

る交付にあっては、２，１００円）。ただし、日を同じくして第一種運転免許又

は第二種運転免許のうち２以上の種類の運転免許を受ける者（第４０５号の２に

おいて「複数免許取得者」という。）に対する交付にあっては、２，１５０円（

特定試験免除者に対する交付にあっては、１，９００円）に、与える運転免許１

種類ごとに２００円を加えた額 

(イ) 道路交通法第９５条の２第１１項の規定による交付を受ける場合 ２，５５

０円 

 第２条第１項第４０４号イ中「１，１５０円」を「１，１００円」に改め、同項第４０

５号ア中「２，２５０円」を「２，６００円」に改め、同号イ中「１，１５０円」を「１， 

０５０円」に改め、同項第４０５号の４中「３，５５０円」を「３，６５０円」に改め、

同号を同項第４０５号の５とし、同項第４０５号の３中「１，４５０円」を「１，４００

円」に、「１，２００円」を「１，１５０円」に改め、同号を同項第４０５号の４とし、

同項第４０５号の２を同項第４０５号の３とし、同項第４０５号の次に次の１号を加える。

 (405)の２ 道路交通法第９５条の２第３項の規定に基づく特定免許情報の記録又は同 

法第９５条の３の規定により読み替えて適用する同法第９２条第２項の規定若しくは 

同法第１０６条の４第２項の規定に基づく免許情報記録の書換え（運転免許の効力の 

停止の期間が満了した場合又は運転免許の効力の停止が解除された場合に同法第９５ 

条の２第１項の規定による申請をした者その他第７項で定める者に係る場合を除く。） 

   特定免許情報記録手数料 

  ア 特定免許情報の記録 次の(ア)から(ウ)までに掲げる区分に応じ、それぞれ(ア)
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から(ウ)までに定める額 

(ア) 道路交通法第９５条の２第６項の規定による申出をする場合 １，５５０円

（特定試験免除者に係る記録にあっては、１，３５０円）。ただし、複数免許取

得者に係る記録にあっては、１，３５０円（特定試験免除者に係る記録にあって

は、１，１５０円）に、与える運転免許１種類ごとに２００円を加えた額 

(イ) 道路交通法第１０１条の４の２第２項の規定による申出（以下この号及び第

４１１号において「更新時不交付申出」という。）をする場合 ８００円 

(ウ) 道路交通法第９５条の２第６項の規定による申出及び更新時不交付申出のい

ずれをもしない場合 １，５００円。ただし、同法第９２条第１項、第９５条の

２第１１項若しくは第１０１条の４の２第１項の規定による免許証（仮運転免許

に係るものを除く。）の交付又は同法第９４条第２項の規定による免許証（仮運 

転免許に係るものを除く。）の再交付と同時に記録を受ける場合にあっては、１ 

００円 

  イ 免許情報記録の書換え １，５５０円（免許証（仮運転免許に係るものを除く。） 

及び道路交通法第９５条の２第４項に規定する免許情報記録個人番号カードを有す 

る者（以下この号において「免許証・免許情報記録個人番号カード保有者」という。） 

に係る書換えにあっては、１００円）。ただし、複数免許取得者（免許証・免許情

報記録個人番号カード保有者を除く。）に係る書換えにあっては、１，３５０円に、

与える運転免許１種類ごとに２００円を加えた額 

第２条第１項第４０７号ア中「２３，４００円」を「２３，７５０円」に改め、同号イ

中「１９，５００円」を「１９，８００円」に改め、同号ウ中「以下」を「第４０９号、

別表第１８、別表第３０及び別表第３１において」に、「１４，７００円」を「１４，４ 

５０円」に改め、同号エ中「これらの免許」を「これらの運転免許」に、「技能定員審査」 

を「技能検定員審査」に、「２１，５００円」を「２２，２００円」に改め、同項第４０

９号ア中「１４，５５０円」を「１５，１００円」に改め、同号イ中「１１，８５０円」

を「１２，０００円」に改め、同号ウ中「９，６５０円」を「９，９５０円」に改め、同

号エ中「これらの免許」を「これらの運転免許」に、「１２，４５０円」を「１２，８５

０円」に改め、同項第４１０号ア中「１，９００円」を「２，０５０円」に、「４，４０

０円」を「５，０５０円」に改め、同号イ中「１，７５０円」を「１，９５０円」に、「 

２，５５０円」を「２，７５０円」に改め、同号ウ中「１，６５０円」を「１，８００円」 

に、「３，１００円」を「３，５５０円」に改め、同号エ中「１，０００円」を「１，１

００円」に改め、同項第４１１号を次のように改める。 

(411) 道路交通法第１０１条第１項又は第１０１条の２第１項の規定に基づく免許証

等の更新 
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   免許証等更新手数料 

ア 免許証の有効期間の更新（同時に免許情報記録の有効期間の更新を受ける場合を 

除く。） 次の(ア)から(ウ)までに掲げる区分に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)まで 

に定める額 

(ア) 道路交通法第１０１条の２の２第１項の規定による経由地公安委員会を経由  

して行う更新申請書の提出（以下この号において「経由申請」という。）をする

場合 ２，７５０円  

(イ) 更新時不交付申出をする場合（経由申請をする場合を除く。） １，３００ 

 円 

(ウ) 経由申請及び更新時不交付申出のいずれをもしない場合 ２，８５０円 

イ 免許情報記録の有効期間の更新（同時に免許証の有効期間の更新を受ける場合を

除く。） 次の(ア)から(ウ)までに掲げる区分に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)まで

に定める額 

(ア) 経由申請をする場合であって、道路交通法第１０１条の２の２第３項の規定

による申出（以下この号及び次号において「経由地書換申出」という。）をする

とき １，０００円 

(イ) 経由申請をする場合であって、経由地書換申出をしないとき １，９５０円 

(ウ) 経由申請をしない場合 ２，１００円 

ウ 免許証の有効期間の更新及び免許情報記録の有効期間の更新 次の(ア)から(ウ)

までに掲げる区分に応じ、それぞれ(ア )から(ウ )までに定める額 

(ア) 経由申請をする場合であって、経由地書換申出をするとき ２，５００円 

(イ) 経由申請をする場合であって、経由地書換申出をしないとき ２，８５０円 

(ウ) 経由申請をしない場合 ２，９５０円 

第２条第１項第４１１号の２中「免許証の更新」を「免許証等の更新」に、「運転免許

証更新経由手数料」を「運転免許証等更新経由手数料」に改め、「５５０円」を削り、同

号に次のように加える。 

ア 経由地書換申出をする場合 １，７００円 

イ 経由地書換申出をしない場合 ７５０円 

 第２条第１項第４１１号の３中「第１０４条の４第６項」を「第１０５条の２第２項」

に、「１，１００円」を「１，１５０円」に改め、同号の次に次の１号を加える。 

 (411)の４ 道路交通法第１０５条の２第４項の規定に基づく運転経歴情報の記録 

運転経歴情報記録手数料 ９００円。ただし、同法第１０５条の２第２項の規定に

よる運転経歴証明書の交付又は道路交通法施行規則（昭和３５年総理府令第６０号）

第３０条の１１第１項の規定による運転経歴証明書の再交付と同時に記録を受ける場
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合にあっては、１００円 

 第２条第１項第４１２号中「２，３５０円」を「２，２５０円」に改め、同項第４１４ 

号中「９００円」を「１，０００円」に改め、同項第４１４号の２ア中「１，３５０円」 

を「１，４００円」に改め、同号イ中「６，４５０円」を「６，６００円」に、「（道路 

交通法」を「（同法」に、「又は法」を「又は同法」に、「２，９００円」を「２，９５ 

０円」に改め、同項第４１５号中「自動車等」を「自動車及び一般原動機付自転車（別表 

第１９において「自動車等」という。）」に、「道路交通法第１１２条第１項第６号」を 

「同法第１１２条第１項第６号」に改め、「基づく」の次に「熊本県公安委員会の」を加 

え、「１，４００円」を「１，３５０円」に、「２，８５０円」を「３，１００円」に改 

め、同項第４１６号中「（昭和３５年総理府令第６０号）第３０条の１３第１項」を「第 

３０条の１１第１項」に、「１，１００円」を「１，１５０円」に改め、同項第４７８号 

から第４８１号までを次のように改める。 

(478) 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第１２条第１項

又は第３０条第１項の規定に基づく宅地造成又は特定盛土等に関する許可の申請に対

する審査 

宅地造成又は特定盛土等に関する許可申請手数料 切土又は盛土をする土地の面積

の区分に応じ、次に掲げる額 

ア ５００平方メートル以内の場合 ２１，０００円 

イ ５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以内の場合 ３２，０００円 

ウ １，０００平方メートルを超え２，０００平方メートル以内の場合 ４４，００

０円 

エ ２，０００平方メートルを超え３，０００平方メートル以内の場合 ６２，００

０円 

オ ３，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内の場合 ７２，００

０円 

カ ５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以内の場合 ９６，０

００円 

キ １０，０００平方メートルを超え２０，０００平方メートル以内の場合 １５０，

０００円 

ク ２０，０００平方メートルを超え４０，０００平方メートル以内の場合 ２２８，

０００円 

ケ ４０，０００平方メートルを超え７０，０００平方メートル以内の場合 ３５４，

０００円 

コ ７０，０００平方メートルを超え１００，０００平方メートル以内の場合 ４９
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８，０００円 

サ １００，０００平方メートルを超える場合 ６４２，０００円 

(479) 宅地造成及び特定盛土等規制法第１６条第１項又は第３５条第１項の規定に基

づく宅地造成又は特定盛土等に関する変更許可の申請に対する審査 

宅地造成又は特定盛土等に関する変更許可申請手数料 変更許可申請１件につき、

次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が６４２，０００円を超えるときは、６

４２，０００円 

ア 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の設計の変更（イのみに該当する場合を除

く。）については、切土又は盛土をする面積（イに規定する変更を伴う場合にあっ

ては変更前の切土又は盛土をする面積、切土又は盛土をする面積の縮小を伴う場合

にあっては縮小後の切土又は盛土をする面積）に応じ前号に規定する額に１０分の

１を乗じて得た額 

イ 新たな土地の切土又は盛土をする土地への編入については、新たに編入される切

土又は盛土をする土地の面積に応じ前号に規定する額 

ウ その他の変更については、１０，０００円 

(480) 宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条第１項又は第３０条第１項の規定に基

づく土石の堆積に関する許可の申請に対する審査 

土石の堆積に関する許可申請手数料 土石の堆積をする土地の面積の区分に応じ、

次に掲げる額 

ア ５００平方メートル以内の場合 １６，０００円 

イ ５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以内の場合 １８，０００円 

ウ １，０００平方メートルを超え２，０００平方メートル以内の場合 ２１，００

０円 

エ ２，０００平方メートルを超え３，０００平方メートル以内の場合 ２４，００

０円 

オ ３，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内の場合 ３４，００

０円 

カ ５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以内の場合 ３７，０

００円 

キ １０，０００平方メートルを超え２０，０００平方メートル以内の場合 ４４，

０００円 

ク ２０，０００平方メートルを超え４０，０００平方メートル以内の場合 ５８，

０００円 

ケ ４０，０００平方メートルを超え７０，０００平方メートル以内の場合 ７８，
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０００円 

コ ７０，０００平方メートルを超え１００，０００平方メートル以内の場合 １１

４，０００円 

サ １００，０００平方メートルを超える場合 １３８，０００円 

 (481) 宅地造成及び特定盛土等規制法第１６条第１項又は第３５条第１項の規定に基

づく土石の堆積に関する変更許可の申請に対する審査 

土石の堆積に関する変更許可申請手数料 変更許可申請１件につき、次のア又はイ

に掲げる場合の区分に応じ、それぞれア又はイに定める額 

ア イに掲げる場合以外の場合 次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が１３

８，０００円を超えるときは、１３８，０００円 

(ア) 土石の堆積に関する工事の設計の変更（(イ)のみに該当する場合を除く。）

については、土石の堆積をする面積（(イ)に規定する変更を伴う場合にあっては

変更前の土石の堆積をする面積、土石の堆積をする面積の縮小を伴う場合にあっ

ては縮小後の土石の堆積をする面積）に応じ前号に規定する額に１０分の１を乗

じて得た額 

(イ) 新たな土地の土石の堆積をする土地への編入については、新たに編入される

土石の堆積をする土地の面積に応じ前号に規定する額 

(ウ) その他の変更については、１０，０００円 

イ 土石の堆積の許可の日から５年ごとに区分した各期間を超えて許可の有効期間を

延長する変更許可の場合 土石の堆積をする面積に応じ前号に規定する額 

第２条第１項第４８１号の次に次の２号を加える。 

(481)の２ 宅地造成及び特定盛土等規制法第１８条第１項又は第３７条第１項の規定

に基づく検査の申請に対する審査 

宅地造成又は特定盛土等に関する中間検査手数料 切土又は盛土をする土地の面積

の区分に応じ、次に掲げる額 

ア ５００平方メートル以内の場合 １０，０００円 

イ ５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以内の場合 １１，０００円 

ウ １，０００平方メートルを超え２，０００平方メートル以内の場合 １２，００

０円 

エ ２，０００平方メートルを超え３，０００平方メートル以内の場合 １３，００

０円 

オ ３，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内の場合 １５，００

０円 

カ ５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以内の場合 １６，０
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００円 

キ １０，０００平方メートルを超え２０，０００平方メートル以内の場合 １７，

０００円 

ク ２０，０００平方メートルを超え４０，０００平方メートル以内の場合 １８，

０００円 

ケ ４０，０００平方メートルを超え７０，０００平方メートル以内の場合 ２０，

０００円 

コ ７０，０００平方メートルを超え１００，０００平方メートル以内の場合 ２６，

０００円 

サ １００，０００平方メートルを超える場合 ２７，０００円 

(481)の３ 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則（昭和３７年建設省令第３号）第

８８条の規定に基づく証明書の交付 

宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積の許可等に関する証明書交付手数料 １通に

つき ４００円 

第２条第１項第６２５号及び第６２５号の２を次のように改める。 

(625)  都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４号。以下この号及

び次号において「都市低炭素化促進法」という。）第５３条第１項の規定に基づく低

炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査 

低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 別表第２６の５に掲げる区分に応じた額。

ただし、都市低炭素化促進法第５４条第２項の規定により建築基準法第６条第１項に

規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出る場合の手

数料の額は、同項の規定による確認の申請書が建築主事に提出されたものとみなして

第１７７号及び第１７８号の規定を適用して算定した手数料の額を、別表第２６の５

に掲げる区分に応じた額に加算した額 

(625)の２ 都市低炭素化促進法第５５条第１項の規定に基づく低炭素建築物新築等計

画の変更の認定の申請に対する審査 

低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 別表第２６の８に掲げる区分に応じ

た額。ただし、都市低炭素化促進法第５４条第２項の規定により建築基準法第６条第

１項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出る場

合の手数料の額は、同項の規定による確認の申請書が建築主事に提出されたものとみ

なして第１７７号及び第１７８号の規定を適用して算定した手数料の額を、別表第２

６の８に掲げる区分に応じた額に加算した額 

第２条第１項第６２５号の４の２中「第１２条第１項」を「第１１条第１項」に、「第

１３条第２項」を「第１２条第２項」に改め、同項第６２５号の４の３中「第１２条第２
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項」を「第１１条第２項」に、「第１３条第３項」を「第１２条第３項」に改め、同項第

６２５号の５中「第３４条第１項」を「第２９条第１項」に、「第３５条第２項」を「第

３０条第２項」に改め、同項第６２５号の６中「第３６条第１項」を「第３１条第１項」

に、「第３６条第２項」を「第３１条第２項」に、「第３５条第２項」を「第３０条第２

項」に改め、同項第６２５号の７を次のように改める。 

(625)の７ 削除 

第２条第１項第６２５号の７の２中「第１１条」を「第１３条」に改め、同条第６項の

次に次の１項を加える。 

７ 第１項第４０５号の２の第７項で定める者は、次に掲げる者とする。 

( 1 ) 道路交通法第１０３条の２第４項又は第１０６条の４第１項（第２号に係る部分 

に限る。）の規定による免許情報記録の抹消を受けた者であって、当該抹消を受けた 

後初めて同法第９５条の２第１項の規定による申請をしたもの（次に掲げる者を除く。） 

ア 当該抹消された免許情報記録に係る運転免許の効力の停止の期間が満了し、又は 

当該運転免許の効力の停止が解除された後に、免許証等の更新を受け、又は当該運

転免許以外の運転免許（仮運転免許を除く。）が与えられた者 

イ 道路交通法第９２条第１項又は第１０１条の４の２第１項の規定による免許証（

仮運転免許に係るものを除く。）の交付を受けようとする際に当該申請をした者 

( 2 ) 道路交通法第１０６条の４第２項の規定による免許情報記録の書換えを受ける者 

（同法第１０４条の４第３項の規定により運転免許が与えられる者を除く。） 

第３条の表中第２条第１項第２６１号の２の手数料の項の次に次の１項を加える。 

 第２条第１項第４０５号の２の手数料        情報の記録又 情報の記録又 

                         は書換えを受 は書換えのと 

けようとする き。ただし、 

者      知事が別に定 

       める場合にあ 

       っては、申請 

       のとき。 

別表第９金額の欄中「７，０００円」を「１２，０００円」に、「１３，０００円」を 

「２２，０００円」に、「２０，０００円」を「３４，０００円」に、「２８，０００円」 

を「４８，０００円」に、「４８，０００円」を「７２，０００円」に、「７１，０００

円」を「１０７，０００円」に、「２０７，０００円」を「３１１，０００円」に、「３

１１，０００円」を「４６７，０００円」に、「５３１，０００円」を「７９７，０００

円」に改める。 

別表第９の３金額の欄中「１４７，０００円」を「１９１，０００円」に、「１８３，
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０００円」を「２３８，０００円」に、「２０１，０００円」を「２６１，０００円」に、

「２５５，０００円」を「３３２，０００円」に、「４３６，０００円」を「５６７，０

００円」に、「２１４，０００円」を「２７８，０００円」に、「２８６，０００円」を

「３７２，０００円」に、「３２７，０００円」を「４２５，０００円」に、「４３５， 

０００円」を「５６６，０００円」に、「８００，０００円」を「１，０４０，０００円」

に改める。 

別表第９の４金額の欄中「７２，０００円」を「９４，０００円」に、「１１６，００

０円」を「１５１，０００円」に、「１３９，０００円」を「１８１，０００円」に、「

１５２，０００円」を「１９８，０００円」に、「２５５，０００円」を「３３２，００

０円」に、「４３６，０００円」を「５６７，０００円」に、「７７，０００円」を「１

００，０００円」に、「１５３，０００円」を「１９９，０００円」に、「２００，００

０円」を「２６０，０００円」に、「２２８，０００円」を「２９７，０００円」に、「

４３５，０００円」を「５６６，０００円」に、「８００，０００円」を「１，０４０，

０００円」に改める。 

別表第１０金額の欄中「１４，０００円」を「２４，０００円」に、「１７，０００円」 

を「２９，０００円」に、「２３，０００円」を「３９，０００円」に、「３２，０００

円」を「５４，０００円」に、「５３，０００円」を「８０，０００円」に、「７４，０

００円」を「１１１，０００円」に、「１７８，０００円」を「２６７，０００円」に、

「２６０，０００円」を「３９０，０００円」に、「４５５，０００円」を「６８３，０

００円」に改める。 

別表第１０の２中備考以外の部分を次のように改める。 

別表第１０の２（第２条第１項第１８０号及び第１８２号関係） 

建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る面積       金額 

３００平方メートル未満のもの                  ９，０００円 

３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満のもの    １１，０００円 

１，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のもの  １５，０００円 

２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満のもの  ３４，０００円 

５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未満のもの ４５，０００円 

１０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル未満のも ５１，０００円 

 の 

２５，０００平方メートル以上のもの              ５５，０００円 

別表第１０の２備考中「第４条第１項」を「第３条第１項」に改める。 

別表第１１金額の欄中「１３，０００円」を「２２，０００円」に、「１６，０００円」 

を「２７，０００円」に、「２２，０００円」を「３７，０００円」に、「３０，０００
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円」を「５１，０００円」に、「５２，０００円」を「７８，０００円」に、「６９，０

００円」を「１０４，０００円」に、「１６１，０００円」を「２４２，０００円」に、

「２５２，０００円」を「３７８，０００円」に、「４４５，０００円」を「６６８，０

００円」に改める。 

別表第１２金額の欄中「１３，０００円」を「２２，０００円」に、「１６，０００円」 

を「２７，０００円」に、「２２，０００円」を「３７，０００円」に、「２８，０００

円」を「４８，０００円」に、「４９，０００円」を「７４，０００円」に、「６６，０

００円」を「９９，０００円」に、「１４７，０００円」を「２２１，０００円」に、「

２２２，０００円」を「３３３，０００円」に、「４０７，０００円」を「６１１，００

０円」に改める。 

 別表第１８を次のように改める。 

別表第１８（第２条第１項第４０３号関係）  

             区分                金額 

  大型自動車免許、中型自動 道路交通法（以下この表        １，６５０円 

 車免許又は準中型自動車免 、別表第１９、別表第３ 

 許に係る試験       ０及び別表第３１におい 

              て「法」という。）第９ 

              ７条の２第１項第１号又 

              は第２号に該当して同項 

              の規定の適用を受ける場 

              合 

法第９７条の２第１項第 １，９５０円（道路交通法施 

              ３号又は第５号に該当し 行令（以下この表において「 

              て同項の規定の適用を受 令」という。）第３３条の６ 

              ける場合        の２第６号に掲げるやむを得 

                          ない理由のため免許証等の更 

                          新を受けることができなかっ 

                          た者に対する試験にあっては 

                          、７５０円） 

              法第９７条の２第１項の ３，９００円（法第９７条第 

              規定の適用を受けない場 １項第２号に掲げる事項につ 

合           いて行う試験（以下この表に 

            おいて「技能試験」という。 

            ）を熊本県公安委員会が提供 
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            する自動車を使用して受ける 

            場合にあっては、６，９００ 

            円） 

 普通自動車免許に係る試験 法第９７条の２第１項第        １，９００円 

              １号又は第２号に該当し 

              て同項の規定の適用を受 

              ける場合 

              法第９７条の２第１項第 １，９５０円（令第３３条の 

              ３号又は第５号に該当し ６の２第６号に掲げるやむを 

              て同項の規定の適用を受 得ない理由のため免許証等の 

ける場合        更新を受けることができなか 

            った者に対する試験にあって 

            は、７５０円） 

              法第９７条の２第１項の ２，５００円（技能試験を熊 

              規定の適用を受けない場 本県公安委員会が提供する自                    

              合           動車を使用して受ける場合に 

                          あっては、３，３００円） 

 特定第一種運転免許又は大 法第９７条の２第１項第        １，８５０円 

 型特殊自動車第二種免許若 ２号に該当して同項の規 

 しくは牽引第二種免許に係 定の適用を受ける場合 

る試験          法第９７条の２第１項第 １，９５０円（令第３３条の 

              ３号又は第５号に該当し ６の２第６号に掲げるやむを 

              て同項の規定の適用を受 得ない理由のため免許証等の 

              ける場合        更新を受けることができなか 

                          った者に対する試験にあって 

                          は、７５０円） 

              法第９７条の２第１項の ２，８００円（技能試験を熊 

              規定の適用を受けない場 本県公安委員会が提供する自 

              合           動車を使用して受ける場合に 

                          あっては、４，５５０円） 

 小型特殊自動車免許又は原 法第９７条の２第１項の １，９５０円（令第３３条の 

 動機付自転車免許に係る試 規定の適用を受ける場合 ６の２第６号に掲げるやむを 

 験                        得ない理由のため免許証等の 

                          更新を受けることができなか 
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                          った者に対する試験にあって 

                          は、７５０円） 

              法第９７条の２第１項の        １，６００円 

              規定の適用を受けない場 

              合 

 大型自動車第二種免許、中 法第９７条の２第１項第        １，８００円 

 型自動車第二種免許又は普 ２号に該当して同項の規 

 通自動車第二種免許に係る 定の適用を受ける場合              

 試験           法第９７条の２第１項第 １，９５０円（令第３３条の 

              ３号又は第５号に該当し ６の２第６号に掲げるやむを 

              て同項の規定の適用を受 得ない理由のため免許証等の 

              ける場合        更新を受けることができなか 

                          った者に対する試験にあって 

                          は、７５０円） 

              法第９７条の２第１項の ４，５００円（技能試験を熊 

              規定の適用を受けない場 本県公安委員会が提供する自 

              合           動車を使用して受ける場合に 

                          あっては、７，４５０円） 

 仮運転免許に係る試験   法第９７条の２第１項第        １，８００円 

              ２号に該当して同項の規 

              定の適用を受ける場合 

              法第９７条の２第１項第        １，６５０円 

              ４号に該当して同項の規 

              定の適用を受ける場合 

              法第９７条の２第１項の ２，９５０円（技能試験を熊 

規定の適用を受けない場 本県公安委員会が提供する自 

合           動車を使用して受ける場合に 

            あっては、４，７００円） 

別表第１９を次のように改める。 

別表第１９（第２条第１項第４１３号関係）  

区分                金額 

 法第１０８条の２第１項第１号に掲げる講習     講習１時間につき ８５０円 

 法第１０８条の２第１項第２号に掲げる講習     講習１時間につき ２，４０ 

                          ０円 
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 法第１０８条の２第１項第３号に掲げる講習     講習１時間につき １，９５ 

                          ０円 

 法第１０８条の２第１項第 大型自動車免許、中型自 講習１時間につき ４，６５ 

 ４号に掲げる講習     動車免許又は準中型自動 ０円 

              車免許に係る講習（準中 

              型自動車免許に係る講習 

              にあっては、普通自動車 

              免許を受けている者に対 

              するものに限る。） 

              準中型自動車免許に係る 講習１時間につき ３，８０ 

              講習（普通自動車免許を ０円 

              受けている者に対するも 

              のを除く。） 

              普通自動車免許に係る講 講習１時間につき ３，０５ 

              習           ０円 

 法第１０８条の２第１項第 大型自動二輪車免許に係 講習１時間につき ４，３０ 

 ５号に掲げる講習     る講習         ０円 

              普通自動二輪車免許に係 講習１時間につき ４，２０ 

              る講習         ０円 

 法第１０８条の２第１項第６号に掲げる講習     講習１時間につき １，７５ 

                          ０円 

 法第１０８条の２第１項第７号に掲げる講習     講習１時間につき ３，２０ 

                          ０円 

 法第１０８条の２第１項第８号に掲げる講習     講習１時間につき １，８５ 

                          ０円 

 法第１０８条の２第１項第９号に掲げる講習     講習１時間につき ９００円 

 法第１０８条の２第１項第 準中型自動車免許に係る 講習１時間につき ２，３０ 

 １０号に掲げる講習    講習          ０円 

              普通自動車免許に係る講 講習１時間につき ２，１５ 

              習           ０円 

              大型自動二輪車免許に係 講習１時間につき ２，８５ 

              る講習         ０円 

              普通自動二輪車免許に係 講習１時間につき ２，７０ 

              る講習         ０円 
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              原動機付自転車免許に係 講習１時間につき ２，５５ 

              る講習         ０円 

 法第１０８条の２第１項第 法第９５条の６第１項の ５００円（熊本県公安委員会 

 １１号に掲げる講習    表の備考１のロに規定す の使用に係る電子計算機（入 

              る優良運転者に対する講 出力装置を含む。以下この表 

              習           において同じ。）と講習を受 

                          ける者の使用に係る電子計算 

                          機とを電気通信回線で接続し 

                          た電子情報処理組織を使用す 

                          る方法による講習（以下この 

                          表において「オンライン講習 

                          」という。）にあっては、２ 

００円） 

              法第９５条の６第１項の ８００円（オンライン講習に 

              表の備考１のハに規定す あっては、２００円） 

              る一般運転者に対する講 

              習 

              法第９５条の６第１項の        １，４００円 

              表の備考１のニに規定す 

              る違反運転者等のうち特 

              定基準不該当者（国家公 

              安委員会規則で定める道 

              路交通法施行令第３３条 

              の７第２項の基準に該当 

              しない者をいう。以下こ 

              の表において同じ。）で 

              ないものに対する講習 

              法第９５条の６第１項の ８００円（オンライン講習に 

              表の備考１のニに規定す あっては、２００円） 

              る違反運転者等のうち特 

              定基準不該当者であるも 

              のに対する講習 

 法第１０８条の２第１項第 普通自動車対応免許を受        ６，６００円 

 １２号に掲げる講習    けている者（法第９７条 
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              の２第１項第３号イ及び 

              ハに掲げる者並びに法第 

              １０１条の４第３項の規 

              定の適用を受ける者を除 

              く。）に対する講習 

              普通自動車対応免許を受        ２，９５０円 

              けている者（法第９７条 

              の２第１項第３号イ若し 

              くはハに掲げる者又は法 

              第１０１条の４第３項の 

              規定の適用を受ける者に 

              限る。）又は第一種運転 

              免許若しくは第二種運転 

              免許であって普通自動車 

              対応免許以外のもののみ 

              を受けている者に対する 

              講習 

 法第１０８条の２第１項第 自動車等（これに準ずる       １２，９００円 

 １３号に掲げる講習    ものとして国家公安委員 

              会規則で定める装置を含 

              む。）を使用する指導（ 

              以下この表において「実 

              車等指導」という。）を 

              含む講習 

              実車等指導を含まない講        ９，３５０円 

              習 

 法第１０８条の２第１項第１４号に掲げる講習    講習１時間につき ２，６０ 

                          ０円 

 法第１０８条の２第１項第１５号に掲げる講習    講習１時間につき ２，１０ 

                          ０円 

 法第１０８条の２第１項第１６号に掲げる講習    講習１時間につき ２，０５ 

                          ０円 

別表第２６新築の場合の部確認書又は設計住宅性能評価書が添付された場合の款一戸建

ての住宅の項中「一戸建ての住宅」の次に「（人の居住の用以外の用途に供する部分を有
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しないものに限る。以下この表から別表第２６の４までにおいて同じ。）」を加え、同表 

備考１中「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の次に「（平成１１年法律第８１号）」

を加える。 

別表第２６の５を次のように改める。 

別表第２６の５（第２条第１項第６２５号関係） 

               区分                 金額 

住宅 適合証、設計住 一戸建ての住宅            １戸につき５，０ 

部分 宅性能評価書又                    ００円 

    はこれらに相当 共同 面積が３００平方メートル未満の  １０，０００円 

するものとして 住宅 もの 

知事が指定する 等  面積が３００平方メートル以上２  ２２，０００円 

    ものが添付され    ，０００平方メートル未満のもの 

    た場合        面積が２，０００平方メートル以  ４８，０００円 

              上５，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が５，０００平方メートル以  ８６，０００円 

               上のもの 

    適合証、 誘導 一戸 １戸当たりの面積が２００平方メ １戸につき３１， 

    設計住宅 性能 建て ートル未満のもの        ０００円 

    性能評価 基準 の住 １戸当たりの面積が２００平方メ １戸につき３４， 

    書及びこ によ 宅  ートル以上のもの        ０００円 

    れらに相 り評 共同 面積が３００平方メートル未満の  ６１，０００円 

    当するも 価す 住宅 もの 

    のとして る方 等  面積が３００平方メートル以上２ １０２，０００円 

    知事が指 法     ，０００平方メートル未満のもの 

    定するも       面積が２，０００平方メートル以 １７３，０００円 

    ののいず       上５，０００平方メートル未満の 

    れも添付       もの 

    されない       面積が５，０００平方メートル以 ２４８，０００円 

    場合         上のもの 

         誘導 一戸 １戸当たりの面積が２００平方メ １戸につき１６， 

         仕様 建て ートル未満のもの        ０００円 

         基準 の住 １戸当たりの面積が２００平方メ １戸につき１７， 

         によ 宅  ートル以上のもの        ０００円 
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         り評 共同 面積が３００平方メートル未満の  ２９，０００円 

         価す 住宅 もの 

         る方 等  面積が３００平方メートル以上２  ５１，０００円 

         法     ，０００平方メートル未満のもの 

               面積が２，０００平方メートル以  ９１，０００円 

               上５，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が５，０００平方メートル以 １３８，０００円 

               上のもの 

         誘導 一戸 １戸当たりの面積が２００平方メ １戸につき２３， 

         性能 建て ートル未満のもの        ０００円 

         基準 の住 １戸当たりの面積が２００平方メ １戸につき２５， 

         及び 宅  ートル以上のもの        ０００円 

         誘導 共同 面積が３００平方メートル未満の  ４５，０００円 

         仕様 住宅 もの 

         基準 等  面積が３００平方メートル以上２  ７６，０００円 

         の併    ，０００平方メートル未満のもの 

         用に    面積が２，０００平方メートル以 １３２，０００円 

         より    上５，０００平方メートル未満の 

         評価    もの 

         する    面積が５，０００平方メートル以 １９３，０００円 

         方法    上のもの 

 非住 適合証又はこれに相当 面積が３００平方メートル未満の  １０，０００円 

 宅部 するものとして知事が もの 

 分  指定するものが添付さ 面積が３００平方メートル以上１  １８，０００円 

    れた場合       ，０００平方メートル未満のもの 

               面積が１，０００平方メートル以  ２９，０００円 

               上２，０００平方メートル未満の 

もの 

               面積が２，０００平方メートル以  ８６，０００円 

               上５，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が５，０００平方メートル以 １３６，０００円 

               上１０，０００平方メートル未満                      
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のもの 

               面積が１０，０００平方メートル １７２，０００円 

               以上２５，０００平方メートル未 

               満のもの 

面積が２５，０００平方メートル ２１４，０００円 

               以上のもの 

    適合証及びこれ モデ 面積が３００平方メートル未満の  ７７，０００円 

    に相当するもの ル建 もの 

    として知事が指 物法 面積が３００平方メートル以上１  ９８，０００円 

    定するもののい    ，０００平方メートル未満のもの 

    ずれも添付され    面積が１，０００平方メートル以 １２９，０００円 

    ない場合       上２，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が２，０００平方メートル以 ２０９，０００円 

               上５，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が５，０００平方メートル以 ２７２，０００円 

               上１０，０００平方メートル未満 

               のもの 

               面積が１０，０００平方メートル ３２７，０００円 

               以上２５，０００平方メートル未 

               満のもの 

             面積が２５，０００平方メートル ３８４，０００円 

               以上のもの 

            標準 面積が３００平方メートル未満の ２０１，０００円 

            入力 もの 

法等 面積が３００平方メートル以上１ ２５２，０００円 

               ，０００平方メートル未満のもの 

               面積が１，０００平方メートル以 ３２５，０００円 

               上２，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が２，０００平方メートル以 ４６３，０００円 

               上５，０００平方メートル未満の 

               もの 
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               面積が５，０００平方メートル以 ５７１，０００円 

               上１０，０００平方メートル未満          

のもの 

            面積が１０，０００平方メートル ６７４，０００円 

               以上２５，０００平方メートル未 

満のもの 

               面積が２５，０００平方メートル ７６９，０００円 

               以上のもの 

備考 

１ 住宅部分とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成２８年経済

産業省・国土交通省令第１号）第１条第２項に規定する住宅部分をいう。別表第２

６の８及び別表第２６の１１の２から別表第２６の１３までにおいて同じ。 

２ 非住宅部分とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１条第１項第

１号に規定する非住宅部分をいう。別表第２６の８及び別表第２６の１１の２から

別表第２６の１３までにおいて同じ。 

３ 適合証とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律第５条第１項に規定する登録

住宅性能評価機関又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第１４条

第１項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関が都市低炭素化促進法第

５４条第１項第１号に掲げる基準に適合することを証する書面をいう。別表第２６

の８において同じ。 

４ 設計住宅性能評価書とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律第６条第１項に

規定する設計住宅性能評価書（同法第２条第３項に規定する日本住宅性能表示基準

に定める基準であって、知事が指定するものに適合していることを証するものに限

る。）をいう。別表第２６の８、別表第２６の１２及び別表第２６の１３において

同じ。 

５ 誘導性能基準とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１０条第２

号イ( 1 )及びロ( 1 )に規定する基準をいう。別表第２６の８、別表第２６の１２及

び別表第２６の１３において同じ。 

６ 誘導仕様基準とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１０条第２

号イ( 2 )及びロ( 2 )に規定する基準をいう。別表第２６の８、別表第２６の１２及

び別表第２６の１３において同じ。 

７ モデル建物法とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１条第１項

第１号ロ並びに第１０条第１号イ( 2 )及びロ( 2 )に規定する基準により評価する方

法をいう。別表第２６の８及び別表第２６の１１の２から別表第２６の１３までに
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おいて同じ。 

８ 標準入力法等とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１条第１項

第１号イ並びに第１０条第１号イ( 1 )及びロ( 1 )に規定する基準により評価する方

法又は同令第１条第１項第１号ただし書及び第１０条第１号ただし書に規定する国

土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法をいう。別

表第２６の８及び別表第２６の１１の２から別表第２６の１３までにおいて同じ。 

９ 申請に係る建築物に住宅部分及び非住宅部分のいずれもが含まれる場合は、それ

ぞれの区分に応じた額の合計額を第２条第１項第６２５号の別表第２６の５に掲げ

る区分に応じた額とする｡ 

別表第２６の６及び別表第２６の７を次のように改める。 

別表第２６の６及び別表第２６の７ 削除 

別表第２６の８を次のように改める。 

別表第２６の８（第２条第１項第６２５号の２関係） 

               区分                 金額 

住宅 適合証、設計住 一戸建ての住宅            １戸につき２，５ 

部分 宅性能評価書又                    ００円 

    はこれらに相当 共同 面積が３００平方メートル未満の   ５，０００円 

するものとして 住宅 もの 

知事が指定する 等  面積が３００平方メートル以上２  １１，０００円 

    ものが添付され    ，０００平方メートル未満のもの 

    た場合        面積が２，０００平方メートル以  ２４，０００円 

              上５，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が５，０００平方メートル以  ４３，０００円 

               上のもの 

    適合証、 誘導 一戸 １戸当たりの面積が２００平方メ １戸につき１５， 

    設計住宅 性能 建て ートル未満のもの        ５００円 

    性能評価 基準 の住 １戸当たりの面積が２００平方メ １戸につき１７， 

    書及びこ によ 宅  ートル以上のもの        ０００円 

    れらに相 り評 共同 面積が３００平方メートル未満の  ３０，５００円 

    当するも 価す 住宅 もの 

    のとして る方 等  面積が３００平方メートル以上２  ５１，０００円 

    知事が指 法     ，０００平方メートル未満のもの 

    定するも       面積が２，０００平方メートル以  ８６，５００円 
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    ののいず       上５，０００平方メートル未満の 

    れも添付       もの 

    されない       面積が５，０００平方メートル以 １２４，０００円 

    場合         上のもの 

         誘導 一戸 １戸当たりの面積が２００平方メ １戸につき８，０ 

         仕様 建て ートル未満のもの        ００円 

         基準 の住 １戸当たりの面積が２００平方メ １戸につき８，５ 

         によ 宅  ートル以上のもの        ００円 

         り評 共同 面積が３００平方メートル未満の  １４，５００円 

         価す 住宅 もの 

         る方 等  面積が３００平方メートル以上２  ２５，５００円 

         法     ，０００平方メートル未満のもの 

               面積が２，０００平方メートル以  ４５，５００円 

               上５，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が５，０００平方メートル以  ６９，０００円 

               上のもの 

         誘導 一戸 １戸当たりの面積が２００平方メ １戸につき１１， 

         性能 建て ートル未満のもの        ５００円 

         基準 の住 １戸当たりの面積が２００平方メ １戸につき１２， 

         及び 宅  ートル以上のもの        ５００円 

         誘導 共同 面積が３００平方メートル未満の  ２２，５００円 

         仕様 住宅 もの 

         基準 等  面積が３００平方メートル以上２  ３８，０００円 

         の併    ，０００平方メートル未満のもの 

         用に    面積が２，０００平方メートル以  ６６，０００円 

         より    上５，０００平方メートル未満の 

         評価    もの 

         する    面積が５，０００平方メートル以  ９６，５００円 

         方法    上のもの 

 非住 適合証又はこれに相当 面積が３００平方メートル未満の   ５，０００円 

 宅部 するものとして知事が もの 

分  指定するものが添付さ 面積が３００平方メートル以上１   ９，０００円 

    れた場合       ，０００平方メートル未満のもの 
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               面積が１，０００平方メートル以  １４，５００円 

               上２，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が２，０００平方メートル以  ４３，０００円 

               上５，０００平方メートル未満の 

もの 

               面積が５，０００平方メートル以  ６８，０００円 

               上１０，０００平方メートル未満 

のもの 

               面積が１０，０００平方メートル  ８６，０００円 

               以上２５，０００平方メートル未 

満のもの 

面積が２５，０００平方メートル １０７，０００円 

               以上のもの 

    適合証及びこれ モデ 面積が３００平方メートル未満の  ３８，５００円 

    に相当するもの ル建 もの 

    として知事が指 物法 面積が３００平方メートル以上１  ４９，０００円 

    定するもののい    ，０００平方メートル未満のもの 

    ずれも添付され    面積が１，０００平方メートル以  ６４，５００円 

    ない場合       上２，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が２，０００平方メートル以 １０４，５００円 

               上５，０００平方メートル未満の 

もの 

               面積が５，０００平方メートル以 １３６，０００円 

               上１０，０００平方メートル未満 

のもの 

               面積が１０，０００平方メートル １６３，５００円 

               以上２５，０００平方メートル未 

満のもの 

               面積が２５，０００平方メートル １９２，０００円 

               以上のもの 

            標準 面積が３００平方メートル未満の １００，５００円 

            入力 もの 
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法等 面積が３００平方メートル以上１ １２６，０００円 

               ，０００平方メートル未満のもの 

               面積が１，０００平方メートル以 １６２，５００円 

               上２，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が２，０００平方メートル以 ２３１，５００円 

               上５，０００平方メートル未満の 

もの 

               面積が５，０００平方メートル以 ２８５，５００円 

               上１０，０００平方メートル未満 

のもの 

               面積が１０，０００平方メートル ３３７，０００円 

               以上２５，０００平方メートル未 

満のもの 

               面積が２５，０００平方メートル ３８４，５００円 

               以上のもの 

 備考 

申請に係る建築物に住宅部分及び非住宅部分のいずれもが含まれる場合は、それぞ

れの区分に応じた額の合計額を第２条第１項第６２５号の２の別表第２６の８に掲げ

る区分に応じた額とする。 

 別表第２６の９及び別表第２６の１０を次のように改める。 

別表第２６の９及び別表第２６の１０ 削除 

別表第２６の１１の２中備考以外の部分を次のように改める。 

別表第２６の１１の２（第２条第１項第６２５号の４の２関係） 

             建築物エネルギー消費性能適合性判定     

             に係る面積 

住宅 認定通知書 一戸建ての住宅              １戸につき５，０ 

部分 が添付され                      ００円 

    た場合   共同 ３００平方メートル未満のもの     １０，０００円 

          住宅 ３００平方メートル以上２，０００平  ２０，０００円 

          等  方メートル未満のもの 

             ２，０００平方メートル以上５，００  ４４，０００円 

             ０平方メートル未満のもの 

             ５，０００平方メートル以上のもの   ７９，０００円 

区分 金額 

70



 30 

    認定 性能 一戸 ２００平方メートル未満のもの    １戸につき３１， 

    通知 基準 建て                   ０００円 

    書が によ の住 ２００平方メートル以上のもの    １戸につき３４， 

    添付 り評 宅                    ０００円 

    され 価す 共同 ３００平方メートル未満のもの     ６２，０００円 

    ない る方 住宅 ３００平方メートル以上２，０００平 １０３，０００円 

    場合 法  等  方メートル未満のもの 

             ２，０００平方メートル以上５，００ １７５，０００円 

             ０平方メートル未満のもの 

             ５，０００平方メートル以上のもの  ２５１，０００円 

       性能 一戸 ２００平方メートル未満のもの    １戸につき２３， 

       基準 建て                   ０００円 

       及び の住 ２００平方メートル以上のもの    １戸につき２６， 

       仕様 宅                    ０００円 

       基準 共同 ３００平方メートル未満のもの     ４６，０００円 

       の併 住宅 ３００平方メートル以上２，０００平  ７７，０００円 

       用に 等  方メートル未満のもの 

       より    ２，０００平方メートル以上５，００ １３３，０００円 

       評価    ０平方メートル未満のもの 

       する    ５，０００平方メートル以上のもの  １９５，０００円 

       方法 

非住 認定通知書が添付 ３００平方メートル未満のもの     １０，０００円 

宅部 された場合    ３００平方メートル以上１，０００平  １６，０００円 

分           方メートル未満のもの 

             １，０００平方メートル以上２，００  ２７，０００円 

             ０平方メートル未満のもの 

             ２，０００平方メートル以上５，００  ７９，０００円 

             ０平方メートル未満のもの 

             ５，０００平方メートル以上１０，０ １２４，０００円 

             ００平方メートル未満のもの 

             １０，０００平方メートル以上２５， １５７，０００円 

             ０００平方メートル未満のもの 

             ２５，０００平方メートル以上のもの １９６，０００円 

    認定通知書 モデ ３００平方メートル未満のもの     ７８，０００円 
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    が添付され ル建 ３００平方メートル以上１，０００平  ９９，０００円 

    ない場合  物法 方メートル未満のもの 

             １，０００平方メートル以上２，００ １３１，０００円 

             ０平方メートル未満のもの 

             ２，０００平方メートル以上５，００ ２１１，０００円 

             ０平方メートル未満のもの 

             ５，０００平方メートル以上１０，０ ２７５，０００円 

             ００平方メートル未満のもの 

             １０，０００平方メートル以上２５， ３３１，０００円 

             ０００平方メートル未満のもの 

             ２５，０００平方メートル以上のもの ３８８，０００円 

          標準 ３００平方メートル未満のもの    ２０３，０００円 

          入力 ３００平方メートル以上１，０００平 ２５５，０００円 

          法等 方メートル未満のもの 

             １，０００平方メートル以上２，００ ３２８，０００円 

             ０平方メートル未満のもの 

             ２，０００平方メートル以上５，００ ４６９，０００円 

             ０平方メートル未満のもの 

             ５，０００平方メートル以上１０，０ ５７７，０００円 

             ００平方メートル未満のもの 

             １０，０００平方メートル以上２５， ６８２，０００円 

             ０００平方メートル未満のもの 

             ２５，０００平方メートル以上のもの ７７８，０００円 

別表第２６の１１の２備考１中「第３４条第１項」を「第２９条第１項」に、「第３５

条第１項」を「第３０条第１項又は第３１条第１項」に改め、「いう。」の次に「別表第

２６の１１の３において同じ。」を加え、同表備考２中「第４条第１項」を「第３条第１

項」に改め、「いう。」の次に「別表第２６の１１の３において同じ。」を加え、同表備

考３及び備考４を次のように改める。 

３ 性能基準とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１条第１項第２

号イ( 1 )及びロ( 1 )に規定する基準をいう。別表第２６の１１の３において同じ。 

４ 仕様基準とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１条第１項第２

号イ( 2 )及びロ( 2 )に規定する基準をいう。別表第２６の１１の３において同じ。 

別表第２６の１１の２備考に次のように加える。 

５ 判定に係る建築物に住宅部分及び非住宅部分のいずれもが含まれる場合は、それ
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ぞれの区分に応じた額の合計額を第２条第１項第６２５号の４の２の別表第２６の

１１の２に掲げる区分に応じた額とする。 

別表第２６の１１の３を次のように改める。 

別表第２６の１１の３（第２条第１項第６２５号の４の３及び第６２５号の７の２関係） 

             建築物エネルギー消費性能適合性判定 

             に係る面積 

住宅 認定通知書 一戸建ての住宅              １戸につき２，５ 

部分 が添付され                      ００円 

    た場合   共同 ３００平方メートル未満のもの      ５，０００円 

          住宅 ３００平方メートル以上２，０００平  １０，０００円 

          等  方メートル未満のもの 

             ２，０００平方メートル以上５，００  ２２，０００円 

             ０平方メートル未満のもの 

             ５，０００平方メートル以上のもの   ３９，５００円 

    認定 性能 一戸 ２００平方メートル未満のもの    １戸につき１５， 

    通知 基準 建て                   ５００円 

    書が によ の住 ２００平方メートル以上のもの    １戸につき１７， 

    添付 り評 宅                    ０００円 

    され 価す 共同 ３００平方メートル未満のもの     ３１，０００円 

    ない る方 住宅 ３００平方メートル以上２，０００平  ５１，５００円 

    場合 法  等  方メートル未満のもの 

             ２，０００平方メートル以上５，００  ８７，５００円 

             ０平方メートル未満のもの 

             ５，０００平方メートル以上のもの  １２５，５００円 

       性能 一戸 ２００平方メートル未満のもの    １戸につき１１， 

       基準 建て                   ５００円 

       及び の住 ２００平方メートル以上のもの    １戸につき１３， 

       仕様 宅                    ０００円 

       基準 共同 ３００平方メートル未満のもの     ２３，０００円 

       の併 住宅 ３００平方メートル以上２，０００平  ３８，５００円 

       用に 等  方メートル未満のもの 

       より    ２，０００平方メートル以上５，００  ６６，５００円 

       評価    ０平方メートル未満のもの 

       する    ５，０００平方メートル以上のもの   ９７，５００円 

区分 金額 
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       方法 

非住 認定通知書が添付 ３００平方メートル未満のもの      ５，０００円 

宅部 された場合    ３００平方メートル以上１，０００平   ８，０００円 

分           方メートル未満のもの 

             １，０００平方メートル以上２，００  １３，５００円 

             ０平方メートル未満のもの 

             ２，０００平方メートル以上５，００  ３９，５００円 

             ０平方メートル未満のもの 

             ５，０００平方メートル以上１０，０  ６２，０００円 

             ００平方メートル未満のもの 

             １０，０００平方メートル以上２５，  ７８，５００円 

             ０００平方メートル未満のもの 

             ２５，０００平方メートル以上のもの  ９８，０００円 

    認定通知書 モデ ３００平方メートル未満のもの     ３９，０００円 

    が添付され ル建 ３００平方メートル以上１，０００平  ４９，５００円 

    ない場合  物法 方メートル未満のもの 

             １，０００平方メートル以上２，００  ６５，５００円 

             ０平方メートル未満のもの 

             ２，０００平方メートル以上５，００ １０５，５００円 

             ０平方メートル未満のもの 

             ５，０００平方メートル以上１０，０ １３７，５００円 

             ００平方メートル未満のもの 

             １０，０００平方メートル以上２５， １６５，５００円 

             ０００平方メートル未満のもの 

             ２５，０００平方メートル以上のもの １９４，０００円 

          標準 ３００平方メートル未満のもの    １０１，５００円 

          入力 ３００平方メートル以上１，０００平 １２７，５００円 

          法等 方メートル未満のもの 

             １，０００平方メートル以上２，００ １６４，０００円 

             ０平方メートル未満のもの 

             ２，０００平方メートル以上５，００ ２３４，５００円 

             ０平方メートル未満のもの 

             ５，０００平方メートル以上１０，０ ２８８，５００円 

             ００平方メートル未満のもの 
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             １０，０００平方メートル以上２５， ３４１，０００円 

             ０００平方メートル未満のもの 

             ２５，０００平方メートル以上のもの ３８９，０００円 

 備考 

判定に係る建築物に住宅部分及び非住宅部分のいずれもが含まれる場合は、それぞ

れの区分に応じた額の合計額を第２条第１項第６２５号の４の３又は第６２５号の７

の２の別表第２６の１１の３に掲げる区分に応じた額とする。 

別表第２６の１２中備考以外の部分を次のように改める。 

別表第２６の１２（第２条第１項第６２５号の５関係） 

               区分                 金額 

住宅 適合証、設計住 一戸建ての住宅            １戸につき５，０ 

部分 宅性能評価書又                    ００円 

    はこれらに相当 共同 面積が３００平方メートル未満の  １０，０００円 

するものとして 住宅 もの 

知事が指定する 等  面積が３００平方メートル以上２  ２０，０００円 

    ものが添付され    ，０００平方メートル未満のもの 

    た場合        面積が２，０００平方メートル以  ４４，０００円 

              上５，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が５，０００平方メートル以  ７９，０００円 

               上のもの 

    適合証、 誘導 一戸 １戸当たりの面積が２００平方メ １戸につき３１， 

    設計住宅 性能 建て ートル未満のもの        ０００円 

    性能評価 基準 の住 １戸当たりの面積が２００平方メ １戸につき３４， 

    書及びこ によ 宅  ートル以上のもの        ０００円 

    れらに相 り評 共同 面積が３００平方メートル未満の  ６２，０００円 

    当するも 価す 住宅 もの 

    のとして る方 等  面積が３００平方メートル以上２ １０３，０００円 

    知事が指 法     ，０００平方メートル未満のもの 

    定するも       面積が２，０００平方メートル以 １７５，０００円 

    ののいず       上５，０００平方メートル未満の 

    れも添付       もの 

    されない       面積が５，０００平方メートル以 ２５１，０００円 

    場合         上のもの 
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         誘導 一戸 １戸当たりの面積が２００平方メ １戸につき１６， 

         仕様 建て ートル未満のもの        ０００円 

         基準 の住 １戸当たりの面積が２００平方メ １戸につき１７， 

         によ 宅  ートル以上のもの        ０００円 

         り評 共同 面積が３００平方メートル未満の  ３０，０００円 

         価す 住宅 もの 

         る方 等  面積が３００平方メートル以上２  ５１，０００円 

         法     ，０００平方メートル未満のもの 

               面積が２，０００平方メートル以  ９２，０００円 

               上５，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が５，０００平方メートル以 １３９，０００円 

               上のもの 

         誘導 一戸 １戸当たりの面積が２００平方メ １戸につき２３， 

         性能 建て ートル未満のもの        ０００円 

         基準 の住 １戸当たりの面積が２００平方メ １戸につき２６， 

         及び 宅  ートル以上のもの        ０００円 

         誘導 共同 面積が３００平方メートル未満の  ４６，０００円 

         仕様 住宅 もの 

         基準 等  面積が３００平方メートル以上２  ７７，０００円 

         の併    ，０００平方メートル未満のもの 

         用に    面積が２，０００平方メートル以 １３３，０００円 

         より    上５，０００平方メートル未満の 

         評価    もの 

         する    面積が５，０００平方メートル以 １９５，０００円 

         方法    上のもの 

非住 適合証又はこれに相当 面積が３００平方メートル未満の  １０，０００円 

宅部 するものとして知事が もの 

 分  指定するものが添付さ 面積が３００平方メートル以上１  １６，０００円 

    れた場合       ，０００平方メートル未満のもの 

               面積が１，０００平方メートル以  ２７，０００円 

               上２，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が２，０００平方メートル以  ７９，０００円 
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               上５，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が５，０００平方メートル以 １２４，０００円 

               上１０，０００平方メートル未満 

               のもの 

               面積が１０，０００平方メートル １５７，０００円 

               以上２５，０００平方メートル未 

               満のもの 

面積が２５，０００平方メートル １９６，０００円 

               以上のもの 

    適合証及びこれ モデ 面積が３００平方メートル未満の  ７８，０００円 

    に相当するもの ル建 のもの 

    として知事が指 物法 面積が３００平方メートル以上１  ９９，０００円 

    定するもののい    ，０００平方メートル未満のもの 

    ずれも添付され    面積が１，０００平方メートル以 １３１，０００円 

    ない場合       上２，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が２，０００平方メートル以 ２１１，０００円 

               上５，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が５，０００平方メートル以 ２７５，０００円 

               上１０，０００平方メートル未満 

               のもの 

               面積が１０，０００平方メートル ３３１，０００円 

               以上２５，０００平方メートル未 

               満のもの 

               面積が２５，０００平方メートル ３８８，０００円 

               以上のもの 

            標準 面積が３００平方メートル未満の ２０３，０００円 

            入力 もの 

            法等 面積が３００平方メートル以上１ ２５５，０００円 

               ，０００平方メートル未満のもの 

               面積が１，０００平方メートル以 ３２８，０００円 

               上２，０００平方メートル未満の 
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               もの 

               面積が２，０００平方メートル以 ４６９，０００円 

               上５，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が５，０００平方メートル以 ５７７，０００円 

               上１０，０００平方メートル未満 

               のもの 

               面積が１０，０００平方メートル ６８２，０００円 

               以上２５，０００平方メートル未 

               満のもの 

               面積が２５，０００平方メートル ７７８，０００円 

               以上のもの 

 別表第２６の１２備考１中「第１５条第１項」を「第１４条第１項」に、「第３５条第

１項第１号」を「第３０条第１項第１号」に改め、「いう。」の次に「別表第２６の１３

において同じ。」を加え、同表中備考２から備考６までを削り、備考７を備考２とし、備

考８を備考３とする。 

別表第２６の１３中備考以外の部分を次のように改める。 

別表第２６の１３（第２条第１項第６２５号の６関係） 

               区分                 金額 

住宅 適合証、設計住 一戸建ての住宅            １戸につき２，５ 

部分 宅性能評価書又                    ００円 

    はこれらに相当 共同 面積が３００平方メートル未満の   ５，０００円 

するものとして 住宅 もの 

知事が指定する 等  面積が３００平方メートル以上２  １０，０００円 

    ものが添付され    ，０００平方メートル未満のもの 

    た場合        面積が２，０００平方メートル以  ２２，０００円 

              上５，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が５，０００平方メートル以  ３９，５００円 

               上のもの 

    適合証、 誘導 一戸 １戸当たりの面積が２００平方メ １戸につき１５， 

    設計住宅 性能 建て ートル未満のもの        ５００円 

    性能評価 基準 の住 １戸当たりの面積が２００平方メ １戸につき１７， 

    書及びこ によ 宅  ートル以上のもの        ０００円 
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    れらに相 り評 共同 面積が３００平方メートル未満の  ３１，０００円 

    当するも 価す 住宅 もの 

    のとして る方 等  面積が３００平方メートル以上２  ５１，５００円 

    知事が指 法     ，０００平方メートル未満のもの 

    定するも       面積が２，０００平方メートル以  ８７，５００円 

    ののいず       上５，０００平方メートル未満の 

    れも添付       もの 

    されない       面積が５，０００平方メートル以 １２５，５００円 

    場合         上のもの 

         誘導 一戸 １戸当たりの面積が２００平方メ １戸につき８，０ 

         仕様 建て ートル未満のもの        ００円 

         基準 の住 １戸当たりの面積が２００平方メ １戸につき８，５ 

         によ 宅  ートル以上のもの        ００円 

         り評 共同 面積が３００平方メートル未満の  １５，０００円 

         価す 住宅 もの 

         る方 等  面積が３００平方メートル以上２  ２５，５００円 

         法     ，０００平方メートル未満のもの 

               面積が２，０００平方メートル以  ４６，０００円 

               上５，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が５，０００平方メートル以  ６９，５００円 

               上のもの 

         誘導 一戸 １戸当たりの面積が２００平方メ １戸につき１１， 

         性能 建て ートル未満のもの        ５００円 

         基準 の住 １戸当たりの面積が２００平方メ １戸につき１３， 

         及び 宅  ートル以上のもの        ０００円 

         誘導 共同 面積が３００平方メートル未満の  ２３，０００円 

         仕様 住宅 もの 

         基準 等  面積が３００平方メートル以上２  ３８，５００円 

         の併    ，０００平方メートル未満のもの 

         用に    面積が２，０００平方メートル以  ６６，５００円 

         より    上５，０００平方メートル未満の 

         評価    もの 

         する    面積が５，０００平方メートル以  ９７，５００円 
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         方法    上のもの 

非住 適合証又はこれに相当 面積が３００平方メートル未満の   ５，０００円 

宅部 するものとして知事が もの 

 分  指定するものが添付さ 面積が３００平方メートル以上１   ８，０００円 

    れた場合       ，０００平方メートル未満のもの 

               面積が１，０００平方メートル以  １３，５００円 

               上２，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が２，０００平方メートル以  ３９，５００円 

               上５，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が５，０００平方メートル以  ６２，０００円 

               上１０，０００平方メートル未満 

               のもの 

               面積が１０，０００平方メートル  ７８，５００円 

               以上２５，０００平方メートル未 

               満のもの 

面積が２５，０００平方メートル  ９８，０００円 

               以上のもの 

    適合証及びこれ モデ 面積が３００平方メートル未満の  ３９，０００円 

    に相当するもの ル建 のもの 

    として知事が指 物法 面積が３００平方メートル以上１  ４９，５００円 

    定するもののい    ，０００平方メートル未満のもの 

    ずれも添付され    面積が１，０００平方メートル以  ６５，５００円 

    ない場合       上２，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が２，０００平方メートル以 １０５，５００円 

               上５，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が５，０００平方メートル以 １３７，５００円 

               上１０，０００平方メートル未満 

               のもの 

               面積が１０，０００平方メートル １６５，５００円 

               以上２５，０００平方メートル未 
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               満のもの 

               面積が２５，０００平方メートル １９４，０００円 

               以上のもの 

            標準 面積が３００平方メートル未満の １０１，５００円 

            入力 もの 

            法等 面積が３００平方メートル以上１ １２７，５００円 

               ，０００平方メートル未満のもの 

               面積が１，０００平方メートル以 １６４，０００円 

               上２，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が２，０００平方メートル以 ２３４，５００円 

               上５，０００平方メートル未満の 

               もの 

               面積が５，０００平方メートル以 ２８８，５００円 

               上１０，０００平方メートル未満 

               のもの 

               面積が１０，０００平方メートル ３４１，０００円 

               以上２５，０００平方メートル未 

               満のもの 

               面積が２５，０００平方メートル ３８９，０００円 

               以上のもの 

 別表第２６の１３中備考１から備考６までを削り、備考７を備考１とし、同表備考８中

「第３５条第１項」を「第３０条第１項」に改め、同表中備考８を備考２とし、備考９を

備考３とし、備考１０を備考４とする。 

 別表第２６の１４を次のように改める。 

別表第２６の１４ 削除 

 別表第３０の１の項中「４，０００円」を「３，８００円」に、「３，５５０円」を「

３，６５０円」に、「１，２５０円」を「１，２００円」に、「４，２５０円」を「４，

４５０円」に改め、同表２の項中「６，７００円」を「６，３５０円」に、「６，１００

円」を「６，２５０円」に、「２，１００円」を「１，９００円」に、「７，４００円」

を「７，７５０円」に改め、同表５の項中「２，３５０円」を「２，６００円」に、「１，

９００円」を「１，８５０円」に、「２，６５０円」を「２，５５０円」に改め、同表６

の項中「２，０５０円」を「２，０００円」に、「２，５５０円」を「２，４００円」に、

「３，７００円」を「３，７５０円」に改め、同表７の項中「２，５５０円」を「２，６ 
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００円」に改め、同表備考１中「２，３５０円」を「２，９５０円」に、「１，１００円」 

を「１，３５０円」に改め、同表備考２中「５００円」を「５５０円」に、「３００円を、」 

を「３５０円を、」に、「３００円を減ずる」を「３５０円を減ずる」に改める。 

別表第３１の１の項中「４，０００円」を「３，８００円」に、「３，５５０円」を「

３，６５０円」に、「１，２５０円」を「１，２００円」に、「４，２５０円」を「４，

４５０円」に改め、同表２の項中「２，０５０円」を「２，１００円」に改め、同表４の

項及び５の項中「１，３００円」を「１，３５０円」に改め、同表６の項中「１，５００

円」を「１，５５０円」に改め、同表７の項中「２，５５０円」を「２，６００円」に改

め、同表備考１中「２，４００円」を「３，０００円」に、「９００円」を「９５０円」

に、「１，１００円」を「１，３５０円」に、「２，８５０円」を「２，９５０円」に改

め、同表備考２中「１５０円を、」を「２００円を、」に、「１５０円を減ずる」を「５

０円を減ずる」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 

( 1 ) 第２条第１項第１７７号、第１７９号の２から第１８６号まで、第２１９号及び 

第２２０号の改正規定（同項第１８０号及び第１８２号の改正規定中「第１１条第１

項」を「第１０条第１項」に改める部分を除く。） 公布の日 

( 2 ) 前号及び次号に掲げる規定以外の規定 令和７年３月２４日 

( 3 ) 第２条第１項第１８０号及び第１８２号の改正規定（「第１１条第１項」を「第 

１０条第１項」に改める部分に限る。）、第２条第１項第２２３号、第３０２号、第

３０３号及び第４７８号から第４８１号までの改正規定、同号の次に２号を加える改

正規定、同項第６２５号、第６２５号の２及び第６２５号の４の２から第６２５号の

７の２までの改正規定、別表第９、別表第９の３、別表第９の４、別表第１０から別

表第１２まで、別表第２６、別表第２６の５から別表第２６の１０まで及び別表第２

６の１１の２から別表第２６の１４までの改正規定並びに附則第３項の規定（熊本県

収入証紙条例（昭和３９年熊本県条例第２４号）別表第１手数料の項第４２９号から

第４３２号までの改正規定、同号の次に２号を加える改正規定及び同項第５６４号の

４３の改正規定に限る。） 令和７年４月１日 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現にされている申請等に対する改正前の熊本県手数料条例第２条 

第１項に掲げる事務に係る手数料については、なお従前の例による。 

 （熊本県収入証紙条例の一部改正） 

３ 熊本県収入証紙条例の一部を次のように改正する。 
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別表第１手数料の項中第３６８号の４を第３６８号の５とし、第３６８号の３を第３

６８号の４とし、第３６８号の２を第３６８号の３とし、第３６８号の次に次の１号を

加える。 

368 の 2  特定免許情報記録手数料 

別表第１手数料の項第３７４号及び第３７４号の２を次のように改める。 

374  免許証等更新手数料 

374 の 2  運転免許証等更新経由手数料 

別表第１手数料の項第３７４号の３の次に次の１号を加える。 

374 の 4  運転経歴情報記録手数料 

別表第１手数料の項第４２９号から第４３２号までを次のように改める。 

  429  宅地造成又は特定盛土等に関する許可申請手数料 

  430  宅地造成又は特定盛土等に関する変更許可申請手数料 

  431  土石の堆積に関する許可申請手数料 

  432  土石の堆積に関する変更許可申請手数料 

  別表第１手数料の項第４３２号の次に次の２号を加える。 

  432 の 2  宅地造成又は特定盛土等に関する中間検査手数料 

  432 の 3  宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積の許可等に関する証明書交付手数料 

別表第１手数料の項第５６４号の４３を次のように改める。 

  564 の 43 削除 

 （提案理由） 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）の一部改正等に伴い、手数料の規定を整備す

る必要がある。 

 これが、この条例案を提出する理由である。 
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熊本県手数料条例の一部を改正する条例（案）の概要 

議案番号 条 例 名 内         容 

第９号 熊本県手数料条

例の一部を改正

する条例 

１ 条例改正の趣旨 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）の一部改正等に伴い、手数料

の規定を整備する必要がある。 

 

２ 主な改正内容 

(1) 新たに手数料を設けるもの 

 ア 特定免許情報記録手数料         １，５５０円ほか 

 イ 運転経歴情報記録手数料            ９００円ほか 

 ウ 土石の堆積に関する許可申請手数料等  １６，０００円ほか 

エ 宅地造成又は特定盛土等に関する中間検査手数料     

                        １０，０００円ほか 

 オ 宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積の許可等に関する証明書

交付手数料               １通につき ４００円 

 

(2) 手数料の額を改定するもの 

ア 建築物の確認申請又は計画通知手数料 

７，０００円ほかから１２，０００円ほかに改定 

イ 構造計算適合性判定の申請又は通知手数料 

１４７，０００円ほかから１９１，０００円ほかに改定 

ウ 建築物の完了検査申請又は完了通知手数料 

１４，０００円ほかから２４，０００円ほかに改定 

エ 中間検査を受けた建築物の完了検査申請又は完了通知手数料 

１３，０００円ほかから２２，０００円ほかに改定 

オ 建築物の中間検査申請又は特定工程終了通知手数料 

１３，０００円ほかから２２，０００円ほかに改定 

カ 建築士事務所登録手数料 

１７，０００円ほかから２２，０００円ほかに改定 

キ 一般旅券の発給手数料 

２，０００円ほかから２，３００円ほかに改定 

ク 運転免許試験手数料 

１，５５０円ほかから１，６５０円ほかに改定 

ケ 自動車運転技能検査手数料 

３，９００円ほかから３，９５０円ほかに改定 

コ 免許証再交付手数料 

２，２５０円ほかから２，６００円ほかに改定 

サ 認知機能検査員講習手数料 

１，４５０円ほかから１，４００円ほかに改定 

シ 運転技能検査手数料  ３，５５０円から３，６５０円に改定 
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ス 技能検定員審査手数料 

２３，４００円ほかから２３，７５０円ほかに改定 

セ 教習指導員審査手数料 

１４，５５０円ほかから１５，１００円ほかに改定 

ソ 運転免許再試験手数料 

１，９００円ほかから２，０５０円ほかに改定 

タ 運転経歴証明書交付手数料 

１，１００円から１，１５０円に改定 

チ 国外運転免許証交付手数料 

２，３５０円から２，２５０円に改定 

ツ 講習手数料       ７５０円ほかから８５０円ほかに改定 

テ 通知手数料        ９００円から１，０００円に改定 

ト 特定任意講習手数料 

１，３５０円ほかから１，４００円ほかに改定 

ナ 限定解除審査手数料 

１，４００円ほかから１，３５０円ほかに改定 

ニ 運転経歴証明書再交付手数料 

１，１００円から１，１５０円に改定 

ヌ 宅地造成又は特定盛土等に関する許可申請手数料等 

１２，０００円ほかから２１，０００円ほかに改定 

ネ 技能検定員審査手数料の額から減ずる額 

          ４，０００円ほかから３，８００円ほかに改定 

ノ 教習指導員審査手数料の額から減ずる額 

          ４，０００円ほかから３，８００円ほかに改定 

(3) 手数料を廃止するもの 

建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料 

 

(4) 宅地建物取引業の免許申請手数料等において、電子情報処理組

織を使用する方法により申請を行う場合の手数料の金額の区分を

設ける。 

 

(5)  マイナンバーカードと運転免許証の一体化に伴う手数料区分の

細分化等関係規定の整備を行う。 

 

(6) 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料等における区分の

整理及び手数料の額の改定に伴う規定の整備を行う。 

 

(7) 所要の規定の整理を行うもの 

 ア 建築基準法の一部改正に伴うもの 

 イ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部改

正に伴うもの 
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  ウ その他規定の整理 

 

３ 施行期日 

(1) ２(7)ア 公布の日 

(2) (1)及び(3)以外 令和７年３月２４日 

(3) ２(1)ウからオまで、(2)アからカまで及びヌ、(3)、(4)、(6)、(7)

イ及びウの一部並びに４(2)の一部 令和７年４月１日 

 

４ その他 

(1) 所要の経過措置を定める。 

(2) 手数料の新設等に伴い、熊本県収入証紙条例（昭和３９年熊本県

条例第２４号）の関係規定を整理する。 
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第 １０ 号 

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につ

いて 

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を次のように制

定することとする。 

令和６年１１月２９日提出 

                          熊本県知事 木 村 敬    

  刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

（熊本県職員等恩給条例の一部改正） 

第１条 熊本県職員等恩給条例（大正１３年熊本県令第８号）の一部を次のように改正す

る。 

  第８条第１項第２号中「懲役若クハ禁錮ノ刑」を「拘禁刑」に改め、同条第２項中「

禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

  第１４条第２号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

  第２２条ノ２中「懲役又ハ禁錮ノ刑」を「拘禁刑」に改め、同条に次の１項を加える。 

前項ノ規定ニ拘ラズ退隠料及増加退隠料ハ之ヲ受クル者３年以下ノ拘禁刑ニ処セラレ

刑法（明治４０年法律第４５号）第２７条第２項後段ノ規定ニ依ル刑ノ全部ノ執行猶

予ノ言渡又ハ同法第２７条ノ７第２項後段ノ規定ニ依ル刑ノ一部ノ執行猶予ノ言渡ヲ

取消サレタルトキハ取消ノ月ノ翌月ヨリ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ

至リタル月迄之ヲ停止ス 

第２９条第１項中「懲役又ハ禁錮ノ刑」を「拘禁刑」に改め、同条第２項中「禁錮」

を「拘禁刑」に改め、同条に次の２項を加える。 

第１項ノ規定ニ拘ラズ扶助料ヲ受クル者３年以下ノ拘禁刑ニ処セラレ刑法第２７条第

２項後段ノ規定ニ依ル刑ノ全部ノ執行猶予ノ言渡又ハ同法第２７条ノ７第２項後段ノ

規定ニ依ル刑ノ一部ノ執行猶予ノ言渡ヲ取消サレタルトキハ取消ノ月ノ翌月ヨリ刑ノ

執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄扶助料ヲ停止ス 

前項ノ規定ハ拘禁刑以上ノ刑ニ処セラレ刑法第２７条第２項前段ニ規定スル効力継続

期間又ハ同法第２７条ノ７第２項前段ニ規定スル効力継続期間中ノ者ニ扶助料ヲ給ス

ヘキ事由発生シタル場合ニ付之ヲ準用ス 

 （熊本県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部改正） 

第２条 次に掲げる条例の規定中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

(1) 熊本県一般職の職員等の給与に関する条例（昭和２６年熊本県条例第２号）第１ 

５条の５の２第３号及び第４号並びに第１５条の５の３第１項第１号及び第５項第１  

号 
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(2) 熊本県職員等退職手当支給条例（昭和２８年熊本県条例第５６号）第１３条第１ 

項第１号及び第５項第２号、第１４条の見出し、同条第１項第１号、第１５条第１項

第１号並びに第１７条第４項 

(3) 熊本県立学校職員の給与に関する条例（昭和２９年熊本県条例第１９号）第１６ 

条の２第３号及び第４号並びに第１６条の３第１項第１号及び第５項第１号 

(4) 熊本県砂防指定地管理条例（平成１５年熊本県条例第２９号）第１３条 

(5) 熊本県控除対象特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関する条例（平成２ 

６年熊本県条例第４８号）第６条第１号イ 

（熊本県職員の分限に関する条例の一部改正） 

第３条 熊本県職員の分限に関する条例（昭和２６年熊本県条例第４４号）の一部を次の

ように改正する。 

第８条第１項中「禁錮以上の刑」を「拘禁刑」に改める。 

 （熊本県税条例等の一部改正） 

第４条 次に掲げる条例の規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

(1) 熊本県税条例（昭和２９年熊本県条例第２８号）第７４条及び第７６条 

(2) 熊本県統計調査条例（昭和３０年熊本県条例第１９号）第１４条及び第１５条 

(3)  熊本県ふぐ取扱条例（昭和３３年熊本県条例第２７号）第１１条 

(4) 熊本県迷惑行為等防止条例（昭和３９年熊本県条例第５８号）第１３条、第１４ 

条、第１５条第２項及び第１６条第２項 

(5) 熊本県屋外広告物条例（昭和３９年熊本県条例第６６号）第２９条 

(6)  熊本県少年保護育成条例（昭和４６年熊本県条例第３０号）第２１条第１項及び 

第２項 

(7) 熊本県自然環境保全条例（昭和４８年熊本県条例第５０号）第３９条から第４０ 

条の２まで 

(8) 熊本県動物の愛護及び管理に関する条例（昭和５５年熊本県条例第４１号）第１ 

７条 

(9) 熊本県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例（昭和６０年熊本県条例第４３号） 

第１６条 

(10) 拡声機による暴騒音の規制に関する条例（平成２年熊本県条例第５６号）第１０

条第１項 

(11) 熊本県野生動植物の多様性の保全に関する条例（平成１６年熊本県条例第１９号）

第５６条及び第５７条 

(12) 熊本県暴力団排除条例（平成２２年熊本県条例第５２号）第３５条 

(13) 熊本県行政文書等の管理に関する条例（平成２３年熊本県条例第１１号）第４０ 
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条 

(14) 障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例（平成２３年熊本県条例第３

２号）第２４条 

(15) 熊本県いじめ調査委員会条例（平成２５年熊本県条例第６４号）第９条 

(16) 熊本県いじめ防止対策審議会条例（平成２６年熊本県条例第３５号）第１０条 

(17) 熊本県行政不服審査会条例（平成２７年熊本県条例第６０号）第１１条 

(18) 熊本県情報公開・個人情報保護審議会条例（平成３１年熊本県条例第９号）第１

８条 

(19) 熊本県個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年熊本県条例第４４号）附

則第６項及び第７項 

 （熊本県立自然公園条例の一部改正） 

第５条 熊本県立自然公園条例（昭和３３年熊本県条例第４５号）の一部を次のように改

正する。 

  第２４条第３項第４号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

第５５条から第５７条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

（熊本県生活環境の保全等に関する条例の一部改正） 

第６条 熊本県生活環境の保全等に関する条例（昭和４４年熊本県条例第２３号）の一部

を次のように改正する。 

  第１００条及び第１０１条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

  第１０２条第１項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第２項中「禁錮
こ

」を「拘禁刑」 

に改める。 

  第１０３条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

 （熊本県心身障害者扶養共済制度条例の一部改正） 

第７条 熊本県心身障害者扶養共済制度条例（昭和５４年熊本県条例第４１号）の一部を

次のように改正する。 

  第１１条第２号中「懲役又は禁固の刑」を「拘禁刑」に改める。 

 （熊本県地下水保全条例の一部改正） 

第８条 熊本県地下水保全条例（平成２年熊本県条例第５２号）の一部を次のように改正

する。 

  第４５条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

  第４６条第１項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第２項中「禁錮
こ

」を「拘禁刑」

に改める。 

  第４７条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

 （熊本県風俗案内業の規制に関する条例の一部改正） 
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第９条 熊本県風俗案内業の規制に関する条例（平成３０年熊本県条例第５８号）の一部

を次のように改正する。 

  第４条第２号中「懲役」を「拘禁刑」に改め、「若しくは禁錮の刑」を削る。 

  第２０条第１項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年６月１日から施行する。 

 （罰則の適用等に関する経過措置） 

２ この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によるこ

ととされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例に

よることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を

改正する法律（令和４年法律第６７号。以下「刑法等一部改正法」という。）第２条の

規定による改正前の刑法（明治４０年法律第４５号。以下この項において「旧刑法」と

いう。）第１２条に規定する懲役（以下「懲役」という。）（有期のものに限る。以下

この項において同じ。）、旧刑法第１３条に規定する禁錮（以下「禁錮」という。）（

有期のものに限る。以下この項において同じ。）又は旧刑法第１６条に規定する拘留（

以下「旧拘留」という。）が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれそ

の刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘

留とする。 

 （人の資格に関する経過措置） 

４ 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によること

とされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によ

ることとされる人の資格に関する規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は

無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に

処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみな

す。 

 （熊本県一般職の職員等の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

５ 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に

関する法律（令和４年法律第６８号）並びにこの条例（以下これらを「刑法等一部改正

法等」という。）の施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定められている罪

につき起訴をされた者は、第２条の規定による改正後の熊本県一般職の職員等の給与に

関する条例第１５条の５の３第１項（第１号に係る部分に限る。）及び第５項（第３号

に係る部分に限る。）の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴
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をされた者とみなす。 

 （熊本県職員等退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置） 

６ 刑法等一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定められてい

る罪につき起訴をされた者は、第２条の規定による改正後の熊本県職員等退職手当支給

条例第１３条第１項及び第５項、第１４条第１項（第１号に係る部分に限る。）並びに

第１７条第４項並びに熊本県職員等退職手当支給条例第１７条第３項の規定の適用につ

いては、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。 

（熊本県立学校職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

７ 刑法等一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定められてい

る罪につき起訴をされた者は、第２条の規定による改正後の熊本県立学校職員の給与に

関する条例第１６条の３第１項（第１号に係る部分に限る。）及び第５項（第３号に係

る部分に限る。）の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をさ

れた者とみなす。 

 （熊本県職員の分限に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

８ 懲役又は禁錮に処せられた者に係る第３条の規定による改正後の熊本県職員の分限に

関する条例第８条第１項の規定の適用については、懲役又は禁錮に処せられた者は、そ

れぞれ拘禁刑に処せられた者とみなす。 

（規則への委任） 

９ この附則に規定するもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、

規則で定める。 

（提案理由） 

刑法（明治４０年法律第４５号）の一部改正に伴い、関係条例の規定を整備する必要が

ある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 
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刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例（案）の概要 

議案番号 条 例 名 内         容 

第１０号 刑法等の一部を

改正する法律の

施行に伴う関係

条例の整備に関

する条例 

１ 条例改正の趣旨 

  刑法（明治４０年法律第４５号）の一部改正に伴い、関係条例の規定

を整備する必要がある。 

 

２ 主な改正内容 

  次の３１条例について、拘禁刑の創設等に係る関係規定を整備する。 

(1) 熊本県職員等恩給条例 

(2) 熊本県一般職の職員等の給与に関する条例 

(3) 熊本県職員等退職手当支給条例 

(4) 熊本県立学校職員の給与に関する条例 

(5) 熊本県砂防指定地管理条例 

(6) 熊本県控除対象特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関する

条例 

(7) 熊本県職員の分限に関する条例 

(8) 熊本県税条例 

(9) 熊本県統計調査条例 

(10) 熊本県ふぐ取扱条例 

(11) 熊本県迷惑行為等防止条例 

(12) 熊本県屋外広告物条例 

(13) 熊本県少年保護育成条例 

(14) 熊本県自然環境保全条例 

(15) 熊本県動物の愛護及び管理に関する条例 

(16) 熊本県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例 

(17) 拡声機による暴騒音の規制に関する条例 

(18) 熊本県野生動植物の多様性の保全に関する条例 

(19) 熊本県暴力団排除条例 

(20) 熊本県行政文書等の管理に関する条例 

(21) 障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例 

(22) 熊本県いじめ調査委員会条例 

(23) 熊本県いじめ防止対策審議会条例 

(24) 熊本県行政不服審査会条例 

(25) 熊本県情報公開・個人情報保護審議会条例 

(26) 熊本県個人情報の保護に関する法律施行条例 

(27) 熊本県立自然公園条例 

(28) 熊本県生活環境の保全等に関する条例 

(29) 熊本県心身障害者扶養共済制度条例 

(30) 熊本県地下水保全条例 

(31) 熊本県風俗案内業の規制に関する条例 
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３ 施行期日 

  令和７年６月１日から施行する。 

 

４ その他 

(1) 所要の経過措置を定める。 

(2) ４(1)に規定するもののほか、条例の施行に伴い必要な経過措置は、

規則で定める。 
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第 １１ 号 

   熊本県水とみどりの森づくり税条例の一部を改正する条例の制定について 

 熊本県水とみどりの森づくり税条例の一部を改正する条例を次のように制定することと

する。 

  令和６年１１月２９日提出 

                          熊本県知事 木 村 敬 

   熊本県水とみどりの森づくり税条例の一部を改正する条例 

 熊本県水とみどりの森づくり税条例（平成１７年熊本県条例第７号）の一部を次のよう

に改正する。 

 附則に次の１項を加える。 

９ 知事は、令和１１年度を目途として、この条例の施行の状況、社会経済情勢の推移等

を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果

に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 （提案理由） 

 水とみどりの森づくり税を令和７年度以降も継続するに当たり、令和１１年度を目途に

熊本県水とみどりの森づくり税条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要

な措置を講ずることとする必要がある。 

 これが、この条例案を提出する理由である。  
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熊本県水とみどりの森づくり税条例の一部を改正する条例（案）の概要 

議案番号 条 例 名 内         容 

第１１号 熊本県水とみど

りの森づくり税

条例の一部を改

正する条例 

１ 条例改正の趣旨 

水とみどりの森づくり税を令和７年度以降も継続するに当たり、令和

１１年度を目途に熊本県水とみどりの森づくり税条例の規定について

検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとする必要が

ある。 

 

２ 主な改正内容 

令和１１年度を目途に熊本県水とみどりの森づくり税条例の規定に

ついて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる規定を加え

る。 

 

３ 施行期日 

公布の日 
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熊本県水とみどりの森づくり税について 
 

１ 税の概要                            
 

（１） 導入 平成１７年度 

（２） 方式 超過課税方式 

（３） 目的 森林の持つ水源かん養、山地災害の防止などの公益的機能の維持増進を図る。 

（４） 税率 個人：５００円（個人県民税均等割額１，０００円に上乗せ） 

法人：法人県民税均等割額の５％相当額 
 

２ 決算状況（単位：千円）                                

 
 

３ 成果                             
 

（１）県民の安全安心を守り、次世代につなぐ森づくり 

・十分な管理が行われていない森林における、針広混交林への誘導等 

（針広混交林化：1,710ha） 

・森林の公益的機能の維持増進に向けた再造林の推進 

（植栽(苗木補助含む）：2,641ha、下刈り：4,233ha） 

・森林吸収量のクレジット化に向けた取組支援の実施（創出支援：17団体） 等 

 

（２）県民全体で森に触れ、親しみ、支え、森の恵みを活かす意識づくり 

・住民団体、森林ボランティア団体が実施する森づくり活動の支援や、森づくり活動を

促すための研修会・普及啓発の実施（植栽・下刈・間伐等参加：延べ 102団体、森林ガ

イド、自然観察等参加：延べ 3,124人） 

・県産木材の利用による地域の特色を生かした景観づくり活動の実施 

（木製ベンチ・塀等設置：延べ 49地区） 等 
 

 

４ 今後の対応                           
 

 

（１）現行制度の継続 

① 県民の安全安心を実現するため、森林の公益的機能の果たす役割はますます重要。 

② 県民の期待に応え、森林の公益的機能を持続的に発揮させていくためにも、水とみどり

の森づくり税活用事業の着実な推進・継続が必要。 

 
 

（２）令和１１年度を目途とした見直し規定の追加 

当該税は標準税率への超過課税であり、定期的に検討を加えることが望ましいこと、ま

た、社会経済情勢の変化等が考えられることから、条例の附則に令和１１年度を目途に条

例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる規定を加えること

とする。 

 

 

 

 

区分 H17 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
税収 399,842 468,185 470,869 472,462 485,338 490,735 486,232 493,703
歳出 219,813 449,274 428,203 433,754 422,719 485,570 473,907 444,695

区分 H29 H30 H31(R1) R2 R3 R4 R5
税収 501,489 524,611 525,958 525,938 530,956 529,334 533,084 9,379,464
歳出 400,406 446,489 508,092 488,793 571,190 571,896 534,409 8,832,714

93,373水とみどりの森づくり基金残高(R6.3月末現在)

合計（H17～R5）
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第 １２ 号 

   熊本県産業廃棄物税条例の一部を改正する条例の制定について 

 熊本県産業廃棄物税条例の一部を改正する条例を次のように制定することとする。 

  令和６年１１月２９日提出 

                          熊本県知事 木 村 敬  

熊本県産業廃棄物税条例の一部を改正する条例 

 熊本県産業廃棄物税条例（平成１６年熊本県条例第５３号）の一部を次のように改正す

る。 

 附則に次の１項を加える。 

９ 知事は、令和１１年度を目途として、この条例の施行の状況、社会経済情勢の推移等

を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果

に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 （提案理由） 

 産業廃棄物税を令和７年度以降も継続するに当たり、令和１１年度を目途に熊本県産業

廃棄物税条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることと

する必要がある。 

 これが、この条例案を提出する理由である。 
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熊本県産業廃棄物税条例の一部を改正する条例（案）の概要 

議案番号 条 例 名 内         容 

第１２号 熊本県産業廃棄

物税条例の一部

を改正する条例 

１ 条例改正の趣旨 

産業廃棄物税を令和７年度以降も継続するに当たり、令和１１年度を

目途に熊本県産業廃棄物税条例の規定について検討を加え、その結果に

基づいて必要な措置を講ずることとする必要がある。 

 

２ 主な改正内容 

令和１１年度を目途に熊本県産業廃棄物税条例の規定について検討

を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる規定を加える。 

 

３ 施行期日 

公布の日 
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熊本県産業廃棄物税について 

１ 税の概要                            
 

 

（１）導入 平成１７年度 ※九州各県で同時導入（沖縄県は平成１８年度導入） 

（２）方式 法定外目的税 

（３）目的 循環型社会の形成に向け、産業廃棄物の排出の抑制及び再利用、再生利用その他適

正な処理の促進を図る。 

（４）税率 最終処分場に搬入された産業廃棄物１トンにつき１，０００円 
 
 

２ 決算状況（単位：千円）                                
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

３ 成果                                         
 

（１）産業廃棄物の排出抑制、再生利用等の推移（H16→R4） 

排出量 7,348千ｔ/年 ⇒ 7,702千ｔ／年  [+354t] 

再生利用量比率 47.4% ⇒ 53.8%  [＋6.4㌽] 

最終処分量比率 4.6% ⇒ 2.1%  [△2.5㌽] 

 

（２）使途事業の実績（R5実績） 

◇① 排出抑制・リサイクルの推進（25,545千円） 

･廃棄物コーディネーター事業 

･リサイクル製品等利用促進事業 

◇② 適正処理の推進（21,195千円） 

･最終処分場周辺環境整備等補助事業 

･産業廃棄物事業等育成指導及び支援事業 等 

◇③ 啓発活動（16,735千円） 

･ごみゼロ推進県民推進事業 

･エコアくまもと環境教育推進事業 等 
 
 

４  今後の対応                           
 

（１）現行制度の継続      

◇① 税導入前と比較して、最終処分量は減少しているものの、引き続き排出抑制、再使用、 

再生利用を進めながら、循環型経済（サーキュラーエコノミー）への移行に新たに取り組

むことが必要。 

◇② 広域的導入により一定の成果を挙げており、九州各県も継続する予定であり同一歩調を取 

る必要があることから、今後も現行制度の継続が必要。 

 

（２）令和１１年度を目途とした見直し規定を追加 

当該税は法定外目的税であり、定期的に検討を加えることが望ましいこと、また、社会経

済情勢の変化等が考えられることから、条例の附則に令和１１年度を目途に条例の規定につ

いて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる規定を加えることとする。 

区分 H17 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
税収 142,752 151,508 139,465 150,497 203,740 167,839 150,344 134,100
歳出 90,224 270,889 132,170 118,414 262,492 122,693 102,462 156,146

区分 H29 H30 H31(R1) R2 R3 R4 R5
税収 102,250 117,662 110,763 98,546 105,309 136,753 122,886 2,672,674
歳出 151,651 126,455 79,858 61,893 48,981 43,225 65,453 2,229,345

428,461産業廃棄物税基金残高(R6.3月末現在)

合計（H17～R5）
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第 ２０ 号 

   くまもと新時代共創基本方針の策定について 

 くまもと新時代共創基本方針を次のように策定することとする。 

  令和６年１１月２９日提出 

                          熊本県知事 木 村 敬    

 くまもと新時代共創基本方針（別冊） 

 （提案理由） 

 くまもと新時代共創基本方針の策定については、熊本県行政に係る基本的な計画の策定

等を議会の議決事件として定める条例（平成１６年熊本県条例第３５号）第３条の規定に

より議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 

103



くまもと新時代共創基本方針の概要 

 

議案番号 議 案 名 内         容 

第２０号 くまもと新時代

共創基本方針の

策定について 

１ 計画策定の趣旨 

  県政運営の基本となる「くまもと新時代共創基本方針」を策定する。 

 

２ 計画の期間 

  令和９年度(2027年度)まで 

 

３ 計画の内容等 

  別添のとおり 
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第 ２１ 号 

   当せん金付証票の発売について   

  当せん金付証票法（昭和２３年法律第１４４号）第４条の規定により、令和７年度にお

いて当せん金付証票を次のとおり発売することとする。 

  令和６年１１月２９日提出 

                                                熊本県知事 木 村 敬 

 発売総額  １１０億円以内 

  （提案理由） 

 当せん金付証票を発売するため、当せん金付証票法第４条の規定により議会の議決を経

る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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空白ページ 
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第 ２２ 号 

川辺川ダムの建設に関する基本計画の廃止に対する意見を述べることについて 

「川辺川ダムの建設に関する基本計画」の廃止について、国土交通大臣に次のとおり意

見を述べることとする。 

令和６年１１月２９日提出 

                          熊本県知事 木 村 敬    

「川辺川ダムの建設に関する基本計画」の廃止については、異議ありません。 

（提案理由） 

国土交通大臣が多目的ダムの基本計画を廃止するに当たって知事が意見を述べる場合は、

特定多目的ダム法第４条第４項の規定により議会の議決を経なければならない。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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川辺川ダムの建設に関する基本計画の廃止に対する意見を述べること

の概要 
 

議案番号 議 案 名 内         容 

第２２号 川辺川ダムの建

設に関する基本

計画の廃止に対

する意見を述べ

ることについて 

１ 趣旨 

国土交通大臣が多目的ダムの基本計画を廃止するに当たって知事が意

見を述べる場合は、特定多目的ダム法第４条第４項の規定により議会の

議決を経る必要がある。 

 

２ 意見内容 

国土交通大臣が、従来の貯留型「川辺川ダムの建設に関する基本計画」

を廃止するに当たって、異議がない旨の意見を述べる。 
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第 ２６ 号 

   専決処分の報告及び承認について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決処分した事

件について、同条第３項の規定により次のとおり報告し、承認を求める。 

  令和６年１１月２９日提出 

                           熊本県知事 木 村 敬 

専第 ３７ 号 

   和解及び損害賠償額の決定について 

  令和６年２月２８日及び令和６年４月３日に判明した、熊本県が賃借したレンタカーの

破損に関し、和解の相手方と熊本県との間に次のとおり損害賠償の額を決定し、和解する

こととする。 

    令和６年１１月８日専決 

                                              熊本県知事 木 村 敬   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和解の相手方 損害賠償の額 和 解 事 項 

ニッポンレンタカー

北陸株式会社 

４０，０００円  当事者双方は、今後本件に関して、

裁判上又は裁判外において一切の異議

及び請求の申立てをしないこと。 
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専決処分の報告及び承認についての概要 

 

議案番号 条 例 名 内         容 議案番号 議 案 名 内         容 

第２６号 専決処分の報告

及び承認につい

て 

１ 事実判明日 

  令和６年２月２８日 

  令和６年４月３日 

 

２ 過失割合 

  県：相手方＝１００：０ 

 

３ 賠償額 

  ４０，０００円 

 

４ 状況 

  令和６年１月に発生した能登半島地震の復興支援のため、熊本県及び 

各市町村から令和６年５月末まで職員の派遣を行った。 

  派遣職員の現地での業務のため、レンタカーの賃貸借契約を締結した 

が、契約期間中に２台の車両を破損させたことにより、契約相手方から 

１台あたり２０，０００円の損害賠償金の支払いを求められたもの。 
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第 ４３ 号 

熊本県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 

熊本県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例を次のように制定す

ることとする。 

令和６年１２月９日提出 

                          熊本県知事 木 村 敬 

   熊本県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

（熊本県一般職の職員等の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 熊本県一般職の職員等の給与に関する条例（昭和２６年熊本県条例第２号）の一

部を次のように改正する。 

  第７条の３第１項第１号中「４１５，６００円」を「４１６，６００円」に改め、同

項第２号中「４５，５００円」を「４６，８００円」に改める。 

  第８条第３項中「１０，０００円」を「１０，５００円」に改める。 

第１５条の５第２項中「１００分の１２２．５」を「１００分の１２７．５」に、「 

１００分の１０２．５」を「１００分の１０７．５」に改め、同条第３項中「１００分

の１２２．５」を「１００分の１２７．５」に、「１００分の６８．７５」を「１００

分の７１．２５」に、「１００分の１０２．５」を「１００分の１０７．５」に、「１

００分の５８．７５」を「１００分の６１．２５」に改める。 

第１５条の６第２項第１号中「１００分の１０２．５」を「１００分の１０７．５」

に、「１００分の１２２．５」を「１００分の１２７．５」に改め、同項第２号中「１

００分の４８．７５」を「１００分の５１．２５」に、「１００分の５８．７５」を「 

１００分の６１．２５」に改める。 

別表第１から別表第４までを次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111



 

 

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円

183,500 230,000 261,300 287,300 309,800 335,000 373,400 415,600 465,500

184,600 231,500 262,300 288,900 311,500 336,900 376,000 418,000 468,600

185,800 233,000 263,300 290,400 313,200 338,700 378,300 420,500 471,600

186,900 234,500 264,300 291,900 314,700 340,500 380,500 422,900 474,600

188,000 236,000 265,300 293,400 316,100 342,200 382,400 424,800 477,600

189,700 237,500 266,300 294,900 317,400 343,900 384,700 426,900 480,600

191,300 239,000 267,300 296,300 318,700 345,500 386,800 429,000 483,600

192,900 240,500 268,300 297,600 320,000 347,200 388,800 431,200 486,700

194,500 242,000 269,300 298,800 321,300 348,800 390,800 433,100 489,400

196,200 243,400 270,300 300,300 323,100 350,500 393,100 435,200 492,500

197,800 244,800 271,300 301,800 324,900 352,100 395,300 437,300 495,500

199,400 246,200 272,300 303,200 326,600 353,700 397,500 439,200 498,600

201,000 247,400 273,300 304,600 328,300 355,200 399,700 440,900 501,300

202,700 248,600 274,300 305,700 330,000 356,900 402,000 442,700 503,600

204,400 249,800 275,300 306,700 331,700 358,500 404,200 444,600 505,900

206,100 251,000 276,400 307,900 333,400 360,100 406,500 446,500 508,200

207,400 252,100 277,400 309,100 335,000 361,700 408,300 448,300 510,200

209,000 253,200 278,700 310,700 336,700 363,500 410,200 450,100 511,600

210,600 254,300 280,000 312,300 338,400 365,000 412,100 451,900 513,100

212,100 255,400 281,200 313,900 340,000 366,600 413,900 453,600 514,500

213,600 256,400 282,500 315,400 341,500 368,000 415,700 455,400 515,700

215,200 257,400 283,800 317,000 343,100 369,600 417,500 456,900 517,100

216,800 258,400 285,000 318,600 344,700 371,200 419,300 458,300 518,600

218,400 259,400 286,200 320,200 346,200 372,700 421,100 459,800 520,100

220,000 260,400 287,300 321,700 347,600 374,600 422,700 461,200 521,200

221,700 261,300 288,500 323,400 349,300 376,500 424,200 462,500 522,300

223,000 262,200 289,800 325,000 350,900 378,400 425,700 463,800 523,500

224,300 263,100 291,100 326,600 352,500 380,200 427,200 465,000 524,700

225,600 263,900 292,400 328,000 353,700 381,700 428,700 466,000 525,700

226,700 264,700 293,400 329,700 355,200 383,500 430,000 466,700 526,600

227,800 265,500 294,400 331,400 356,700 385,200 431,300 467,400 527,500

228,900 266,300 295,500 333,000 358,200 386,800 432,500 468,100 528,400

230,000 267,000 296,600 334,200 359,900 388,500 433,700 468,800 529,200

231,100 267,800 297,800 336,100 361,700 389,900 435,000 469,500 530,100

232,200 268,600 298,900 337,800 363,400 391,300 436,300 470,100 530,800

233,300 269,300 300,100 339,400 365,100 392,700 437,500 470,700 531,300

234,400 270,000 301,300 340,900 366,500 394,100 438,700 471,200 532,000

235,400 270,800 302,600 342,500 367,800 395,300 439,500 471,800 532,600

236,400 271,600 303,900 344,100 369,000 396,500 440,300 472,400 533,400

237,300 272,300 305,200 345,700 370,400 397,500 441,100 473,000 534,000

33

34

37

別表第１（第４条関係）

18

13

２級 ３級

6

3

4

19

7

8

9

10

14

15

16

行　　政　　職　　給　　料　　表　

８級 ９級

5

７級１級

1

2

６級４級 ５級

24

20

12

28

11

31

36

25

39

29

30

38

21

22

23

26

35

17

職員
の区
分

職務
の級

号　給

32

27

40
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238,200 273,000 306,500 347,400 371,500 398,600 441,700 473,500 534,500

239,100 273,800 307,800 349,200 372,400 399,800 442,300 474,000

239,900 274,600 309,100 351,000 373,400 400,900 442,900 474,400

240,700 275,300 310,400 352,800 374,500 402,000 443,500 474,700

241,400 276,000 311,700 354,300 375,300 402,700 444,200 475,000

242,000 276,700 313,000 355,700 376,200 403,400 445,000

242,600 277,400 314,300 357,100 377,100 404,100 445,400

243,200 278,100 315,400 358,500 377,900 404,800 446,100

243,800 278,800 316,300 360,000 378,700 405,400 446,600

244,400 279,500 317,600 360,800 379,500 406,000 447,000

245,000 280,200 318,900 361,800 380,300 406,500 447,400

245,500 280,900 320,200 362,800 381,000 406,900 447,800

246,000 281,500 321,400 363,700 381,700 407,300 448,200

246,400 282,200 322,700 364,800 382,400 407,500 448,600

246,700 282,800 323,900 365,700 383,100 407,800 449,000

247,000 283,500 325,100 366,700 383,800 408,100 449,300

247,300 284,100 326,400 367,600 384,300 408,400 449,600

247,600 284,800 327,500 368,300 384,900 408,700 450,000

247,900 285,400 328,600 369,000 385,500 409,000 450,300

248,200 286,100 329,700 369,600 386,200 409,300 450,600

248,500 286,700 330,400 370,000 386,600 409,500 450,900

248,800 287,400 331,300 370,600 387,200 409,800

249,100 288,000 332,000 371,300 387,800 410,100

249,400 288,500 332,800 372,000 388,300 410,400

249,700 289,000 333,600 372,300 388,700 410,600

250,000 289,600 334,000 373,000 389,300 410,900

250,300 290,100 334,600 373,700 389,900 411,200

250,600 290,700 335,300 374,300 390,400 411,500

250,900 291,200 336,100 374,600 390,800 411,700

251,200 291,700 336,800 375,100 391,300 412,000

251,500 292,300 337,500 375,700 391,800 412,300

251,800 292,900 338,100 376,300 392,400 412,500

252,100 293,400 338,600 376,600 392,700 412,700

252,400 293,900 339,200 377,200 393,100 413,000

252,700 294,300 339,700 377,900 393,500 413,300

253,000 294,600 340,300 378,500 393,900 413,500

253,300 294,800 340,600 378,900 394,200 413,700

253,600 295,100 341,100 379,400 394,500 414,000

253,900 295,300 341,500 380,000 394,800 414,300

254,200 295,600 341,900 380,500 395,000 414,500

254,500 295,800 342,300 381,000 395,200 414,700

254,800 296,000 342,800 381,600 395,500 415,000

255,100 296,300 343,300 382,100 395,800 415,300

255,400 296,500 343,800 382,400 396,000 415,500

255,700 296,800 344,100 382,800 396,200 415,700

256,000 297,100 344,500 383,300 396,500

256,300 297,400 344,900 383,700 396,800

256,600 297,700 345,300 384,100 397,000

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員

60

75

76

69

70

82

83

84

59

79

80

49

50

81

61

62

51

52

53

54

55

56

85

86

87

88

71

72

77

78

63

64

48

45

57

58

46

47

74

42

41

44

65

66

67

68

73

43
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256,900 298,000 345,600 384,500 397,200

257,200 298,300 346,000 385,000 397,500

257,500 298,600 346,400 385,400 397,800

257,800 299,000 346,800 385,800 398,000

258,100 299,200 347,000 386,100 398,200

299,400 347,400

299,700 347,800

300,100 348,200

300,300 348,400

300,600 348,800

301,000 349,200

301,400 349,500

301,600 349,800

301,900 350,200

302,200 350,600

302,500 351,000

302,700 351,500

303,000 351,900

303,300 352,300

303,600 352,700

303,800 353,200

304,200 353,600

304,600 353,900

304,900 354,200

305,100 354,700

305,300

305,600

306,000

306,200

306,400

306,700

307,000

307,400

307,600

307,900

308,200

308,500

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円

192,000 219,500 260,000 279,700 294,900 320,600 362,700 396,200 448,000

備考
　　　

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

95

96

105

118

111

112

113

114

115

124

125

123

116

117

119

106

107

97

98

99

100

93

94

120

121

122

89

90

91

92

101

103

104

109

110

108

102

　この表は、他の条例に別段の定めのあるものを除くほか、他の給料表の適用を受けない全ての職
員（第１５条の９及び附則第２項に規定する職員を除く。）に適用する。
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別表第２（第４条関係）

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円

211,600 232,600 255,500 290,400 320,000 342,400 364,800 393,500 430,500

214,000 234,800 257,500 291,700 321,700 344,100 366,500 395,300 432,300

216,400 237,000 259,700 293,000 323,400 345,700 368,200 397,000 434,200

218,800 239,200 261,900 294,200 325,100 347,300 369,900 398,700 436,100

221,200 241,400 264,000 295,400 326,600 348,900 371,600 400,300 437,500

223,600 243,400 265,300 296,400 328,000 350,000 373,200 401,800 439,100

226,000 245,400 266,600 297,400 329,300 351,100 374,800 403,300 440,700

228,200 247,200 267,900 298,300 330,600 352,200 376,400 404,800 442,100

230,400 249,000 269,200 298,900 331,900 353,300 377,900 406,200 443,500

232,500 250,700 270,500 299,600 333,400 355,000 379,500 407,800 445,200

234,600 252,400 271,800 300,300 334,900 356,700 381,100 409,400 446,800

236,600 253,800 273,100 301,000 336,400 358,300 382,600 410,900 448,200

238,600 255,200 274,400 301,700 337,900 359,900 384,100 412,400 449,100

240,600 257,000 275,600 302,400 339,300 361,600 385,800 414,500 450,700

242,600 258,400 276,700 303,100 340,600 363,200 387,500 416,500 452,500

244,200 259,900 278,200 303,700 341,900 364,800 389,200 418,600 454,300

245,800 261,400 279,500 304,400 343,200 366,400 390,700 420,300 455,800

247,300 262,600 280,800 305,200 344,800 368,000 392,300 421,900 457,600

248,800 263,800 282,100 305,900 346,400 369,600 393,900 423,500 459,400

250,300 264,900 283,300 306,700 348,000 371,200 395,500 425,000 461,100

251,800 266,200 284,500 307,400 349,500 372,800 397,100 426,500 462,700

253,400 267,400 285,100 308,200 351,100 374,400 398,700 428,100 464,400

254,900 268,700 285,700 309,200 352,700 376,000 400,300 429,500 466,000

256,400 270,000 286,300 310,100 354,200 377,600 401,900 430,900 467,800

257,900 271,400 286,800 311,000 355,700 379,200 403,400 432,000 469,300

259,100 272,800 287,400 312,300 357,300 380,800 405,400 433,400 470,700

260,300 274,100 288,000 313,600 358,900 382,400 407,400 434,900 472,200

261,500 275,400 288,500 314,900 360,400 384,000 409,400 436,400 473,500

262,700 276,400 289,000 316,200 361,900 385,600 410,900 437,700 474,700

264,000 277,700 289,600 317,700 363,500 387,200 412,600 439,400 475,400

265,300 279,000 290,100 319,000 365,100 388,900 414,200 441,000 476,100

266,600 280,200 290,600 320,100 366,700 390,600 415,900 442,600 476,700

267,900 281,400 291,100 321,100 368,100 392,300 417,500 444,000 477,200

269,400 282,000 291,700 322,300 369,800 394,300 419,000 445,700 477,900

270,700 282,600 292,200 323,500 371,500 396,200 420,500 447,400 478,500

272,100 283,200 292,700 324,600 373,100 398,100 421,900 449,000 479,100

273,100 283,700 293,200 325,700 374,700 399,800 423,100 450,400 479,400

274,400 284,300 293,800 326,900 376,300 401,200 424,600 451,100 480,000

275,700 284,900 294,400 328,100 377,900 402,400 426,100 451,800 480,500

276,900 285,500 295,000 329,200 379,600 403,700 427,500 452,500 481,000

278,100 286,000 295,700 330,300 381,300 404,700 429,000 452,900 481,500

278,700 286,600 296,400 331,500 383,300 405,800 430,300 453,400 481,900

279,300 287,200 297,100 332,700 385,300 406,800 431,500 454,000 482,300

279,900 287,700 297,800 333,900 387,300 407,800 432,700 454,600 482,700

13

27

21

22

23

37

38

39

44

９級

5

７級１級

1

６級４級 ５級 ８級３級

18

２級

14

15

16

17

7

8

11

6

3

4

9

10

2

職員
の区
分

職務
の級

号　給

20

24

26

41

28

42

35

36

29

33

34

43

31

32

40

19

25

30

12

公　　安　　職　　給　　料　　表　
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280,300 288,200 298,400 335,100 389,000 408,900 433,700 455,200 483,000

280,900 288,700 299,300 336,300 390,700 410,100 434,400 455,900

281,400 289,200 300,100 337,500 392,200 411,200 435,200 456,400

281,900 289,700 300,900 338,700 393,700 412,300 435,900 456,900

282,400 290,300 301,700 339,900 394,900 413,500 436,400 457,400

283,000 290,800 302,800 341,200 395,900 414,300 436,800 457,700

283,500 291,400 303,900 342,400 396,900 415,100 437,200 458,000

284,000 292,000 304,900 343,600 397,900 415,700 437,500 458,400

284,500 292,600 305,900 344,800 399,000 416,200 437,800 458,800

285,100 293,300 307,000 346,200 400,100 416,900 438,100 459,000

285,600 294,000 308,000 347,500 401,200 417,600 438,400 459,300

286,100 294,700 309,100 348,800 402,300 418,200 438,700 459,500

286,600 295,300 310,100 349,700 403,600 418,900 438,900 459,900

287,100 296,200 311,200 351,000 404,400 419,300 439,200 460,100

287,600 297,000 312,300 352,200 405,200 419,900 439,500 460,300

288,100 297,800 313,400 353,400 405,800 420,500 439,800 460,500

288,600 298,600 314,400 354,600 406,300 420,900 440,100 460,900

289,100 299,500 315,500 356,000 407,000 421,300 440,400

289,600 300,400 316,600 357,400 407,700 421,800 440,700

290,100 301,300 317,700 358,800 408,400 422,300 441,000

290,600 302,100 318,700 360,100 408,700 422,800 441,200

291,100 303,000 319,800 361,600 409,400 423,400 441,500

291,600 303,800 320,900 363,100 410,100 423,800 441,800

292,100 304,600 322,000 364,500 410,600 424,200 442,100

292,600 305,500 323,000 365,700 411,000 424,600 442,300

293,100 306,400 324,200 367,100 411,400 424,900 442,600

293,600 307,300 325,400 368,400 411,900 425,200 442,900

294,100 308,200 326,600 369,800 412,400 425,500 443,100

294,600 309,000 327,300 370,900 412,900 425,800 443,300

295,200 309,900 328,600 372,100 413,300 426,100 443,600

295,800 310,800 329,900 373,300 413,800 426,400 443,900

296,300 311,600 331,200 374,500 414,300 426,600 444,200

296,800 312,300 332,500 375,800 414,800 426,800 444,400

297,400 313,200 333,900 377,000 415,300 427,100 444,700

298,000 314,100 335,300 378,200 415,900 427,400 445,000

298,600 315,100 336,700 379,300 416,400 427,600 445,300

299,200 316,000 338,000 380,400 416,800 427,800 445,500

299,900 317,100 339,600 381,600 417,400 428,100 445,800

300,600 318,100 341,100 382,700 417,900 428,400 446,100

301,200 319,100 342,600 383,900 418,100 428,600 446,400

301,800 320,000 344,000 385,000 418,400 428,800 446,600

302,500 321,000 345,500 385,600 418,900 429,100

303,200 322,000 347,000 386,100 419,200 429,400

303,900 323,000 348,400 386,600 419,500 429,600

304,600 324,000 349,700 387,200 419,800 429,800

305,400 325,300 350,900 387,800 420,200 430,100

306,200 326,500 352,100 388,400 420,600 430,400

306,900 327,700 353,400 389,000 421,000 430,600

307,400 328,900 354,700 389,300 421,300 430,800

308,300 330,200 356,200 389,800

309,200 331,400 357,700 390,300

310,000 332,600 359,100 390,800

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員

50

45

47

46

49

59

48

60

67

68

63

64

65

66

51

52

61

62

53

54

55

56

57

58

75

76

77

78

79

80

69

70

71

72

73

74

93

94

95

96

87

88

89

90

91

92

81

82

83

84

85

86
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310,800 333,800 360,400 391,200

311,800 335,100 361,600 391,600

312,700 336,300 362,700 392,100

313,600 337,500 363,900 392,600

314,500 338,900 365,000 393,000

315,500 339,800 366,100 393,500

316,500 340,800 367,200 394,000

317,400 341,900 368,300 394,500

318,200 343,000 369,500 394,800

318,800 344,100 370,000 395,200

319,400 345,100 370,600 395,700

320,000 346,100 371,200 396,000

320,500 347,300 371,800 396,300

321,000 348,300 372,300 396,800

321,400 349,300 372,700 397,300

321,900 350,200 373,200 397,800

322,700 351,100 373,600 398,100

323,400 352,000 374,000 398,600

324,100 353,000 374,500 399,100

324,700 354,000 375,000 399,600

325,300 355,000 375,400 399,900

326,000 355,400 375,900 400,400

326,700 356,000 376,500 400,900

327,500 356,600 377,000 401,400

328,100 356,900 377,200 401,800

328,400 357,300 377,700 402,300

328,900 357,700 378,200 402,700

329,400 358,100 378,600 403,200

329,700 358,500 379,100 403,600

358,900 379,600

359,300 380,100

359,700 380,600

360,100 380,900

360,500 381,400

360,900 381,900

361,300 382,400

361,500 382,700

362,000 383,200

362,400 383,600

362,700 384,000

363,000 384,300

363,400 384,800

363,900 385,300

364,400 385,800

364,700 386,100

365,200

365,700

366,200

366,500

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円

246,200 258,000 262,200 293,800 310,600 324,900 348,600 384,200 416,200

備考 この表は、警察官に適用する。

　　　

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

144

145

140

141

142

143

137

138

139

132

133

134

135

136

128

129

130

131

122

123

124

125

118

119

120

111

112

113

121

114

115

116

117

105

106

107

108

109

110

99

100

126

127

101

102

103

104

97

98

 

117



 

 

別表第３（第４条関係）

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

183,900 233,900 311,600 355,400 399,900

185,000 238,200 313,500 356,800 402,500

186,200 240,900 315,400 358,200 405,100

187,300 243,600 317,300 359,500 407,600

188,400 246,200 319,100 360,700 409,700

190,500 247,800 320,900 361,900 412,100

192,600 249,300 322,700 363,100 414,500

194,700 250,800 324,400 364,200 416,800

196,800 252,300 326,100 365,300 419,100

198,800 254,400 328,100 366,700 421,500

200,800 256,500 330,100 368,000 423,900

202,800 258,500 332,100 369,300 426,200

204,800 260,500 333,900 370,600 428,500

206,700 262,800 335,900 372,000 431,200

208,600 265,100 337,800 373,400 433,900

210,400 267,300 339,700 374,700 436,600

212,100 269,500 341,500 376,000 439,100

213,900 271,900 343,100 377,400 441,600

215,700 274,300 344,700 378,800 444,100

217,500 276,700 346,300 380,200 446,500

219,300 279,000 347,900 381,600 448,900

221,100 281,100 348,900 383,000 451,500

222,800 283,200 349,900 384,400 454,100

224,500 285,200 350,900 385,800 456,400

226,200 287,200 352,000 387,200 458,600

228,300 289,100 353,300 388,700 460,900

230,200 291,000 354,500 390,100 463,400

232,100 292,900 355,700 391,500 465,800

234,000 294,800 356,900 392,900 468,300

235,100 296,300 358,000 394,400 470,800

236,200 297,800 359,100 395,900 473,300

237,300 299,300 360,200 397,400 475,700

238,700 300,800 361,300 398,900 478,000

240,200 302,300 362,300 400,500 480,400

241,700 303,800 363,300 402,100 482,800

243,200 305,200 364,300 403,800 485,300

244,700 306,600 365,200 405,000 487,700

246,300 307,500 366,100 406,400 490,200

247,900 308,400 366,900 407,800 492,600

249,500 309,300 367,700 409,100 495,100

1

19

20

4

5

11

9

10

14

7

8

3

16

17

18

15

13

6

12

2

研　　究　　職　　給　　料　　表　

職員
の区
分

職務の級 １級

号　　給

３級 ５級４級２級

29

21

27

40

35

37

25

22

36

31

32

33

34

28

23

24

26

30

38

39
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251,100 310,100 368,400 410,400 497,400

252,600 310,600 369,200 411,700 499,600

254,100 311,100 370,000 413,200 501,800

255,600 311,600 370,800 414,700 504,000

257,100 312,100 371,600 415,900 505,600

258,400 312,600 372,400 417,100 507,100

259,600 313,100 373,200 418,700 508,700

260,800 313,600 374,000 420,200 510,200

262,000 314,000 374,800 421,500 511,900

263,100 314,500 376,100 422,900 513,300

264,200 315,000 377,400 424,300 514,700

265,300 315,500 378,600 425,700 516,200

266,400 315,900 379,300 427,100 517,300

267,500 316,400 380,300 428,500 518,500

268,500 316,800 381,100 429,900 519,700

269,500 317,200 381,800 431,300 520,900

270,500 317,600 382,500 432,400 521,800

271,200 318,000 383,200 433,700 522,800

271,800 318,400 383,900 435,100 523,800

272,400 318,800 384,600 436,400 524,800

273,000 319,200 385,200 437,200 525,900

273,600 319,800 385,900 438,000 526,800

274,200 320,400 386,700 438,900 527,500

274,800 321,000 387,500 439,800 528,200

275,400 321,500 388,100 440,600 529,000

276,000 322,100 388,900 441,400 529,800

276,600 322,700 389,600 442,000 530,600

277,200 323,300 390,300 442,800 531,400

277,800 323,800 390,900 443,200 532,100

278,500 324,400 391,600 443,800 532,900

279,200 325,000 392,300 444,300 533,700

279,900 325,600 393,000 444,800 534,500

280,500 326,100 393,700 445,300 535,200

281,200 326,800 394,300

281,900 327,500 394,900

282,600 328,200 395,600

283,200 328,900 396,300

283,900 329,600 396,800

284,600 330,300 397,400

285,200 331,000 398,000

285,800 331,700 398,500

286,500 332,500 399,100

287,200 333,200 399,700

287,800 333,800 400,200

288,400 334,300 400,700

289,100 334,800 401,200

289,800 335,200 401,700

290,400 335,600 402,400

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員

79

80

82

83

84

85

81

86

87

88

72

73

66

67

68

69

78

74

75

76

77

51

52

53

62

63

64

46

47

48

49

45

54

55

42

43

44

41

50

65

58

59

60

61

70

71

56

57
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291,000 335,900 402,800

291,700 336,400

292,400 336,800

293,000 337,200

293,600 337,500

294,300 337,900

294,900 338,300

295,500 338,700

295,800 339,200

296,400 339,700

297,000 340,200

297,500 340,700

298,000 341,200

298,400 341,700

298,800 342,200

299,200 342,700

299,600 343,100

300,100 343,500

300,600 344,000

300,900 344,400

301,100 344,900

301,500 345,300

301,800 345,700

302,000 346,100

302,300 346,600

302,600 347,000

302,900 347,400

303,200 347,800

303,500 348,300

303,800 348,700

304,000 349,100

304,300 349,500

304,600 349,900

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円 円

221,800 263,600 288,600 331,400 390,600

備考

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

　この表は、試験研究機関等で人事委員会の指定するものに勤務し、試験研究業務に従事する職
員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

121

115

116

117

118

105

112

113

106

107

108

109

114

119

120

102

103

104

98

99

111

89

94

95

96

97

90

91

92

93

100

101

110
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別表第４（第４条関係）

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円

291,400 370,000 426,700 484,400

293,700 372,600 428,700 486,200

296,000 375,100 430,700 488,000

298,200 377,600 432,600 489,800

300,300 380,100 434,500 491,600

303,800 382,800 436,100 493,300

307,300 385,500 437,700 495,000

310,700 388,100 439,300 496,700

314,100 390,200 440,900 498,400

317,600 392,700 442,700 500,500

321,000 395,200 444,500 502,600

324,400 397,700 446,300 504,700

327,800 400,300 448,100 506,700

331,300 403,000 449,900 508,600

334,700 405,600 451,700 510,700

338,100 408,100 453,500 512,700

341,500 410,500 455,100 514,600

344,600 412,700 457,100 516,600

347,700 414,800 459,000 518,600

350,800 416,900 460,900 520,400

354,000 419,000 462,300 522,200

357,100 420,500 464,100 524,000

360,200 422,000 465,900 525,800

363,200 423,500 467,700 527,600

366,200 424,900 469,500 529,200

368,500 426,400 471,300 531,000

370,800 427,900 473,100 532,800

373,000 429,300 474,900 534,600

374,900 430,700 476,700 536,200

376,600 432,200 478,500 538,000

378,300 433,700 480,300 539,800

380,100 435,100 482,100 541,500

381,900 436,500 483,900 543,100

383,700 438,000 485,800 544,900

385,300 439,500 487,700 546,600

386,700 440,900 489,600 548,300

388,100 442,300 491,500 549,800

389,600 443,700 493,200 551,400

391,100 445,100 495,000 552,800

392,600 446,500 496,800 554,400

医　療　職　給　料　表

４級３級

4

22

7

21

31

32

33

40

20

39

25

26

28

29

２級

8

12

13

14

号　　給

5

6

23

9

10

15

16

17

18

19

11

１級職務の級

ア　医療職給料表（１）

職員
の区
分

24

1

2

3

38

27

30

35

36

37

34
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394,100 447,900 498,400 555,900

394,800 449,300 500,200 557,300

395,400 450,700 502,000 558,700

396,100 452,100 503,600 560,000

397,000 453,500 505,000 561,200

397,600 454,900 506,700 562,200

398,200 456,300 508,500 563,200

398,800 457,700 510,200 564,200

399,400 459,100 511,700 565,200

399,900 460,800 513,000 566,100

400,400 462,400 514,300 567,000

400,900 464,000 515,600 567,900

401,400 465,600 516,600 568,700

401,800 466,800 517,900 569,600

402,200 468,000 519,200 570,500

402,600 469,100 520,500 571,400

403,000 470,100 521,500 572,300

403,400 471,100 522,300 573,200

403,800 472,000 523,100 574,100

404,200 472,800 523,900 574,800

404,600 473,500 524,800 575,700

405,000 474,200 525,600 576,600

405,400 474,900 526,400 577,500

405,800 475,500 527,100 578,400

406,100 476,200 527,900 579,300

476,900 528,700

477,500 529,400

478,100 530,300

478,400 531,200

479,000 532,000

479,700 532,900

480,400 533,800

480,800 534,600

481,400 535,500

482,100 536,400

482,800 537,100

483,200 537,900

483,800 538,800

484,400 539,700

484,900 540,600

485,400 541,400

485,900 542,300

486,400 543,200

486,900 544,100

487,300 544,900

487,800 545,800

488,200 546,700

488,700 547,600

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員

83

84

80

87

88

81

82

85

86

62

63

57

58

59

68

78

79

69

70

71

64

65

66

67

72

73

74

75

76

77

48

49

50

51

41

45

46

47

54

55

42

43

44

60

61

56

52

53
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489,200 548,400

489,800

490,400

490,800

491,300

491,900

492,500

493,000

493,500

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円

301,700 344,400 399,500 473,300

備考

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

　この表は、医療施設、保健所等に勤務する医師及び歯科医師で人事委員会規則で
定めるものに適用する。

93

95

96

97

94

89

90

91

92
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イ　医療職給料表（２）

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円

188,600 227,400 258,500 278,600 303,500 341,100 379,500

190,700 228,700 259,700 279,400 305,000 342,800 381,800

192,800 230,000 260,800 280,200 306,500 344,500 384,100

194,900 231,300 261,900 281,000 308,000 346,100 386,400

196,900 232,500 263,000 281,800 309,500 347,700 388,700

198,900 233,600 263,800 282,600 310,900 349,400 391,300

200,900 234,600 264,600 283,400 312,300 351,000 393,900

202,700 235,600 265,400 284,100 313,700 352,600 396,500

204,500 236,700 266,200 284,800 315,000 354,200 398,600

206,400 237,900 267,000 285,500 316,400 355,900 400,800

208,300 239,200 267,800 286,200 317,800 357,600 403,000

210,400 240,500 268,600 287,000 319,200 359,200 405,200

212,100 241,800 269,400 287,800 320,600 360,700 407,200

214,100 243,100 270,200 288,600 322,200 362,400 409,200

216,300 244,400 271,000 289,400 323,700 364,000 411,200

218,400 245,600 271,800 290,100 325,200 365,600 413,200

220,500 246,800 272,600 290,800 326,700 367,200 415,000

221,600 248,000 273,400 291,900 328,300 368,800 416,900

222,700 249,200 274,200 293,000 329,800 370,400 418,800

223,800 250,400 275,000 294,200 331,300 372,000 420,600

224,900 251,500 275,800 295,400 332,800 373,600 422,400

225,800 252,400 276,600 296,600 334,400 375,600 424,000

226,700 253,200 277,400 297,800 335,900 377,600 425,600

227,600 254,000 278,200 299,000 337,400 379,600 427,100

228,500 254,800 279,000 300,200 338,900 381,000 428,600

229,400 255,600 279,900 301,400 340,500 382,700 429,900

230,300 256,400 280,800 302,600 342,100 384,400 431,200

231,200 257,200 281,600 303,800 343,600 386,100 432,500

232,100 258,000 282,400 305,000 344,900 387,800 433,800

233,000 258,800 283,300 306,200 346,400 389,300 435,000

233,900 259,600 284,200 307,300 347,900 390,800 436,200

234,800 260,400 285,000 308,500 349,400 392,300 437,300

235,600 261,200 285,800 309,800 350,900 393,600 438,500

236,400 262,000 286,900 311,000 352,400 394,900 439,600

237,200 262,700 287,900 312,200 353,900 396,200 440,800

238,000 263,500 288,900 313,400 355,300 397,300 442,000

238,800 264,400 289,900 314,600 356,700 398,400 443,100

239,600 265,200 291,000 315,700 358,300 399,500 443,900

240,400 266,000 292,000 316,900 359,800 400,600 444,300

241,200 266,800 293,000 318,100 361,300 401,700 445,000

35

37

36

40

38

39

職員
の区
分

7

8

31

32

4

30

職務
の級

33

34

26

9

10

16

17

11

13

23

27

28

29

７級３級 ４級 ５級 ６級

25

6

15

20

21

２級

24

14

19

18

22

1

5

2

3

12

１級

号　給
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241,800 267,600 294,000 319,300 362,500 402,500 445,500

242,400 268,400 295,000 320,600 363,600 403,300 445,900

243,000 269,200 296,000 321,900 364,800 404,100 446,300

243,500 270,000 297,000 323,100 365,900 404,900 446,700

244,000 270,700 298,000 324,000 366,900 405,300 447,100

244,600 271,500 299,200 325,200 367,700 405,900 447,500

245,100 272,300 300,300 326,400 368,700 406,400 447,900

245,500 273,100 301,400 327,600 369,800 406,800 448,200

245,900 273,800 302,500 328,700 370,800 407,200 448,500

246,400 274,600 303,600 329,700 371,800 407,400 448,900

246,900 275,300 304,700 330,700 372,800 407,700 449,200

247,400 276,000 305,800 331,600 373,700 408,000 449,500

247,700 276,700 306,900 332,500 374,500 408,300 449,800

248,000 277,400 308,000 333,500 375,300 408,600

248,300 278,100 309,100 334,500 376,200 408,900

248,600 278,800 310,200 335,400 377,000 409,200

248,900 279,500 311,200 335,900 377,500 409,400

249,200 280,200 312,200 336,800 378,300 409,700

249,500 280,900 313,200 337,500 379,100 410,000

249,800 281,500 314,200 338,400 379,900 410,300

250,100 282,100 315,200 339,100 380,300 410,500

250,400 282,800 316,200 339,400 381,000 410,800

250,700 283,500 317,200 339,900 381,700 411,100

251,000 284,100 318,100 340,500 382,300 411,400

251,300 284,700 319,000 341,100 382,700 411,600

251,600 285,400 319,800 341,800 383,200

251,900 286,100 320,500 342,500 383,800

252,200 286,700 321,200 343,100 384,400

252,500 287,300 321,800 343,800 384,800

252,800 288,000 322,500 344,300 385,300

253,100 288,700 323,100 344,900 385,800

253,300 289,300 323,700 345,500 386,300

253,500 289,900 324,300 345,800 386,900

253,800 290,400 324,500 346,400 387,400

254,100 290,800 325,000 346,900 388,000

254,300 291,200 325,500 347,400 388,600

254,500 291,600 326,100 347,900 389,100

254,800 291,900 326,600 348,400 389,600

255,100 292,200 327,100 348,900 390,100

255,300 292,500 327,500 349,300 390,600

255,500 292,800 328,100 349,600 390,900

255,800 293,100 328,600 349,900 391,400

256,100 293,400 329,000 350,100 391,800

256,300 293,700 329,500 350,400 392,200

256,500 293,900 330,000 350,900 392,600

294,100 330,400 351,200

294,300 330,600 351,500

294,500 330,900 351,800

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員

88

85

86

87

80

81

82

83

76

77

78

79

72

73

74

75

84

57

58

59

49

50

55

51

56

47

41

42

43

45

46

44

48

52

53

54

60

61

62

63

68

69

70

71

64

65

66

67
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294,900 331,300 352,200

295,100 331,700 352,500

295,300 332,000 352,800

295,500 332,300 353,100

295,900 332,600 353,500

296,100 332,800 353,800

296,300 333,200 354,100

296,600 333,500 354,400

296,900 333,700 354,700

297,100 334,000 355,100

297,300 334,300 355,500

297,600 334,600 355,900

297,900 334,800 356,400

298,100 335,100 356,800

298,300 335,400 357,200

298,600 335,600 357,600

298,900 335,800 358,100

336,000

336,400

336,600

336,800

337,200

337,600

338,000

338,200

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円 円 円 円

193,000 219,600 248,100 261,700 287,300 328,400 371,000

備考

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

　この表は、医療施設、保健所、家畜保健衛生所、教育機関等に勤務する薬剤師、獣医師、栄養士
その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

97

98

112

113

108

109

110

111

99

94

95

89

90

91

96

107

100

101

102

103

104

105

106

92

93
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ウ　医療職給料表（３）

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円

207,700 240,600 277,600 293,000 310,300 342,200

209,600 242,800 278,700 293,600 311,500 343,900

211,400 245,000 279,800 294,200 312,700 345,600

213,100 247,200 280,800 294,700 313,800 347,300

214,800 249,400 281,800 295,200 314,900 349,000

216,700 250,400 282,300 295,800 316,000 350,700

218,500 251,300 282,800 296,400 317,100 352,400

220,200 252,200 283,300 296,900 318,200 354,000

221,900 253,100 283,800 297,400 319,300 355,500

223,900 254,300 284,300 298,000 320,300 357,200

225,800 255,400 284,800 298,600 321,300 358,900

227,700 256,300 285,300 299,100 322,300 360,600

229,600 257,100 285,800 299,600 323,300 362,000

231,600 257,800 286,300 300,200 324,500 363,700

233,600 258,500 286,800 300,800 325,700 365,400

235,600 259,400 287,300 301,300 326,900 367,100

237,600 260,500 287,800 301,800 328,000 368,900

239,600 261,600 288,300 302,500 329,200 370,900

241,700 262,700 288,800 303,200 330,300 372,900

243,700 263,800 289,300 303,900 331,400 374,900

245,600 264,900 289,800 304,600 332,500 376,600

246,800 266,000 290,300 305,500 333,700 378,700

248,000 267,100 290,800 306,400 334,800 380,800

249,100 268,200 291,300 307,300 335,900 382,800

250,200 269,200 291,800 308,100 337,000 384,700

251,100 270,300 292,300 309,000 338,200 386,300

252,000 271,400 292,800 309,900 339,300 388,100

252,900 272,400 293,300 310,800 340,400 389,900

253,700 273,400 293,800 311,600 341,500 391,600

254,500 274,100 294,400 312,500 342,700 393,300

255,200 274,800 295,200 313,400 343,800 395,200

255,900 275,500 296,000 314,300 344,900 396,900

256,700 276,200 296,700 315,100 346,000 398,600

257,500 276,800 297,500 316,200 347,300 400,300

258,300 277,300 298,300 317,300 348,600 402,100

259,000 277,800 299,100 318,400 349,900 403,800

259,700 278,300 299,800 319,500 351,100 405,400

260,600 278,900 300,600 320,600 352,600 407,100

261,500 279,400 301,400 321,700 354,100 408,900

262,300 279,900 302,100 322,800 355,600 410,700

６級

13

14

22

５級

4

１級

3

1

2

２級

号　給

３級 ４級職員
の区
分

10

9

職務
の級

5

6

7

8

36

12

38

39

35

11

16

23

21

30

37

29

40

31

32

33

34

19

20

15

18

24

26

25

27

28

17
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263,100 280,300 302,900 323,900 356,800 412,200

264,000 280,800 303,700 325,100 358,300 413,700

264,800 281,300 304,500 326,200 359,700 415,200

265,600 281,800 305,300 327,300 361,100 416,500

266,400 282,300 306,000 328,100 362,500 417,600

267,100 282,800 307,000 329,200 363,500 418,700

267,800 283,300 308,000 330,300 364,900 419,800

268,400 283,800 308,900 331,300 366,200 421,000

269,000 284,300 309,800 332,300 367,500 422,300

269,500 284,800 310,800 333,300 368,900 423,400

270,000 285,300 311,800 334,300 370,200 424,600

270,400 285,800 312,700 335,300 371,500 425,700

270,800 286,300 313,600 336,500 373,000 426,900

271,300 286,800 314,600 337,800 374,200 427,900

271,800 287,300 315,600 339,000 375,300 429,000

272,200 287,800 316,600 340,200 376,500 430,100

272,600 288,300 317,400 341,100 377,600 431,100

273,000 289,100 318,400 342,300 378,500 431,600

273,400 289,900 319,400 343,400 379,500 432,200

273,800 290,600 320,300 344,700 380,400 432,600

274,200 291,300 321,200 345,700 381,000 433,200

274,600 292,200 322,200 346,600 381,800 433,700

275,000 293,100 323,200 347,700 382,600 434,100

275,400 293,900 324,100 348,900 383,400 434,600

275,800 294,700 325,000 350,000 384,100 435,100

276,200 295,600 326,200 351,200 384,800 435,500

276,600 296,400 327,400 352,400 385,500 435,800

277,000 297,200 328,600 353,400 386,100 436,100

277,400 298,000 329,300 354,400 386,700 436,500

277,900 298,900 330,400 355,400 387,300

278,400 299,800 331,500 356,500 388,000

278,800 300,700 332,400 357,600 388,600

279,200 301,600 333,500 358,400 389,300

279,800 302,500 334,200 359,500 389,800

280,400 303,400 335,300 360,600 390,400

280,900 304,300 336,400 361,600 390,900

281,400 305,100 337,500 362,300 391,300

282,000 306,100 338,700 363,100 391,900

282,600 307,100 339,800 363,900 392,400

283,100 308,000 340,900 364,600 392,700

283,600 308,500 342,000 365,200 393,000

284,100 309,400 343,100 365,700 393,500

284,600 310,300 344,100 366,200 393,900

285,100 311,100 345,200 366,700 394,200

285,600 311,900 346,100 367,300 394,500

286,100 312,900 347,100 367,800 395,000

286,600 313,900 348,000 368,300 395,500

287,100 314,900 349,000 368,800 395,900

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員

77

71

72

73

74

75

76

69

87

88

52

61

62

46

50

51

59

64

57

60

53

66

54

55

56

58

48

43

42

47

63

68

78

83

84

85

86

79

80

81

82

65

70

67

49

44

45

41
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287,600 315,800 349,900 369,200 396,200

288,100 316,900 350,700 369,600 396,600

288,600 317,900 351,500 370,200 397,100

289,100 318,900 352,300 370,700 397,500

289,600 319,700 352,900 371,000 397,900

290,200 320,400 353,500 371,500

290,800 321,100 354,100 371,900

291,400 321,700 354,700 372,200

292,000 322,200 355,100 372,800

292,500 322,500 355,500 373,300

293,000 323,100 356,000 373,800

293,500 323,700 356,400 374,300

294,000 324,100 356,900 374,900

294,500 324,700 357,300 375,400

295,000 325,300 357,800 375,900

295,400 325,800 358,200 376,300

295,800 326,200 358,500 376,900

296,300 326,700 359,000 377,400

296,800 327,200 359,400 377,900

297,100 327,700 359,700 378,400

297,300 328,100 360,100 379,000

297,600 328,500 360,600 379,400

297,800 328,800 361,100 379,900

298,100 329,100 361,600 380,400

298,400 329,400 362,100 381,000

298,600 329,800 362,600

298,900 330,100 363,100

299,100 330,400 363,500

299,400 330,600 363,900

299,700 330,900 364,300

300,000 331,200 364,800

300,300 331,400 365,300

300,600 331,600 365,700

301,000 331,900 366,200

301,300 332,200 366,700

301,600 332,500 367,200

301,800 332,700 367,500

302,000 333,000

302,300 333,400

302,700 333,600

302,900 333,800

303,200 334,000

303,600 334,400

304,000 334,600

304,200 334,900

304,500 335,300

304,800 335,700

305,100 336,100

135

136

125

126

119

134

127

128

129

130

123

124

107

131

132

133

116

117

118

120

121

122

103

104

105

106

115

99

100

101

102

111

112

113

114

108

109

110

95

96

97

98

93

91

92

94

89

90
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305,300 336,400

305,600 336,800

305,900 337,200

306,200 337,600

306,400 337,900

306,800 338,300

307,200 338,600

307,500 339,000

307,700 339,300

307,900 339,700

308,200 340,100

308,600 340,500

308,800 340,800

309,000 341,200

309,300 341,600

309,600 342,000

310,000 342,300

310,200

310,400

310,700

311,000

311,300

311,600

311,900

312,300

312,600

312,900

313,200

313,600

313,900

314,200

314,500

314,900

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円 円 円

239,700 260,200 267,500 277,900 294,300 331,900

備考

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

　この表は、医療施設、保健所等に勤務する保健師、看護師その他の職員で人事委員会規則で定め
るものに適用する。

163

169

152

153

146

143

144

145

168

165

166

167

142

137

138

161

162

164

157

158

155

156

150

151

147

148

149

154

160

159

139

140

141
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第２条 熊本県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

第１５条の５第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２５」に、「１０ 

０分の１０７．５」を「１００分の１０５」に改め、同条第３項中「１００分の１２７．

５」を「１００分の１２５」に、「１００分の７１．２５」を「１００分の７０」に、 

「１００分の１０７．５」を「１００分の１０５」に、「１００分の６１．２５」を「 

１００分の６０」に改める。 

第１５条の６第２項第１号中「１００分の１０７．５」を「１００分の１０５」に、

「１００分の１２７．５」を「１００分の１２５」に改め、同項第２号中「１００分の 

５１．２５」を「１００分の５０」に、「１００分の６１．２５」を「１００分の６０」 

に改める。 

（熊本県立学校職員の給与に関する条例の一部改正） 

第３条 熊本県立学校職員の給与に関する条例（昭和２９年熊本県条例第１９号）の一部

を次のように改正する。 

  第９条第３項中「１０，０００円」を「１０，５００円」に改める。 

第１６条第２項中「１００分の１２２．５」を「１００分の１２７．５」に改め、同

条第３項中「１００分の１２２．５」を「１００分の１２７．５」に、「１００分の６

８．７５」を「１００分の７１．２５」に改める。 

第１７条第２項第１号中「１００分の１０２．５」を「１００分の１０７．５」に改

め、同項第２号中「１００分の４８．７５」を「１００分の５１．２５」に改める。 

別表第１を次のように改める。 
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別表第１（第５条関係）

職務
の級

１　級 ２　級 特２級 ３　級 ４　級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

199,900 246,300 298,200 354,600 423,900

202,200 247,800 300,000 356,000 425,700

204,500 249,200 301,800 357,400 427,500

206,700 250,600 303,600 358,800 429,100

208,900 252,000 305,400 360,200 430,600

211,200 253,200 307,200 361,500 432,100

213,400 254,400 309,000 362,800 433,900

215,600 255,600 310,700 364,100 435,700

217,800 257,000 312,400 365,300 437,400

220,000 258,200 314,200 366,800 439,200

222,200 259,500 316,000 368,300 441,100

224,400 260,800 317,800 369,700 442,900

226,600 262,100 319,700 371,000 444,600

228,700 264,000 321,500 372,500 446,500

230,800 265,800 323,300 374,000 448,300

232,900 267,600 325,000 375,400 450,200

235,000 269,300 326,600 376,800 451,900

236,800 271,500 328,500 378,300 453,700

238,500 273,700 330,400 379,700 455,500

240,200 275,900 332,300 381,100 457,300

241,900 278,100 334,100 382,500 458,900

243,200 280,300 336,100 384,000 460,600

244,500 282,500 337,900 385,500 462,500

245,800 284,600 339,700 386,900 464,200

247,000 286,600 341,400 388,200 465,900

248,200 288,500 343,100 389,700 467,500

249,400 290,400 344,700 391,200 469,000

250,600 292,200 346,300 392,700 470,500

251,700 294,000 347,900 394,100 472,000

252,900 295,900 349,200 395,600 473,300

254,100 297,700 350,400 397,100 474,600

255,300 299,400 351,600 398,600 475,900

256,400 301,100 352,900 400,000 477,100

257,700 302,900 354,500 401,600 477,800

259,000 304,600 356,100 403,200 478,500

260,300 306,200 357,600 404,700 479,200

261,700 307,800 359,100 405,900 479,800

263,100 309,500 360,700 407,300

264,400 311,300 362,300 408,700

265,700 313,000 363,800 410,000

36

37

38

39

40

34

35

26

27

28

29

30

25

16

17

18

19

20

31

32

33

 　教　　育　　職　　給　　料　　表　（２）　

号　給

職員
の区
分

1

2

3

4

5

11

12

13

14

15

6

7

8

9

10

21

22

23

24

この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事院の
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267,000 314,300 365,300 411,600

268,000 316,200 366,900 413,000

269,000 318,000 368,500 414,300

269,900 319,700 370,000 415,700

270,600 321,400 371,500 417,100

271,400 323,300 373,100 418,400

272,200 325,000 374,700 419,900

273,000 326,700 376,200 421,400

273,800 328,400 377,700 423,000

274,600 330,200 379,200 424,400

275,300 332,000 380,700 426,000

276,100 333,700 382,100 427,500

276,900 335,400 383,500 429,200

277,700 336,700 385,000 430,700

278,500 338,000 386,400 432,300

279,300 339,300 387,800 433,900

280,000 340,800 389,300 435,400

280,600 342,400 390,900 436,900

281,400 343,900 392,500 438,100

282,300 345,500 393,900 439,300

283,100 347,000 395,100 440,500

283,700 348,600 396,500 441,800

284,500 350,200 397,900 443,000

285,200 351,700 399,200 444,200

286,200 353,200 400,400 445,300

287,000 354,800 401,600 446,500

287,800 356,400 402,900 447,700

288,500 357,900 404,200 448,900

289,200 359,400 405,500 450,100

290,000 361,000 406,800 451,300

290,800 362,600 408,200 452,500

291,500 364,100 409,400 453,700

292,200 365,600 410,600 454,800

292,900 367,200 412,000 455,400

293,600 368,800 413,400 455,900

294,200 370,300 414,700 456,400

294,800 371,800 415,900 456,900

295,500 373,200 417,100

296,200 374,600 418,400

296,800 375,900 419,800

297,400 377,200 421,100

298,100 378,600 422,300

298,800 380,000 423,300

299,500 381,300 424,500

300,200 382,400 425,700

301,000 383,800 426,800

301,700 385,100 428,000

302,400 386,400 429,000

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員

86

87

88

81

82

83

84

85

76

77

78

79

80

71

72

73

74

75

66

67

68

69

70

61

62

63

64

65

56

57

58

59

60

52

53

54

55

46

47

48

49

50

43

44

45

51

41

42
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303,100 387,600 430,100

304,000 388,900 431,100

304,800 390,000 432,100

305,600 391,200 433,100

306,100 392,400 434,000

306,900 393,500 434,800

307,700 394,700 435,600

308,500 395,900 436,400

309,200 397,300 437,100

310,000 398,300 437,500

310,800 399,300 437,900

311,500 400,300 438,300

312,300 401,200 438,700

313,200 402,200 439,000

314,100 403,300 439,300

314,900 404,400 439,500

315,500 405,100 439,800

316,300 406,000 440,100

317,100 406,900 440,400

317,900 407,800 440,600

318,600 408,600 440,800

319,000 409,400 441,100

319,400 410,200 441,400

319,900 411,000 441,600

320,400 411,600 441,800

320,800 412,300 442,100

321,300 413,000 442,400

321,700 413,700 442,600

322,200 414,300 442,800

322,700 414,800

323,100 415,200

323,600 415,500

324,100 415,800

324,500 416,100

325,000 416,400

325,500 416,600

326,100 416,800

326,400 417,100

326,700 417,400

327,000 417,600

327,200 417,800

327,500 418,100

327,800 418,400

328,000 418,600

328,200 418,800

328,400 419,100

328,600 419,400

328,900 419,600136

131

132

133

134

135

126

127

128

129

130

121

122

123

124

125

116

117

118

119

120

111

112

113

114

115

106

107

108

109

110

101

102

103

104

105

96

97

98

99

100

91

92

93

94

95

89

90
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329,200 419,800

329,400 420,100

329,700 420,400

330,000 420,600

330,200 420,800

330,400 421,100

330,700 421,400

330,900 421,600

331,200 421,800

331,400

331,700

332,000

332,200

332,400

332,700

333,000

333,200

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円 円

238,500 279,100 308,200 336,600 421,900

備考 １　この表は、中学校、高等学校及び特別支援学校に勤務する校長、教頭、教諭その他の職員で
　人事委員会規則で定めるものに適用する。
２　この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が３級である職員で人事委員会規則で定め

　るものの給料月額は、この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。

151

152

153

146

147

148

149

150

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

141

142

143

144

145

137

138

139

140
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第４条 熊本県立学校職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

第１６条第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２５」に改め、同条第 

３項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２５」に、「１００分の７１．２５」

を「１００分の７０」に改める。 

第１７条第２項第１号中「１００分の１０７．５」を「１００分の１０５」に改め、

同項第２号中「１００分の５１．２５」を「１００分の５０」に改める。 

（熊本県市町村立学校職員の給与に関する条例の一部改正） 

第５条 熊本県市町村立学校職員の給与に関する条例（昭和２９年熊本県条例第２０号）

の一部を次のように改正する。 

  別表第１を次のように改める。 
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別表第１（第５条関係）

職務
の級

１　級 ２　級 特２級 ３　級 ４　級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

199,900 220,700 298,200 323,900 413,600

202,200 223,100 300,000 326,000 415,100

204,500 225,500 301,800 328,100 416,600

206,700 227,900 303,600 330,200 418,000

208,900 230,300 305,400 332,200 419,300

211,200 232,700 307,200 334,300 420,700

213,400 235,100 309,000 336,400 422,100

215,600 237,500 310,700 338,500 423,500

217,800 239,900 312,400 340,500 424,900

220,000 241,500 314,200 342,600 426,300

222,200 243,100 316,000 344,700 427,700

224,400 244,700 317,800 346,700 429,000

226,600 246,300 319,700 348,700 430,300

228,700 247,800 321,500 350,200 431,700

230,800 249,200 323,300 351,700 433,100

232,900 250,600 325,000 353,200 434,500

235,000 252,000 326,600 354,600 435,700

236,800 253,200 328,500 356,000 437,000

238,500 254,400 330,400 357,400 438,200

240,200 255,600 332,300 358,800 439,500

241,900 257,000 334,100 360,200 440,600

243,200 258,200 336,100 361,500 441,700

244,500 259,500 337,900 362,800 442,900

245,800 260,800 339,700 364,100 444,100

247,000 262,100 341,400 365,300 445,400

248,100 264,000 343,100 366,600 446,600

249,200 265,800 344,700 367,800 447,600

250,300 267,600 346,300 369,000 448,700

251,500 269,300 347,900 370,200 449,900

252,800 271,500 349,200 371,400 450,700

254,000 273,700 350,400 372,600 451,500

255,200 275,900 351,600 373,700 452,400

256,300 278,100 352,900 374,800 453,300

257,500 280,300 354,300 376,000 453,800

258,700 282,500 355,700 377,200 454,300

259,900 284,600 357,000 378,300 454,800

261,100 286,600 358,300 379,400 455,300

262,300 288,500 359,700 380,600

263,500 290,400 361,100 381,800

264,700 292,200 362,400 382,900

6

7

8

9

10

 　教　　育　　職　　給　　料　　表　（３）　

号　給

職員
の区
分

1

2

3

4

5

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

26

27

28

29

30

21

22

23

24

25

36

37

38

39

40

31

32

33

34

35

この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が

この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級

この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が 
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265,900 294,000 363,700 384,000

267,000 295,900 365,100 385,200

268,100 297,700 366,400 386,400

269,200 299,400 367,700 387,500

270,200 301,100 369,000 388,600

271,000 302,900 370,200 389,800

271,800 304,600 371,400 391,000

272,600 306,200 372,600 392,200

273,300 307,800 373,800 393,400

274,100 309,500 375,000 394,700

274,800 311,300 376,200 395,900

275,500 313,000 377,400 397,100

276,300 314,300 378,500 398,300

277,100 316,200 379,700 399,600

277,900 318,000 380,900 400,600

278,600 319,700 382,100 401,700

279,300 321,400 383,200 402,900

280,100 323,300 384,500 404,100

280,900 325,000 385,800 405,300

281,600 326,700 387,000 406,500

282,200 328,400 387,900 407,600

282,900 330,200 389,100 408,600

283,600 332,000 390,100 409,900

284,200 333,700 391,200 411,100

284,900 335,400 392,000 412,300

285,600 336,700 393,100 413,400

286,300 338,000 394,100 414,500

287,000 339,300 395,100 415,600

287,700 340,800 396,200 416,600

288,500 342,300 397,200 417,800

289,200 343,800 398,300 419,000

289,900 345,300 399,400 420,200

290,400 346,700 400,400 420,800

291,100 348,200 401,500 421,600

291,800 349,700 402,600 422,300

292,400 351,200 403,600 422,800

293,000 352,600 404,500 423,100

293,700 354,100 405,400 423,400

294,300 355,600 406,400 423,800

294,900 357,100 407,400 424,200

295,500 358,500 408,200 424,500

296,100 359,800 409,000 424,900

296,700 361,100 409,700 425,200

297,300 362,300 410,500 425,500

297,800 363,500 411,200 425,800

298,300 364,700 411,800 426,200

298,800 365,900 412,500 426,500

299,300 367,000 413,200 426,800

86

87

88

81

82

83

84

85

76

77

78

79

80

71

72

73

74

75

66

67

68

69

70

61

62

63

64

65

56

57

58

59

60

51

52

53

54

55

46

47

48

49

50

41

42

43

44

45

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員
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299,700 368,100 413,800 427,100

300,300 369,200 414,500 427,400

300,800 370,300 415,000 427,700

301,300 371,400 415,600 427,900

301,600 372,500 416,000 428,100

302,100 373,700 416,400

302,600 374,800 416,700

303,000 375,900 417,000

303,400 376,900 417,200

303,900 377,900 417,500

304,400 378,800 417,800

304,800 379,700 418,000

305,200 380,500 418,200

305,600 381,500 418,500

306,000 382,400 418,800

306,300 383,300 419,000

306,500 384,100 419,200

306,800 385,000 419,500

307,100 385,900 419,800

307,300 386,800 420,000

307,500 387,600 420,200

307,700 388,600 420,500

308,000 389,500 420,800

308,300 390,400 421,000

308,500 391,000 421,200

308,700 391,900 421,500

308,900 392,800 421,800

309,200 393,700 422,000

309,500 394,500 422,200

309,700 395,200

310,000 396,000

310,300 396,800

310,500 397,400

310,700 398,100

310,900 398,800

311,200 399,400

311,500 400,000

400,700

401,200

401,800

402,400

403,000

403,500

404,000

404,300

404,600

404,900

405,200136

131

132

133

134

135

126

127

128

129

130

121

122

123

124

125

116

117

118

119

120

111

112

113

114

115

106

107

108

109

110

101

102

103

104

105

96

97

98

99

100

91

92

93

94

95

89

90
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405,500

405,800

406,100

406,400

406,700

407,000

407,300

407,600

407,800

408,100

408,400

408,600

408,800

409,100

409,400

409,600

409,800

410,100

410,400

410,600

410,800

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円 円

229,700 276,000 303,400 330,000 411,900

備考

137

138

139

140

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

146

147

148

149

150

141

142

143

144

145

１　この表は、小学校、中学校及び義務教育学校に勤務する校長、教頭、教諭その他の職員で人
　事委員会規則で定めるものに適用する。
２　この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が３級である職員で人事委員会規則で定め

　るものの給料月額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。

156

157

151

152

153

154

155
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（熊本県一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

第６条 熊本県一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１５年熊本県条例第１号） 

の一部を次のように改正する。 

  第７条第１項の表を次のように改める。 

  号給                給料月額 

                                      円 

   １                            ３９２，０００ 

   ２                            ４４０，０００ 

   ３                            ４９２，０００ 

   ４                            ５５５，０００ 

   ５                            ６３４，０００ 

   ６                            ７４０，０００ 

   ７                            ８６４，０００ 

第８条第２項及び第９条第２項中「１００分の１２２．５」を「１００分の１２７．

５」に、「１００分の１７０」を「１００分の１７５」に改める。 

（熊本県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正） 

第７条 熊本県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成１５年熊本県条例第２

号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第１項の表を次のように改める。 

  号給                給料月額 

                                      円 

   １                            ４１４，０００ 

   ２                            ４７５，０００ 

   ３                            ５３８，０００ 

   ４                            ６２１，０００ 

   ５                            ７２２，０００ 

   ６                            ８２４，０００ 

  第５条第２項の表を次のように改める。 

  号給                給料月額 

                                      円 

   １                            ３４６，０００ 

   ２                            ３８２，０００ 

   ３                            ４１０，０００ 

第６条第２項中「１００分の１２２．５」を「１００分の１２７．５」に、「１００
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分の１７０」を「１００分の１７５」に改める。 

第８条 熊本県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を次のように改正する。 

第６条第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２５」に、「１００分の

１７５」を「１００分の１７２．５」に改める。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において規則で定める日か

ら施行する。ただし、第２条、第４条及び第８条の規定は、令和７年４月１日から施行

する。 

２ 第１条の規定による改正後の熊本県一般職の職員等の給与に関する条例（以下「第１

条改正後一般職給与条例」という。）第７条の３、第８条及び別表第１から別表第４ま

での規定、第３条の規定による改正後の熊本県立学校職員の給与に関する条例（以下「 

第３条改正後県立学校職員給与条例」という。）第９条及び別表第１の規定、第５条の

規定による改正後の熊本県市町村立学校職員の給与に関する条例（以下「第５条改正後

市町村立学校職員給与条例」という。）別表第１の規定、第６条の規定による改正後の 

熊本県一般職の任期付職員の採用等に関する条例（以下「第６条改正後任期付職員条例」 

という。）第７条の規定並びに第７条の規定による改正後の熊本県一般職の任期付研究 

員の採用等に関する条例（以下「第７条改正後任期付研究員条例」という。）第５条の 

規定は、令和６年４月１日から適用する。 

３ 第１条改正後一般職給与条例第１５条の５及び第１５条の６の規定、第３条改正後県

立学校職員給与条例第１６条（第５条改正後市町村立学校職員給与条例第１５条の規定

により県立学校職員の例によることとされる場合を含む。）及び第１７条（第５条改正

後市町村立学校職員給与条例第１６条の規定により県立学校職員の例によることとされ

る場合を含む。）の規定、第６条改正後任期付職員条例第８条及び第９条の規定並びに

第７条改正後任期付研究員条例第６条の規定は、令和６年１２月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

４ 第１条改正後一般職給与条例、第３条改正後県立学校職員給与条例、第５条改正後市

町村立学校職員給与条例、第６条改正後任期付職員条例又は第７条改正後任期付研究員

条例の規定を適用する場合においては、次の各号に掲げる条例の規定に基づいて支給さ

れた給与は、当該各号に定める条例の規定による給与の内払とみなす。 

(1) 第１条の規定による改正前の熊本県一般職の職員等の給与に関する条例 第１条

改正後一般職給与条例 

(2) 第３条の規定による改正前の熊本県立学校職員の給与に関する条例 第３条改正

後県立学校職員給与条例 
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(3) 第５条の規定による改正前の熊本県市町村立学校職員の給与に関する条例 第５

条改正後市町村立学校職員給与条例 

(4) 第６条の規定による改正前の熊本県一般職の任期付職員の採用等に関する条例 

   第６条改正後任期付職員条例 

  (5) 第７条の規定による改正前の熊本県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例 

    第７条改正後任期付研究員条例 

（人事委員会規則への委任） 

５ 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定

める。 

（提案理由） 

一般職の職員の給与の改定を行う必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 
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熊本県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例（案）の概要 

議案番号 条 例 名 内         容 

第４３号 熊本県一般職の

職員等の給与に

関する条例等の

一部を改正する

条例 

１ 条例改正の趣旨 

  人事委員会勧告に基づく一般職の職員の給与の改定を行う。 

 

２ 改正する条例 

（１） 熊本県一般職の職員等の給与に関する条例 

（２） 熊本県立学校職員の給与に関する条例 

（３） 熊本県市町村立学校職員の給与に関する条例 

（４） 熊本県一般職の任期付職員の採用等に関する条例 

（５） 熊本県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例 

 

３ 主な改正内容 

（１）  一般職の職員の給料表を改定する。 

   大卒程度の初任給を23,200円、高卒程度の初任給を23,600円引き上

げ、若年層の職員が在職する号給に重点を置き、全職員の給料月額を

引き上げる。 

（２）  期末手当及び勤勉手当の支給月数を改定する。 

 ア 令和６年度（2024年度）の支給月数 

 

一般職
年間

（１２月期）
4.5月 → 4.6月

（2.25月 → 2.35月）
+0.1月

定年前再任用
短時間勤務職員

年間
（１２月期）

2.35月 → 2.4月
（1.175月 → 1.225月）

+0.05月

 

イ 令和７年度（2025年度）の支給月数 

 

一般職
 6月
12月

2.3月
2.3月

4.6月

定年前再任用
短時間勤務職員

 6月
12月

1.2月
1.2月

2.4月
 

（３）  初任給調整手当の支給月額の限度額を改定する。 

 ア 医療職給料表（１）の適用を受ける医師及び歯科医師 

（現行）415,600円 → （改定後）416,600円 

イ 獣医師 

  （現行） 45,500円 → （改定後） 46,800円 

（４）  扶養手当の子に係る手当の月額を改定する。 

   子に係る手当の月額を引き上げる。 

   （現行）10,000円 → （改定後） 10,500円 

 

４ 施行期日 

（１） ３（１）、（３）及び（４）については、公布の日から起算して

３月を超えない範囲内において規則で定める日から施行し、令和６

年（2024年）４月１日から適用する。 
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（２） ３（２）アについては、公布の日から起算して３月を超えない範

囲内において規則で定める日から施行し、令和６年（2024年）12

月１日から適用する。 

（３） ３（２）イについては、令和７年（2025年）４月１日から施行す

る。 
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第 ４４ 号 

熊本県知事等の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 

熊本県知事等の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例を次のように制定す

ることとする。 

令和６年１２月９日提出 

                          熊本県知事 木 村 敬    

   熊本県知事等の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例 

（熊本県知事等の給与及び旅費に関する条例の一部改正） 

第１条 熊本県知事等の給与及び旅費に関する条例（昭和２７年熊本県条例第１１１号） 

の一部を次のように改正する。 

第４条ただし書中「１００分の１２２．５」を「１００分の１２７．５」に、「１０

０分の１７０」を「１００分の１７５」に改める。 

第２条 熊本県知事等の給与及び旅費に関する条例の一部を次のように改正する。 

第４条ただし書中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２５」に、「１００分

の１７５」を「１００分の１７２．５」に改める。 

（熊本県教育長等の給与等に関する条例の一部改正） 

第３条 熊本県教育長等の給与等に関する条例（昭和６３年熊本県条例第２１号）の一部

を次のように改正する。 

第４条ただし書中「１００分の１２２．５」を「１００分の１２７．５」に、「１０

０分の１７０」を「１００分の１７５」に改める。 

第４条 熊本県教育長等の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。 

第４条ただし書中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２５」に、「１００分

の１７５」を「１００分の１７２．５」に改める。 

（熊本県議会議員に対する議員報酬等に関する条例の一部改正） 

第５条 熊本県議会議員に対する議員報酬等に関する条例（昭和２８年熊本県条例第１１

号の２）の一部を次のように改正する。 

第５条ただし書中「１００分の１２２．５」を「１００分の１２７．５」に、「１０

０分の１７０」を「１００分の１７５」に改める。 

第６条 熊本県議会議員に対する議員報酬等に関する条例の一部を次のように改正する。 

第５条ただし書中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２５」に、「１００分

の１７５」を「１００分の１７２．５」に改める。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において規則で定める日か
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ら施行する。ただし、第２条、第４条及び第６条の規定は、令和７年４月１日から施行

する。 

２ 第１条の規定による改正後の熊本県知事等の給与及び旅費に関する条例（以下「第１

条改正後知事等給与条例」という。）第４条の規定、第３条の規定による改正後の熊本

県教育長等の給与等に関する条例（以下「第３条改正後教育長等給与条例」という。）

第４条の規定及び第５条の規定による改正後の熊本県議会議員に対する議員報酬等に関

する条例（以下「第５条改正後議員報酬等条例」という。）第５条の規定は、令和６年

１２月１日から適用する。 

（給与の内払） 

３ 第１条改正後知事等給与条例、第３条改正後教育長等給与条例又は第５条改正後議員

報酬等条例の規定を適用する場合においては、次の各号に掲げる条例の規定に基づいて

支給された給与は、当該各号に定める条例の規定による給与の内払とみなす。 

(1) 第１条の規定による改正前の熊本県知事等の給与及び旅費に関する条例 第１条

改正後知事等給与条例 

(2) 第３条の規定による改正前の熊本県教育長等の給与等に関する条例 第３条改正

後教育長等給与条例 

(3) 第５条の規定による改正前の熊本県議会議員に対する議員報酬等に関する条例 

  第５条改正後議員報酬等条例 

（提案理由） 

特別職の職員の期末手当の改定を行う必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 
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熊本県知事等の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例（案）の概要 

議案番号 条 例 名 内         容 

第４４号 熊本県知事等の

給与及び旅費に

関する条例等の

一部を改正する

条例 

１ 条例改正の趣旨 

国家公務員の給与改定を踏まえ、特別職の職員の期末手当の改定を行

う。 

 

２ 改正する条例 

（１） 熊本県知事等の給与及び旅費に関する条例 

（２） 熊本県教育長等の給与等に関する条例 

（３） 熊本県議会議員に対する議員報酬等に関する条例 

 

３ 主な改正内容 

（１）期末手当の支給月数を改定する。 

 ア 令和６年度（2024年度）の支給月数 

 
特別職

年間
（１２月期）

3.4月 → 3.45月
（1.7月 → 1.75月）

＋0.05月

 

 イ 令和７年度（2025年度）の支給月数 

 
特別職

 6月
12月

1.725月
1.725月

3.45月

 

 

４ 施行期日 

（１） ３（１）アについては、公布の日から起算して３月を超えない範

囲内において規則で定める日から施行し、令和６年（2024年）12月

１日から適用する。 

（２） ３（１）イについては、令和７年（2025 年）４月１日から施行す

る。 
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